
短期入院、集中治療室入院など‘いま’必要な保障を備えた医療保険

■医療保障に重点をおき割安な保険料を実現しました。

■病気やケガによる、1日目からの入院・手術、さらに費用のか

かる集中治療室入院を保障します。

■70歳まで加入でき、最高90歳まで自動更新できます。

■無事故給付金がついたプランも選択できます。

（B型保険契約）

■医療保障に加え、万一のときの保障などもご準備できます。

（ナースステーションV・V2）

無配当新医療保険

ナース
ステーション

必要な保障をフルカバーした安心の保険です

■病気やケガによる死亡・高度障害を一生涯保障します。

■定期保険特約や年金払定期保険特約をセットすることにより、

万一のときにご遺族の暮らしを支える一時金や年金を準備で

きます。

■病気やケガによる入院・手術・通院などの医療保障をトータ

ルにご準備できます。また、成人病や女性特有の病気などの

重点保障も可能です。

■集中治療室入院特約や病気やケガによる入院を1泊2日から保

障する短期入院の特約を付加することができます。

■お客さまのニーズに応じて、介護や三大疾病に備えるプラン

も選択することができます。（パーフェクトツイン、パーフェ

クトロードパワフル介護プラン、パーフェクトツインGOLD）

5年ごと利差配当付終身保険

パーフェクト
ロード

三大疾病（ガン・急性心筋梗塞・脳卒中）に備える保険

■三大疾病（ガン・急性心筋梗塞・脳卒中）により所定の状態

に該当された場合、特定疾病保険金をお支払いします。

■お客さまのニーズにあわせて、定期型と終身型の2つのタイプ

を選択できます。

■パーフェクトロードとセットすることにより、特定疾病保険

金受取後の万一のときの保障や入院・手術・通院といった医

療保障も準備することができます。

5年ごと利差配当付特定疾病保障
（定期・終身）保険

パーフェクト
ステイ

お子様の将来への確かな備え

■1歳～13歳のお子様が加入できます。

■目的にあわせて、お子様の満期保険金を有効にご活用いただ

けます。

〇選べる2つのプラン

・満期保険金…50万円、100万円

・満了時年齢…15歳、18歳

■契約者貸付制度により、不意の出費にもご用立が可能です。

■お子様の万一の際の保障や病気やケガによる入院・手術・通

院などの医療保障もご準備できます。

5年ごと利差配当付養老保険
+無配当新医療保険

リトミック・
デュオ



活動報告 “株式会社 Ｔ＆Ｄホールディングスの設立”
2004年4月１日、太陽生命、大同生命、Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命の３社は
株式移転により持株会社「株式会社 Ｔ＆Ｄホールディングス」を設立し
ました。

強力かつ価値ある生命保険事業
グループを目指して

>>

国内生命保険業界初の上場保険持株会社の
設立により、３社はＴ＆Ｄ保険グループの中核
会社となり、Ｔ＆Ｄ保険グループはより強固な
ものとなりました。
Ｔ＆Ｄ保険グループは、「Ｔｒｙ＆Ｄｉｓｃｏｖｅｒ（挑戦
と発見）による価値の創造を通じて、人と社会
に貢献するグループを目指します」というグル
ープ共通の経営理念のもと、以下のグループ
経営ビジョンを掲げて、グループ企業価値の
増大を目指してまいります。

Ｔ＆Ｄホールディングスは、「中核会社のビジネスモデルの強み・独自性の一層強化による生命
保険事業の成長・拡充」及び「グループ経営資源の結集による経営の効率化と戦略的な集中投資」
を柱とする、以下のグループ経営基本戦略に基づいて、グループ全体の戦略決定、収益・リスク管
理、経営資源の適正な配分、資本政策の決定等を行います。
一方、中核会社はグループ経営基本戦略に沿ったマーケティング戦略の決定と事業遂行を通じ

て、お客さま満足度の向上と生命保険事業の成長・拡充を図るとともに、自己責任原則に基づく内
部管理態勢を構築し、健全性の確保による保険契約者の保護に努めます。

設立記念式典におけるテープカット

代表取締役会長吉池正博 代表取締役社長宮戸直輝

経営ビジョン

豊かな創造力と確かな実行力を備えた人材を育成し、活力ある
グループを目指します。

高い倫理観のもと、法令等を遵守し、広く社会的責務を果たします。

グループの“強み”を最大限発揮できる分野での成長と創造を通じて、
グループ企業価値の向上を目指します。

最優の商品・サービスの提供により、お客さま満足度のトップを
目指します。

[グループ経営ビジョン]

➤

➤

➤

➤



独自の商品戦略・販売戦略を有する太陽生命、大同生命および
T&Dフィナンシャル生命が、持株会社のもとで、各社の強みを一層強化する
ことで、グループコアビジネスである生命保険事業の成長・拡充を図ります。

グループの経営資源を成長力・収益力の高い分野に戦略的に再分配し、
グループ企業価値を向上させます。

事務サービスやシステム等のグループ共通インフラを集約することで、
業務の効率化と高品質なサービス提供を実現します。

適切な収益管理・リスク管理を通じて、より強固な財務基盤を構築し、
お客さまから一層信頼されるグループを目指します。

提携やM&Aにより、生命保険事業の拡大、ならびに新たな事業領域への
進出を視野に、中長期的に成長するグループを指向します。

[Ｔ＆Ｄ保険グループの経営基本戦略]

[グループストラクチャー]

協働体制の確立による保険事業の強化 

T&Dアセットマネジメント 

T&Dコンファーム 

家庭マーケット 中小企業マーケット 変額個人年金マーケット 

T&D情報システム 

T&D太陽大同リース 

T&Dカスタマーサービス 

その他のグループ会社 

■ 会社設立と同時にT&Dホールディングスの
ホームページを開設しました。

株主、投資家の皆様へのＩＲ情報をＴ＆Ｄホールディン

グスのホームページに掲載しています。また、会社概要、

株式情報、よくある質問等のコンテンツについても、個

人投資家の皆様にわかりやすく掲載することを心掛け

ています。

（http://www.td-holdings.co.jp/）



Ⅱ. 保険会社の主要な業務の内容

Ⅱ―1 ●主要な業務の内容 Ⅱ―2 ●経営方針

【1】会社の目的

当社は定款において次に掲げる業務を行うことを定め

ています。

1．生命保険業

2．他の保険会社（外国保険業者を含む。）の保険業に

係る業務の代理または事務の代行、債務の保証その

他の前号の業務に付随する業務

3．国債、地方債または政府保証債の売買、地方債また

は社債その他の債券の募集または管理の受託

4．第1号から第3号のほか保険業法により行うことの

できる業務および保険業法以外の法律により生命保

険会社が行うことのできる業務

5．その他前各号に掲げる業務に付帯または関連する事

項

【2】事業の内容

1．生命保険の引き受け

当社は生命保険の引き受けを行っています。

具体的には以下の業務です。

①生命保険の募集並びに加入希望者からの保険引受け。

②上記①に付帯する書類などの作成並びに授受など。

③生命保険料の収納並びに保険金などの支払い。

④保険事故その他の保険契約に関わる事項の調査。

⑤生命保険募集を行う者の教育並びに管理。

2．資産運用

リスク許容量に応じたポートフォリオの構築を最優

先し、安全性、収益性と効率性を重視した運用をして

います。

当社は、「生産性の高い営業職員チャネルによる保障性

商品の販売」、「金融機関等のチャネルを中心としたアセッ

トマネジメント系商品の販売」を事業の2本の柱として、

収益性の高いスリムでスピーディかつ健全性の高い生命保

険会社をめざします。



Ⅲ．直近事業年度における事業の概況

Ⅲ―1 ●直近事業年度における事業の概況

【経営環境】

平成15年度におけるわが国経済は、世界経済の回復を

背景とした輸出の増加等を受けて、企業収益は改善に向か

いました。また、設備投資の増加、個人消費の持ち直し等、

景気には回復の兆しが見られました。

生命保険業界におきましては、新契約高の低迷や解約失

効高の高止まりによる保有契約高の減少等、依然として厳

しい経営状況が続きました。また、資産運用を巡る環境は、

4月に日経平均株価がバブル崩壊後の最安値を更新し、6

月には長期金利が過去最低水準まで低下しましたが、その

後、景気回復期待から株価、金利は上昇に転じ、一時の厳

しい局面は脱しました。

【営業の経過】

このような環境のなかで、当社は収益性の高いスリムで

スピーディーかつ健全性の高い生命保険会社をめざすこと

を経営ビジョンに掲げ「生産性の高い営業職員チャネルに

よる保障性商品の販売」、「金融機関等のチャネルを中心と

したアセットマネジメント系商品の販売」を事業の2本柱

として次の諸施策に取組みました。

持株会社設立に向けたT&D保険グループの取り組みに

つきましては、持株会社の傘下に、当社、太陽生命保険株

式会社および大同生命保険株式会社の3社が並存する形で

経営統合を行うことを平成15年10月8日の取締役会で決

定し、12月18日の臨時株主総会でご承認をいただきま

した。なお、当初の計画通り、平成16年4月1日に3社共

同で持株会社「株式会社T&Dホールディングス」を設立

いたしました。

T&Dホールディングス設立の目的は、3社独自のビジネ

スモデルにおける強みを最大限に発揮し生命保険事業の強

化を図るとともに、グループの経営資源を戦略的・効率的

に集中投資することにより、継続的な成長と収益の拡大を

めざすことにあります。

①商品

一定年齢内で健康状態や入院歴などにかかわらず加入

できる「T&Dフィナンシャル生命無選択型終身保険ウ

エルカム」を平成15年7月に発売いたしました。

また、三井住友銀行との生命保険募集代理店委託契約

の締結を機に平成15年10月より積み立てのしやすさ

と低廉なコストを特長とする本格的な積立型の変額個人

年金保険「ポポラーレ（Popolare）」を発売いたしま

した。

②販売体制

お客さまに信頼される営業職員の育成をめざし、知

識・スキルの向上とともにコンプライアンス教育の充実

に取組み、新人職員向けの体系的な研修カリキュラムを

作成する等、顧客ニーズ・顧客満足を重視した募集活動

の推進および募集態勢の整備を図りました。

また、平成15年4月には足利銀行および福邦銀行、

平成15年6月には鳥取銀行、平成15年10月には三井

住友銀行および十八銀行、平成16年4月には静岡中央

銀行においてそれぞれ変額個人年金保険の販売を開始い

たしました。この結果平成16年4月1日現在、合計18

の金融機関と生命保険募集代理店契約を締結し変額個人

年金保険を販売しています。

③資産運用

長期金利が過去最低水準を記録した後急上昇するなど

不安定な動きの中、金利の動向に留意し円金利資産中心

の投資を継続いたしました。具体的には、為替をヘッジ

した外国債券の積み増しや、負債の特性を考慮し超長期

国債への投資により安定的な利息収入の確保に取組みま

した。

④事務管理

平成15年4月から、営業総局事務センターを廃止し

本社集約型の新しい事務体制をスタートさせ、事務にお

ける効率性を高めました。

平成15年9月より変額個人年金保険に関するインタ

ーネットサービスや特別勘定運用状況の照会機能を充実

させ、利便性の向上を図りました。

【主要業績】

平成15年度における当社の主要業績は、次のとおりです。

①契約業績の状況

個人保険は、新契約高が3,535億円（前年比87.9％）、

一方、解約・失効高は4,795億円（前年比85.1％）

となり、この結果、年度末保有契約高は28,077億円

（前年比91.1％）となりました。

個人年金保険は、新契約高が904億円（前年比

138.7％）、一方、解約・失効高は211億円（前年比

97.3％）となり、この結果、年度末保有契約高は

3,280億円（前年比140.5％）となりました。

うち、変額個人年金保険は、新契約高が904億円

（前年比138.7％）、一方、解約高は71億円（前年比

1,034.3％）となり、この結果、年度末保有契約高は

1,751億円（前年比273.0％）となりました。

団体保険の年度末保有契約高は19,986億円（前年

比121.8％）となりました。

団体年金保険の年度末保有契約高は646億円（前年

比92.5％）となりました。

②収支の状況

経常収益は1,874億円（前年比138.3％）となりま

した。主な収益は、保険料等収入が1,561億円（前年

比122.6％）、資産運用収益が300億円（前年比

575.3％）となりました。

経常費用は1,901億円（前年比135.8％）となりま

した。主な費用は、保険金等支払金が872億円（前年

比91.4％）、責任準備金等繰入額が752億円（前年比

744.2％）、資産運用費用が5億円　（前年比8.2％）、

事業費が183億円（前年比94.1％）、営業権の償却と

して65億円となりました。



Ⅲ―2 ●契約者懇談会開催の概況

Ⅲ―3 ●相談（照会、苦情）の件数

以上の結果、経常損失は26億円となりました。

経常損失に特別損益、契約者配当準備金繰入額を合わ

せた税引前当期純損失は36億円、法人税及び住民税を

差し引いた当期純損失は37億円となりました。

③責任準備金の状況

更生計画に基づき保険契約の条件変更を受けた契約に

ついては、保険料払込年数をチルメル期間としたチルメ

ル式により、それ以外の契約については、保険料払込年

数と5年間のいずれか短い期間をチルメル期間としたチ

ルメル式により積み立てております。

年度末における責任準備金残高は6,256億円（前年

比113.7％）となりました。

責任準備金繰入額

責任準備金残高

△775

5,402

100

5,503

752

6,256

平成13年度
〔下期〕

平成14年度
平成15年度
〔当期〕

（単位：億円）

〔責任準備金の推移〕

④資産の状況

年度末総資産は6,822億円（前年比111.2％）とな

りました。うち、一般勘定資産は5,043億円（前年比

93.4％）、特別勘定資産は1,796億円（前年比

238.0％）となりました。

年度末の一般勘定資産の主な資産構成は、現預金・コ

ールローン7.1％、公社債56.1％、外国証券11.2％、

株式0.6％、貸付金5.2％となりました。

⑤その他

年度末のソルベンシー・マージン比率は984.8％

（前年比47.1ポイント減）となりました。

【対処すべき課題】

平成15年度の事業概況は以上のとおりですが、生命保

険事業を巡る環境は、少子高齢化による死亡保障ニーズの

減少や、介護、医療、年金等の生存保障ニーズの高まり、

生命保険におけるお客さまのニーズの変化が継続すると予

想されます。このような環境において、当社は、持株会社

｢株式会社T&Dホールディングス」傘下の中核生保会社の
一員としてリスク管理、収益管理、コンプライアンスを徹

底し、また、変額個人年金市場における競争力強化および

営業職員の生産性向上により、企業価値の向上をめざしま

す。

これらを、実現するために

（1）企業価値を拡大させる。

（2）顧客満足度を向上させる。

（3）業務プロセスの質を向上させる。

（4）従業員の能力･モチベーションを向上させる。

の4点を経営戦略に掲げ、具体的な行動として実践して

まいります。

当期の開催はありません。

少子高齢化時代の到来による社会基盤の弱体化を背景と

して、社会生活における自己責任、主体的判断がますます

重要となることから、お客さまからの生命保険に関するご

質問やご照会、またご要望も多種多様、複雑になっていま

す。

当社では、多様化・複雑化するお客さまからのご相談・

ご要望に対し、本社、営業総局､営業支社には「保険相談

コーナー」を常設し、ご来社のお客さまに対し親切かつ責

任ある対応をしています。

また､本社に対するお電話によるご照会やご相談のお客

さまに対しては､お客さまの利便性を高め､より迅速な対応

を図るため､「お客様サービスセンター」を設置し､懇切丁

寧な対応をしています。

相談内容（平成15年度お客様サービスセンター受付）

【平成15年4月1日～平成16年3月31日】

項　　目

加入・保険種類

クーリング・オフ制度

保険料の払込み

失効・復活

契約内容の変更

保障の見直し

契約者貸付

解約

保険金・給付金

契約者配当

税金

会社の内容等

営業職員・代理店

その他

合計

件　　数

1,452

6

2,560

325

4,634

902

1,502

15,220

8,615

113

2,107

101

2,315

30,865

70,717

Ⅲ―4 ●契約者に対する情報提供の実態

主な情報提供誌

ディスクロージャー誌

業績のお知らせ（ミニ版）

上記の他、当社ホームページにおいても、最新の情報を

お知らせしています。



Ⅲ―5 ●商品に対する情報及び
デメリット情報提供の方法

個人保険についてはご契約に際し、多くの保険商品の中

からお勧めした保険が種類・内容ともにお客さまのニーズ

に最も合っているかどうかをご確認いただくために、当社

商品を一括掲載した「保険商品のご案内」を携帯しています。

また、生命保険約款と合わせてご契約の際にご確認いた

だきたい重要項目（クーリング・オフ、告知義務違反、免

責、解約の際に対する注意、契約内容の変更など）を平易

に解説した冊子「ご契約内容のしおり・約款」を必ず手渡

し、説明することにより、契約後にわたって必要な保険知

識をご理解願うように努めています。

クーリング・オフ、告知義務違反、免責及び解約などの

いわゆるデメリット情報につきましては、各商品パンフレッ

トや「ご契約のしおり・約款」に明示している他、生命保険

募集人・代理店の商品説明の際、その徹底を期しています。

解約払戻金額についても「ご契約のしおり・約款」に加

入年齢別、男女別、経過年数別例表を掲載しています。

Ⅲ―6 ●営業職員・代理店教育・研修の概略

営業職員チャネルによるコンサルティングセールス

T&Dフィナンシャル生命が、その「フィナンシャル」
という名にふさわしく、お客さまの資産をトータルに考え

無理なく必要なライフプランを設計するという新しいコン

セプトの生命保険会社をめざしていくうえで、「営業職員

による保障性商品の提供」は事業の大きな柱です。お客さ

まとのきめ細かいコミュニケーションとわかりやすいコン

サルティングを通じ、各世帯の状況を踏まえた将来設計に

基づき、生命保険をおとどけするプロフェッショナルな保

険セールスとして、ひとりでも多くのお客さまから評価し

ていただけるよう努めていきます。

教育研修システム

全国の各営業総局・営業支社で営業職員を対象として、

知識教育および販売実践を定期的に実施しています。

営業総局・営業支社における研修のほかに、本社におい

て職階別・テーマ別の集合研修を行い、営業職員が、細や

かなコンサルティングによってお客さまへ高い付加価値を

提供する体制を整えています。

また、本社スタッフによる出張・巡回教育を行い、営業

第一線への支援を行っています。お客さまから信用され、

家庭の総合的な生活設計から企業の総合的な福利厚生制度

の設計ができる優秀な営業職員・代理店（法人・個人）を

多数育成するため、金融・税務・資産運用知識を中心とし

た高度専門教育を推進しています。

金融機関等の代理店チャネルによる資産形成型商品の販売

営業職員チャネルとともに、T&Dフィナンシャル生命
の保険事業の大きな柱となるのが、「アセットマネジメン

トビジネス」です。

T&D保険グループの中核生保会社の一員として戦略的

Ⅲ―7 ●新規開発商品の状況

〈新商品：投資型年金保険〉

平成15年10月1日に、金融機関チャネルを通じて、次

の商品を新たに発売いたしました。

■ポポラーレ（Popolare）

［無配当変額個人年金保険（災害5割加算型）］

〈新商品：個人保険〉

■パーフェクトキング［無配当終身医療保険（α）］

【平成16年4月2日発売】

■T&Dフィナンシャル生命無選択型終身保険ウエルカム

［5年ごと利差配当付無選択型終身保険］

【平成15年7月2日発売】

〈新発売：個人保険〉

■ナースステーションV

［無配当新医療保険＋定期保険特約（医療）セット］

■ナースステーションV2

［無配当新医療保険+定期保険特約（医療）＋養老保険特

約（医療）セット］

【平成15年11月4日発売】

な役割を担い、銀行・証券会社等の金融機関を法人募集代

理店として、資産形成型商品（変額個人年金保険）の販売

を推進しています。

販売にあたっては、多様化するお客さまニーズにお応え

できる商品提供をはじめ、各代理店に対して、初期集合研

修、コンプライアンス研修、各種セミナーの開催、テーマ

別の高度な専門研修を通じて、販売支援に努めています。

また、代理店サポート担当者であるホールセラーによる個

別相談などの活動を通じて、代理店への支援を行っています。



Ⅲ―8 ●保険商品一覧

●投資型年金保険

■老後の年金準備をはじめとして、有効な資産運用や相続

対策をお考えの方など、お客さまのニーズに幅広く活用

できる商品です。

■お払込みいただいた保険料は、全額特別勘定で運用され、

特別勘定の運用実績により年金額・死亡給付金額等が変

動（増減）します。

①投資型年金保険一覧

保険種類

無配当変額個人年金保険

無配当新変額個人年金保険

無配当変額個人年金保険（最低死亡保証逓増型）

販売名称

年金プラス

時遊楽々

T&Dフィナンシャル生命
投資型年金u

楽々生活

しっかり保障ていぞう君

無配当新変額個人年金保険（最低死亡保証逓増型）

無配当変額個人年金保険

（最低死亡保証逓増・災害3割加算型）

無配当変額個人年金保険（災害5割加算型）

未
あ

来
す

へのいし えず�ず�

年金時代

虹の向こう

ロイヤルロード

ポポラーレ（Popolare）

大和証券

東日本銀行

UFJ銀行

中京銀行

UFJつばさ証券

UFJ信託銀行

りそな銀行、埼玉りそな銀行、奈良銀行

京都中央信用金庫

足利銀行、福邦銀行、静岡中央銀行、
池田銀行、泉州銀行、鳥取銀行、十八銀行

三井住友銀行

取扱金融機関

（平成16年4月1日現在）



②投資型年金保険の説明

保険種類

無配当変額
個人年金保険

無配当新変額
個人年金保険

特　　　長

■この商品は、万一の場合の死亡保障、自在
性の高い運用、多彩な年金受取方法を兼ね
備えており、幅広いお客さまのニーズにお
応えできます。

■万一、被保険者が亡くなられた場合には、
死亡給付金額として、基本保険金額（払込
保険料）が最低保証されます。不慮の事故
によって亡くなられた場合には、基本保険
金額（払込保険料）の10％が死亡給付金額
に割増されます。また、遺族年金支払特約
を付加することにより、ご遺族の方が給付
金を年金で受け取ることもできます。

■運用対象は、厳選された9種類の特別勘定か
ら自由に選択し組み合せることが可能です。
また、契約後、積立金の移転（積立金の全
部または一部を他の特別勘定に移転するこ
と）により、運用対象を見直すことができ
ます。この場合、任意移転（スイッチン
グ）・定期的積立金移転（ドルコスト平均
投資）・積立金配分自動調整（ポートフォ
リオ・リバランス）の3種類の方法から選択
できます。なお、積立金の移転の手数料は
年12回まで無料です。

■確定年金（年金支払期間：5・10・15・
20年）、保証期間付終身年金（保証期間：
5・10・15年）、保証期間付夫婦連生終身
年金（保証期間10年）の多彩な年金受取方
法の中から選択いただけます。

■この商品は、投資型年金の基本的な機能で
ある、万一の場合の死亡保障、自在性の高
い運用、多彩な年金受取方法を備えていま
す。

■払込方法は一時払プランに加え、毎月一定
額を増額する積立プラン（規則的増額）を
用意しています。

■万一、被保険者が亡くなられた場合には、
死亡給付金額として、基本保険金額（払込
保険料）が最低保証されます。不慮の事故
によって亡くなられた場合には、基本保険
金額（払込保険料）の110％が最低保証さ
れます。また、遺族年金支払特約を付加す
ることにより、ご遺族の方が給付金を年金
で受け取ることもできます。

■運用対象は、厳選された10種類の特別勘定
から自由に選択し組み合せることが可能で
す。また、積立金の移転（スイッチング）
の手数料は年6回まで無料です。

■確定年金（年金支払期間：5・10・15・
20・25年）、保証期間付終身年金（保証期
間：5・10・15・20年）、保証期間付夫婦
連生終身年金（保証期間10年）の多彩な年
金受取方法の中から選択いただけます。

■契約日（増額日）から1年以上7年未満に解
約された場合は、一定条件のもと基本保険
金額に対して同一保険年度内5％までの解約
控除免除制度が適用されます。
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保険種類

無配当変額
個人年金保険
（最低死亡保証
逓増型）

無配当新変額
個人年金保険
（最低死亡保証
逓増型）

特　　　長

■運用実績にかかわらず最低死亡保証が毎年
逓増し、最大で基本保険金額（払込保険料）
の120％まで増加する機能（ベースアップ
機能）を有した商品です。また、特約とし
て運用実績が良好であった場合、死亡給付
金の最低保証額が増加する機能（ステップ
アップ機能）も付加できます。この商品は、
これらの機能によりワンランク上の死亡保
障を望まれるお客さまのニーズにお応えで
きる商品です。また、遺族年金支払特約を
付加することにより、ご遺族の方が給付金
を年金で受け取ることもできます。

■不慮の事故により被保険者が亡くなられた
場合は、基本保険金額（払込保険料）の
50％が死亡給付金額に割増されます。

■運用対象は、厳選された9種類の特別勘定か
ら自由に選択し組み合せることが可能です。
また、契約後、積立金の移転（積立金の全
部または一部を他の特別勘定に移転するこ
と）により、運用対象を見直すことができ
ます。この場合、任意移転（スイッチン
グ）・定期的積立金移転（ドルコスト平均
投資）・積立金配分自動調整（ポートフォ
リオ・リバランス）の3種類の方法から選択
できます。なお、積立金の移転の手数料は
年12回まで無料です。

■確定年金（年金支払期間：5・10・15・
20・25年）、保証期間付終身年金（保証期
間：5・10・15・20年）、保証期間付夫婦
連生終身年金（保証期間10年）の多彩な年
金受取方法の中から選択いただけます。

■運用実績にかかわらず最低死亡保証が毎年
逓増し、最大で基本保険金額（払込保険料）
の120％まで増加する機能（ベースアップ
機能）を有した商品です。また、特約とし
て運用実績が良好であった場合、死亡給付
金の最低保証額が増加する機能（ステップ
アップ機能）も付加できます。この商品は、
これらの機能によりワンランク上の死亡保
障を望まれるお客さまのニーズにお応えで
きる商品です。また、遺族年金支払特約を
付加することにより、ご遺族の方が給付金
を年金で受け取ることもできます。

■不慮の事故により被保険者が亡くなられた
場合には、基本保険金額（払込保険料）の
10％が死亡給付金額に割増されます。

■運用対象は、厳選された8種類の特別勘定か
ら自由に選択し組み合せることが可能です。
また、積立金の移転（スイッチング）の手
数料は年6回まで無料です。

■確定年金（年金支払期間：5・10・15・
20・25年）、保証期間付終身年金（保証期
間：5・10・15・20年）、保証期間付夫婦
連生終身年金（保証期間10年）の多彩な年
金受取方法の中から選択いただけます。

■契約日（増額日）から1年以上7年未満に解
約された場合は、一定条件のもと基本保険
金額に対して同一保険年度内5％までの解約
控除免除制度が適用されます。
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保険種類

無配当変額
個人年金保険
（最低死亡保証
逓増・災害3割
加算型）

無配当変額
個人年金保険

（災害5割加算型）

特　　　長

■運用実績にかかわらず最低死亡保証が毎年
逓増し、最大で基本保険金額（払込保険料）
の120％まで増加する機能（ベースアップ
機能）を有した商品です。また、特約とし
て運用実績が良好であった場合、死亡給付
金の最低保証額が増加する機能（ステップ
アップ機能）も付加できます。この商品は、
これらの機能によりワンランク上の死亡保
障を望まれるお客さまのニーズにお応えで
きる商品です。また、遺族年金支払特約を
付加することにより、ご遺族の方が給付金
を年金で受け取ることもできます。

■不慮の事故により被保険者が亡くなられた
場合は、基本保険金額（払込保険料）の
30％が死亡給付金額に割増されます。

■運用対象は、厳選された5種類の特別勘定か
ら自由に選択し組み合せることが可能です。
また、積立金の移転（スイッチング）の手
数料は年6回まで無料です。

■確定年金（年金支払期間：5・10・15・
20・25年）、保証期間付終身年金（保証期
間：5・10・15・20年）、保証期間付夫婦
連生終身年金（保証期間10年）の多彩な年
金受取方法の中から選択いただけます。

■加入時の頭金が不要で、毎月1万円（年2回
の指定月は10万円以上）から手軽に積み立
てられる資産形成型の商品です。

■不慮の事故などで被保険者が亡くなられた
場合は、死亡日における積立金額に基本保
険金額（払込保険料）の50％相当額を加算
した金額を災害死亡給付金としてお支払い
いたします。ただし、この金額が基本保険
金額を下回る場合には、基本保険金額を最
低保証します。

■運用対象は、厳選された9種類の特別勘定か
ら自由に選択し組み合せることが可能です。
また、積立金の移転（スイッチング）の手
数料は年6回まで無料です。

■確定年金（年金支払期間：5･10･15･20･
25年）、保証期間付終身年金（保証期間：
5･10･15･20年）、保証期間付夫婦連生終
身年金（保証期間10年）の多彩な年金受取
方法の中から選択いただけます。

仕　組　図

《運用（据置）期間》�
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一
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●確定年金�

●保証期間付�
　終身年金�

●保証期間付�
　夫婦連生�
　終身年金�

年金額�

年金支払開始日�

年金額�
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されているかぎ�
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年金支払期間（5年・10年・15年・20年・25年）�

保証期間（5年・10年・15年・20年）�

保証期間（10年）�

年金支払期間�

年金額�
年金支払開始日�

年金支払期間�

②最低死亡保証給付金額（基本保険金額の120％が上限）�

③最大契約応当日積立金額（最低死亡保証ステ�
　ップアップ特約部分）�

※死亡給付金額（①～③のうち�
　最も大きな金額）�

死 亡 給 付 金 �

①積立金額�

基本保険金額×30％�

災害死亡給付金�
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据置（積立）期間［15年以上］�

積立金�

基本保険金額の50％�

災害死亡給付金�死 亡 給 付 金 �

基本保険金額�
（お払込保険料）�

一時払保険料�
（ご契約時の保険料）�

災害死亡給付金額�
（基本保険金額を最低保証）�

《据置（積立）期間》�

《年金支払期間》�

●確定年金�
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第1保険年度�第2保険年度�第3保険年度�第4保険年度�第5保険年度�第6保険年度�

△�
契約日�

▲�
第1回配当金支払�

※以降5年ごとにお支払いします。�
責任準備金等の運用益が会社の予定した運用益をこえた場合、5年ごとに通算して�

●個人保険

死亡・介護・入院・特定疾病保障などの多彩な商品ラインナップの中から、お客さまのニーズにあった最適な保障プランを

お選びいただけます。

ご利用の目的 統一分類名称

●一生涯の医療保障に加え、大型保障や介護保障などをご
希望される方へ

●責任世代の大型保障とさらに一生涯の保障をご希望され
る方へ

●上記に加え、一生涯の介護保障をご希望される方へ

●一生涯の保障と3大疾病（ガン・急性心筋梗塞・脳卒中）
への備えをご希望される方へ

●上記に加え、一生涯の介護保障をご希望される方へ

●一定の保険料で保険金が増加する保障をご希望される方へ

●診査を受けずに保障をご希望される方へ

●保障と貯蓄をご希望される方へ

●若年層の医療保障と貯蓄、保障をご希望される方へ

●割安な保険料で大きな保障をご希望される方へ

●経営者・役員の方々にふさわしい大きな保障をご希望さ
れる方へ

●3大疾病（ガン・急性心筋梗塞・脳卒中）への備えをご希
望される方へ

●入院・手術などの医療保障をご希望される方へ

●上記に加え、保障や貯蓄をご希望される方へ

疾病・医療保険

〔定期付〕終身保険

〔定期付〕終身保険
＋

疾病・医療保険

〔定期付〕終身保険

終身保険

〔定期付〕養老保険

〔定期付〕養老保険
＋

疾病・医療保険

定期保険

疾病・医療保険

疾病・医療保険

販売名称

パーフェクトキング

パーフェクトロード

パーフェクトロード
パワフル介護プラン

パーフェクトツイン

パーフェクトツイン
GOLD

逓増定期保険特約付終身保険

T&Dフィナンシャル生命
無選択型終身保険ウエルカム

ライブデュオ

リトミック・デュオ

無配当定期保険

長期定期保険

パーフェクトステイ
（終身型・定期型）

ナースステーション

ナースステーションV、V2

■当社の生命保険には、以下の2つの配当タイプがあります。

5年ごと配当タイプ

ご　参　考

無配当タイプ

●ご契約後6年目から5年ごとに、責任準備金等の運用益が会社の予定した運用益をこえた場

合に割り当てられ、これに利息をつけて積み立てておきます。なお、運用実績によっては配

当金が割り当てられないこともあり、割り当てられた配当金を積み立てる利率（契約者配当

金積立利率）も経済情勢により変動します。

●配当金は経済情勢等により変動し、資産の運用実績によっては0となることもあります。

●長期間継続したご契約に対して、特別配当金をお支払いすることがあります。

●配当金のお支払いはありません。

5年ごと配当タイプ

①個人保険一覧

※パーフェクトキングは平成16年4月2日より発売しています。



②個人保険の説明

疾病・医療保険

販売名称 特　　　長 仕　組　図

パーフェクトキング
［無配当終身医療保険（α）］

●医療保障

一生涯にわたり、入院（日帰り入院から

保障）・手術等の医療保障を準備するこ

とができるとともに、特約を付加するこ

とにより一定期間の医療保障を上乗せす

ることができます。

●死亡保障

万一お亡くなりになられたときの保障を

準備することができます。

●介護保障

当社所定の要介護状態になられたときの

保障を準備することができます。

●幅広い入院保障

入院された場合の入院初期費用の保障

や、当社所定の集中治療室管理の入院を

されたときには上乗せして保障が得られ

ます。

●リビング・ニーズ特約

余命6か月以内と判断されたとき、生前

に保険金をお受取りになることができま

す。（保険料は無料です。）

●健康維持給付金（B型の場合）

契約日から5年ごとの期間内に生存され、

かつ、その期間内に1回の入院にかかる

疾病入院給付金または災害入院給付金の

お支払いが通算して5日未満のとき、健

康維持給付金をお受取りになることがで

きます。（入院給付金日額の5倍）

●保険料の払込免除

所定の高度障害状態や所定の身体障害の

状態に該当されたときに加えて、所定の

要介護状態に該当されたときにも保険料

の払込が免除され、以後の保障を継続す

ることができます。

※会社は、給付金の支払事由または保険料の払
込免除事由に該当する被保険者の数または入
院日数が予定より著しく増加する場合で特に
必要と認めたときには、主務官庁の認可を得
て、将来に向かってこの保険契約の保険料を
変更することがあります。

保険期間・保険料払込期間�

ご契約�
40歳�

70歳�
払込終了�

生
涯
保
障�

保険期間・保険料払込期間（終身）�

ご契約�
40歳�

�

入院・手術特約（α）�
〈歳満期型〉�

生活習慣病入院特約（α）�
〈歳満期型〉�

傷害特約（α）�
〈歳満期型〉�

定期保険特約（α）�
〈歳満期型〉�

介護保障特約（α）�型�
〈歳満期型〉�

�

主契約A型�
60日型�

病気やケガで入院されたとき�
1日につき　          10,000円�
入院見舞金（一時金）10,000円�

生活習慣病で入院されたとき�
1日につき　          15,000円�
入院見舞金（一時金）10,000円�

特 定 集 中 治 療 室 管 理 に よ る �
治療が行われる入院をされたとき�
1日につき　　　　　30,000円�

病気やケガで�
所定の手術をされたとき�
手術の種類により・1 回につき 10・20・40万円�

病気やケガで入院されたとき�
1日につき　             5,000円�
一時金として　　　　 5,000円�

病気やケガで�
所定の手術をされたとき�
手術の種類により・1回につき 5・10・20万円�

特 定 集 中 治 療 室 管 理 に よ る �
治療が行われる入院をされたとき�
1日につき　　　　　15,000円�

所定の要介護状態になられたとき�
2,500万円�

死亡・高度障害になられたとき�
3,500万円�

災害で死亡・高度障害になられたとき�
4,000万円�



〔定期付〕終身保険

販売名称 特　　　長 仕　組　図

パーフェクトロード
［5年ごと利差配当付終身保険］

パーフェクトロード
パワフル介護プラン

［5年ごと利差配当付終身保険］

●死亡保障

万一お亡くなりになられたときの保障を

準備することができます。

●医療保障

短期の入院や集中治療室への入院などを

はじめとする入院・手術・通院の総合的

な医療保障を準備することができます。

●リビング・ニーズ特約

余命6か月以内と判断されたとき、生前

に保険金をお受取りになることができま

す。（保険料は無料です。）

●死亡保障

万一お亡くなりになられたときの保障を

準備することができます。

●介護保障

当社所定の要介護状態になられたときの

保障を準備することができます。

●医療保障

短期の入院や集中治療室への入院などを

はじめとする入院・手術・通院の総合的

な医療保障を準備することができます。

●リビング・ニーズ特約

余命6か月以内と判断されたとき、生前

に保険金をお受取りになることができま

す。（保険料は無料です。）

10年満了確定年金�

年金払定期保険特約の保険期間� 10年ごと自動更新�
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介護保障特約（終身）
を付加したもの



〔定期付〕終身保険＋疾病・医療保険

販売名称 特　　　長 仕　組　図

パーフェクトツイン

パーフェクト
ロード

［5年ごと利差配当付終身保険］

＋

パーフェクトステイ
定期型

［5年ごと利差配当付

特定疾病保障定期保険］

パーフェクトツイン
GOLD

パーフェクト
ロード

［5年ごと利差配当付終身保険］

＋

パーフェクトステイ
定期型

［5年ごと利差配当付

特定疾病保障定期保険］

●死亡保障

万一お亡くなりになられたときの保障を

準備することができます。

●3大疾病保障

ガン・急性心筋梗塞・脳卒中で所定の状

態になられたときの治療費を準備できま

す。

●医療保障

短期の入院や集中治療室への入院などを

はじめとする入院・手術・通院の総合的

な医療保障を準備することができます。

●リビング・ニーズ特約

余命6か月以内と判断されたとき、生前

に保険金をお受取りになることができま

す。（保険料は無料です。）

●死亡保障

万一お亡くなりになられたときの保障を

準備することができます。

●3大疾病保障

ガン・急性心筋梗塞・脳卒中で所定の状

態になられたときの治療費を準備するこ

とができます。

●介護保障

当社所定の要介護状態になられたときの

保障を準備することができます。

●医療保障

短期の入院や集中治療室への入院などを

はじめとする入院・手術・通院の総合的

な医療保障を準備することができます。

リビング・ニーズ特約

余命が6か月以内と判断されたとき、生

前に保険金をお受取りになることができ

ます。（保険料は無料です。）
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この他に、パーフェク
トツイン（介護保障特
約（定期）無）に介護
保障特約（終身）を付
加した、
パーフェクトツイン
パワフル介護プラン
もございます。



〔定期付〕終身保険

販売名称 特　　　長 仕　組　図

逓増定期
保険特約付
終身保険

［5年ごと利差配当付終身保険］

●一定の保険料で毎年の保険金額が増加
特約基本保険金額が毎年一定の割合で増
加（特約基本保険金額の5倍限度）しま
すので、年々責任が重くなる経営者の方
にふさわしい保障が得られます。また、
保険料は払込期間中一定ですから、計画
的に大型保障の準備ができます。

●お客さまのニーズにあわせた6タイプ
定額型、定率型5％、定率型10％、定率
型15％、定率型20％、変動率型の6種
類から自由に選べます。

●退職慰労金・弔慰金などへの利用
経営者が勇退された場合には、解約払戻
金を退職慰労金としてご利用いただけま
す。また、万一保険期間中にお亡くなり
になられたときは、保険金を死亡退職慰
労金やご遺族への弔慰金としてご利用い
ただけます。

●事業承継の資金確保
経営者に万一のことがあった場合、後継
者へ事業を円滑に引き継ぐための資金と
してご利用いただけます。

特約保険料払込期間 

5年ごと積立配当金 

生
涯
保
障 
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保
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逓
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期 

保
険
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亡
保
険
金
・ 

高
度
障
害
給
付
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ご契約 特約満了 

主契約保険料払込期間（終身払込） 
ご契約 

終身保険

販売名称 特　　　長 仕　組　図

T&Dフィナンシャル生命
無選択型終身保険
ウエルカム

［5年ごと利差配当付

無選択型終身保険］

●40歳～80歳ならどなたでも簡単に！（A型の場合）
健康状態や入院歴などにかかわらず、ご
契約いただけます。

※B型の場合は、40歳～70歳の方であればご契約
いただけます。

●保障は一生涯つづきます！
保障が途中でおわらないので安心です。

※無選択型災害割増特約は主契約の保険料払込期間
満了時に消滅します。（ただし、主契約の保険料
払込期間が終身の場合、無選択型災害割増特約は
85歳で消滅します。）
※ご契約日から2年以内に病気でお亡くなりになら
れたときの死亡保険金の額は、主契約の既払込保
険料相当額となります。

●診査・告知は一切不要！
ご契約の際に、医師の診査やご健康状態
の告知などの手続きは不要です。

●80歳を迎えた方にはお祝い金！（B型の場合）
無事に80歳に達する年単位の契約応当
日を迎えられた場合、長寿祝給付金をお
受取りになれます。

※A型には長寿祝給付金はありません。

●貸付制度をご利用いただけます！
急に資金が必要なときなどに役立ちます。

※ご利用いただける金額は、ご契約内容、払込年数
などにより異なります。
※特に、ご契約後短期間ではご利用いただけないこ
ともあります。

●解約払戻金をお受取りになれます！
※ご契約後短期間で解約された場合、解約払戻金は
まったくないか、あってもごくわずかです。
※解約された場合、ご契約は消滅します。

5年ごと積立配当金�

ご契約�
保険料払込期間�

2年間�
払込満了�

▲�
80歳�

生
涯
保
障�

�

災
害
で
死
亡
し�

た
と
き
の�

死
亡
保
険
金�

死
亡
保
険
金�※1

長寿祝�
給付金�
※2

※1ご契約後2年以内の病気による死亡保険金の額は、主契約の
払込保険料相当額となります。

※2長寿祝給付金の額は、主契約の保険金額の10％となります。

契約日からその日を含めて2年以内に病気でお亡くなり

になられた場合は主契約の既払込保険料相当額のお支払

いとなります。（月払・半年払・年払の保険契約の既払込

保険料相当額は月払保険料を基準として計算します。こ

の場合の月払保険料は、「普通保険料率」による月払保険

料相当額が適用されます。）

ご注意



〔定期付〕養老保険

販売名称 特　　　長 仕　組　図

ライブデュオ
［5年ごと利差配当付養老保険］

●ご希望に合わせた自由設計

5年ごと利差配当付養老保険をベースに

して、所定の範囲内で保障額を自由に設

計できるオーダーメイドの保険です。

●災害や病気にも心強いささえ

入院関係特約の付加により、さらに幅広

い保障が得られます。

●たのしみな満期保険金

満期をお迎えのときは、満期保険金をお

支払いします。

●リビング・ニーズ特約

余命6か月以内と判断されたとき、生前

に保険金をお受取りになることができま

す。（保険料は無料です。）

5年ごと積立配当金�
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期
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 5年ごと�
積立配当金�
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〔定期付〕養老保険＋疾病・医療保険

販売名称 特　　　長 仕　組　図

リトミック・デュオ

ライブデュオ
［5年ごと利差配当付養老保険］

＋

ナースステーション
［無配当新医療保険］

〈ライブデュオ〉
●目的にあわせて、お子さまのために満期
保険金を有効にご活用いただけます
満期保険金・・・・50万円、100万円
満了時年齢が15歳と18歳のプランがあ
ります。

●貸付制度をご利用いただけます！
急に資金が必要なときなどに役立ちます。
※ご利用いただける金額は、ご契約内容、払込年
数などにより異なります。

※特に、ご契約後短期間ではご利用いただけない
こともあります。

●しっかり保障で、お子さまの高度障害や
万一の場合に備えることができます

〈ナースステーション〉
●お子さまの突然の病気やケガでも1泊2
日の入院から保障されるので備えはバッ
チリ！

●うれしい無事故給付金！（B型の場合）
保険期間満了時に生存され、主契約の入
院給付金のお支払いまたは保険料の払込
免除を行わなかったとき、無事故給付金
をお受取りになれます。（入院給付金日
額の5倍）

●大人になっても続けられるから、安心長
持ち！
最長90歳まで自動更新できます。

5年ごと積立配当金�
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医療保障� 以降最長90歳まで�
10年ごとに自動更新�

無事故給付金�

ご契約�

保険期間�

保険期間�
満了�満了�
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※男性は①ガン入院特約セット②成人病入院特約セット
の2種類の中から、女性は①、②に加えて③女性疾病
入院特約セットの3種類の中から選択できます。

疾病入院給付金
災害入院給付金
無事故給付金 入院給付金日額× 5

入院給付金日額×入院日数主契約

成人病入院特約

短期入院特約

集中治療室入院特約

手 術 特 約

長期療養特約

新通院給付特約

成人病入院給付金

短期疾病入院給付金

短期災害入院給付金

集中治療室入院給付金

手 術 給 付 金

長期療養給付金

通 院 給 付 金

成人病入院給付金日額×入院日数

短期入院給付金日額×入院日数（7日限度）

短期入院給付金日額×入院日数（4日限度）

集中治療室入院給付基準額×3×入院日数

主契約の入院給付金日額×所定の倍率

主契約の入院給付金日額×20日分

通院給付金日額×通院日数

（医療）

（医療）

（医療）

（医療）

（医療）

（医療）



定期保険

販売名称 特　　　長 仕　組　図

無配当定期保険

長期定期保険
［5年ごと利差配当付定期保険］

●死亡保障に重点をおいた保険

●無配当だから割安な保険料

死亡保障を目的とした無配当の保険です

から保険料は割安です。

満期保険金はありません。

●災害や病気にも心強いささえ

入院関係特約の付加により、さらに幅広

い保障が得られます。

●保険金の中途増額、保険契約の自動更新

保険期間の途中で保険金額を増額するこ

とができます。また、保険期間満了日の

2週間前までに特にお申出のない限り、

被保険者の健康状態にかかわらず自動的

に更新されます。

更新後の保険料は、更新時の被保険者の

年齢および保険料率により計算されま

す。

●最長99歳までの長期保障

長期にわたる保障で万一の場合には安心

です。しかも保険料は保険期間満了時ま

で一定です。

●退職慰労金・弔慰金などへの利用

保険期間の途中で勇退された場合には、

解約払戻金を退職慰労金としてご利用い

ただけます。また、万一保険期間中にお

亡くなりになられたときは、保険金を死

亡退職慰労金やご遺族への弔慰金として

ご利用いただけます。

●事業承継の資金確保

経営者に万一のことがあった場合、後継

者へ事業を円滑に引き継ぐための資金と

してご利用になれます。

●災害や病気にも心強いささえ

入院関係特約の付加により、さらに幅広

い保障が得られます。

保
険
金
・�

高
度
障
害
給
付
金�

ご契約�

保険期間�
満了�

自
動
更
新�

5年ごと積立配当金�

ご契約�

保険期間�
満了�

保
険
金
・�

高
度
障
害
給
付
金� 解

約
払
戻
金�



疾病・医療保険

販売名称 特　　　長 仕　組　図

パーフェクトステイ
終身型

［5年ごと利差配当付

特定疾病保障終身保険］

パーフェクトステイ
定期型

［5年ごと利差配当付

特定疾病保障定期保険］

●ガン・急性心筋梗塞・脳卒中で所定の状

態になられたときに特定疾病保険金が支

払われます

3大疾病といわれるガン・急性心筋梗

塞・脳卒中にかかり所定の状態に該当さ

れた場合に、特定疾病保険金が支払われ

ます。

入院費、治療費、リハビリ費やご家族の

生活費等にお役立ていただけます。

●2つの大きな安心を確保できます

万一の場合のご家族の生活保障と3大疾

病にかかったときの経済的な安心を確保

することができます。

※特定疾病保険金と死亡保険金・高度障害給付金は
重複してお支払いしません。（特定疾病保険金を
お支払いした場合、ご契約は消滅します。）

※パーフェクトステイ定期型には、歳満期と年満期
があり、年満期につきましては、保険期間満了日
の2週間前までに特にお申出のない限り、被保険
者の健康状態にかかわらず自動的に更新されま
す。
更新後の保険料は、更新時の被保険者の年齢およ
び保険料率により計算されます。

※会社は、特定疾病保険金の支払事由に該当する被
保険者の数が予定より著しく増加する場合で特に
必要と認めた場合には、主務官庁の認可を得て、
将来に向かってこの保険契約の保険料を変更する
ことがあります。

パーフェクトステイ終身型

パーフェクトステイ定期型

5年ごと積立配当金�
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〈パーフェクトステイについて〉

①保険金のお支払事由について

●被保険者が死亡されたとき 死亡保険金

特定疾病保険金

高度障害給付金

●悪性新生物（ガン）…上皮内ガン、皮膚ガン（悪性黒色腫を除く）以外の悪性新生物

被保険者が、責任開始期以後に初めて悪性新生物に罹患したと医師によって診断確定さ

れたとき

●急性心筋梗塞…虚血性心疾患のうち、急性心筋梗塞（狭心症は除く）

被保険者が、責任開始期以後の疾病を原因として発病し、初めて医師の診療を受けた日

から60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき

●脳卒中…脳血管疾患のうち、くも膜下出血、脳内出血、脳動脈の狭塞

被保険者が、責任開始期以後の疾病を原因として発病し、初めて医師の診療を受けた日から

60日以上、言語障害等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき

●被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病が原因で高度障害状態になられたとき

②特定疾病保険金と死亡保険金・高度障害給付金は重複して支払われません。
特定疾病保険金が支払われた場合、この保険契約は消滅します。



疾病・医療保険

販売名称 特　　　長 仕　組　図

ナースステーション
［無配当新医療保険］

●医療保障を重視することにより割安な保

険料となりました

医療保障を目的とした無配当の保険で、

死亡保障はありませんが、そのぶん保険

料は割安となっています。

（死亡の場合、保険料の払込年月数により

計算したA型の主契約の責任準備金額を

お支払いします。）

●2日以上の短期入院や費用のかかる集中

治療室入院も保障

病気による2日以上の継続入院、災害に

よる通算2日以上の入院および所定の集

中治療室入院も保障します。

●幅広い総合保障

ガン・成人病のときの入院給付金の倍額

保障・手術・通院・長期療養に対する保

障など、幅広く保障が得られます。（女

性の方は女性疾病入院特約（医療）を付

加することができます。）

●最長90歳まで自動更新できます

保険期間満了日の2週間前までに特にお

申出のない限り、被保険者の健康状態に

かかわらず最長90歳まで自動更新され

ます。

●無事故給付金のついたB型もあります

保険期間満了時に生存され、主契約の入

院給付金のお支払いまたは保険料の払込

免除を行なわなかったとき、無事故給付

金をお受取りになれます。（入院給付金

日額の5倍）

※当社では、日帰り入院から保障のあるパーフェク
トキングも取り扱っております。（詳細につきま
しては、P.35をご覧ください。）

※会社は、入院給付金の支払事由に該当する被保険
者の数または入院日数が予定より著しく増加する
場合で特に必要と認めたときには、主務官庁の認
可を得て、将来に向かってこの保険契約の保険料
を変更することがあります。

成人病入院特約（医療）� 成人病入院給付金�成人病入院給付金日額×入院日数�

短期入院特約（医療）�
短期疾病入院給付金�
短期災害入院給付金�

短期入院給付金日額×入院日数（7日限度）�
短期入院給付金日額×入院日数（4日限度）�

集中治療室入院特約（医療）� 集中治療室入院給付金�集中治療室入院給付基準額×3×入院日数�

手術特約（医療）�手 術 給 付 金 �主契約の入院給付金日額×所定の倍率�

長期療養特約（医療）� 長期療養給付金�主契約の入院給付金日額×20日分�

新通院給付特約（医療）� 通 院 給 付 金 �通院給付金日額×通院日数�

主契約�
疾病入院給付金�

災害入院給付金�
入院給付金日額×入院日数� 以

降
最
長
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歳
ま
で
10
年
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ご契約�
保険期間�

満了�

※男性は①ガン入院特約セット②成人病入院特約セット
の2種類の中から、女性は①、②に加えて③女性疾病入
院特約セットの3種類の中から選択できます。



疾病・医療保険

販売名称 特　　　長 仕　組　図

ナースステーション
Ｖ

定期保険特約（医療）セット

ナースステーション
Ｖ2

定期保険特約（医療）・

養老保険特約（医療）セット

［無配当新医療保険］

●充実の医療保障に、安心の死亡保障をセット

入院、手術などの医療保障に死亡保障

（定期保険特約（医療））をセットしまし

た。

また、養老保険特約（医療）を付加する

ことにより、満期をお迎えのときは、満

期保険金をお受取りになれます。（ナー

スステーションV2）

●2日以上の短期入院や費用のかかる集中

治療室入院も保障

病気による2日以上の継続入院、災害に

よる通算2日以上の入院および所定の集

中治療室入院も保障します。

●幅広い総合保障

ガン・成人病のときの入院給付金の倍額

保障・手術・通院・長期療養に対する保

障など、幅広く保障が得られます。（女

性の方は女性疾病入院特約（医療）を付

加することができます。）

●最長90歳まで自動更新できます

保険期間満了日の2週間前までに特にお

申出のない限り、被保険者の健康状態に

かかわらず最長90歳まで自動更新され

ます。

※養老保険特約（医療）は最長85歳までとなり
ます。

●無事故給付金のついたB型もあります。

保険期間満了時に生存され、主契約の入

院給付金のお支払いまたは保険料の払込

免除を行なわなかったとき、無事故給付

金をお受取りになれます。（入院給付金

日額の5倍）

※当社では、日帰り入院から保障のあるパーフェク
トキングも取り扱っております（詳細につきまし
ては、P.35をご覧ください。）

※会社は、入院給付金の支払事由に該当する被保険
者の数または入院日数が予定より著しく増加する
場合で特に必要と認めたときには、主務官庁の認
可を得て、将来に向かってこの保険契約の保険料
を変更することがあります。

成人病入院特約（医療）� 成人病入院給付金�成人病入院給付金日額×入院日数�

短期入院特約（医療）�
短期疾病入院給付金�
短期災害入院給付金�

短期入院給付金日額×入院日数（7日限度）�
短期入院給付金日額×入院日数（4日限度）�

定期保険特約（医療）�
特約死亡保険金�
特約高度障害給付金�

特約死亡保険金額�
特約死亡保険金額と同額�

集中治療室入院特約（医療）� 集中治療室入院給付金�集中治療室入院給付基準額×3×入院日数�

手術特約（医療）�手 術 給 付 金 �主契約の入院給付金日額×所定の倍率�

長期療養特約（医療）� 長期療養給付金�主契約の入院給付金日額×20日分�

新通院給付特約（医療）� 通 院 給 付 金 �通院給付金日額×通院日数�

主契約�
疾病入院給付金�

災害入院給付金�
入院給付金日額×入院日数�

以
降
最
長
90
歳
ま
で
10
年
ご
と
に
自
動
更
新�

ご契約�
保険期間�

満了�

※男性は①ガン入院特約セット②成人病入院特約セット
の2種類の中から、女性は①、②に加えて③女性疾病
入院特約セットの3種類の中から選択できます。

ナースステーションＶの場合



終身保険の保険料払込期間満了後当社所定の範囲内で
次の3コースからお好きなコースをお選びください。

1 終身保障コース
大切なご家庭への思いやり、大きな保障が一生涯。

●保険料払込期間満了後も、一生涯にわたり保障が続き

ます。

死亡・高度障害保障�

2 年金受取コース
ゆとりの年金で豊かなセカンドライフ。

●一生涯保障にかえて、当社所定の範囲内で10年保証

期間付終身年金に変更できます。
年金配当�

基本年金�

保証期間�

3 一括受取コース
大型資金でゆとりの人生。

●一生涯保障にかえて、大型資金をお受け取りいただけ

ます。

●ご利用いただける保険
・パーフェクトロード



■特約のいろいろ

※短期災害入院特約、短期疾病入院特約および集中治療室入院特約以外の各入院給付金は、入院開始日から4日間はお支払いの対象とはなりません。
※5年ごと配当タイプに付加する場合、定期保険特約〔配偶者・子の定期保険特約を含む〕、年金払定期保険特約、逓増定期保険特約、介護保障特約の
配当は、5年ごと利差配当となります。それ以外の特約については配当はありません。
※5年ごと配当タイプに付加する場合、定期保険特約〔配偶者・子の定期保険特約は除く〕、年金払定期保険特約、逓増定期保険特約、介護保障特約は
保険金額が一定の金額以上の場合、高額割引制度が適用され保険料が割安になります。

主契約の死亡保険金または高度障害給付金が支払われるときに所定の特約保険金または特約高度障害給付

金をあわせてお支払いします。

給　　付　　内　　容

死亡・高度障害になられたとき第1回特約遺族年金または特約高度障害年金をお支払いし、以後所定の回
数、特約遺族年金または特約高度障害年金を年単位の応当日にお支払いします。

所定の要介護状態に該当され、その状態が継続して180日あると医師に診断確定されたとき特約介護保
険金を、死亡・高度障害になられたとき特約死亡保険金または特約高度障害給付金をお支払いします。
※特約介護保険金と特約死亡保険金・特約高度障害給付金は重複してお支払いしません。（特約介護保険金をお支払
いした場合、この特約は消滅します。）

不慮の事故で180日以内に死亡・高度障害または所定の法定感染症で死亡・高度障害になられたとき、
災害割増保険金・災害高度障害給付金をお支払いします。

不慮の事故で180日以内に死亡または所定の法定感染症で死亡されたとき災害保険金を、不慮の事故で
180日以内に所定の障害状態になられたとき障害給付金（災害保険金の1割～10割）をお支払いします。

不慮の事故で180日以内に5日以上継続して入院されたとき、入院給付金をお支払いします。災害入院給
付金のお支払いは1回の入院について120日分、通算して700日分を限度とします。

病気で治療を目的として5日以上継続して入院されたとき、入院給付金をお支払いします。疾病入院給付
金のお支払いは1回の入院について120日分、通算して700日分を限度とします。

不慮の事故で180日以内に2日以上継続して入院されたとき、入院給付金をお支払いします。
短期災害入院給付金のお支払いは1回の入院について4日分、通算して80日分を限度とします。

病気で治療を目的として2日以上継続して入院されたとき、入院給付金をお支払いします。
短期疾病入院給付金のお支払いは1回の入院について4日分、通算して80日分を限度とします。

所定の集中治療室管理による治療が行なわれる入院（2日以上継続）をされたとき、集中治療室入院給付
金をお支払いします。
集中治療室入院給付金のお支払いは1回の入院について14日分（ただし、広範囲熱傷特定集中治療室管
理を含む場合は60日分）、通算して120日分を限度とします。

所定の成人病の治療を目的として5日以上継続して入院されたとき、入院給付金をお支払いします。成人
病入院給付金のお支払いは1回の入院について120日分、通算して700日分を限度とします。

所定の女性特有の特定疾病の治療を目的として5日以上継続して入院されたとき、入院給付金をお支払い
します。
女性疾病入院給付金のお支払いは1回の入院について120日分、通算して700日分を限度とします。

疾病入院給付金または災害入院給付金の支払事由に該当する入院をされ、その治療を目的として入院開始
日の前日からその日を含め遡及して60日以内または退院日の翌日から120日以内に通院されたとき通院
給付金をお支払いします。
通院給付金のお支払いは1回の通院について60日分、通算して700日分を限度とします。

所定の手術を受けられたとき、手術の種類によって単位手術給付金の1倍、2倍、4倍の手術給付金をお
支払いします。

配偶者、お子さまが死亡・高度障害状態になられたとき死亡保険金または高度障害給付金をお支払いします。
奥さま、お子さまが不慮の事故で180日以内に死亡または所定の法定感染症で死亡されたとき災害保険
金を、不慮の事故で180日以内に所定の障害状態になられたときに障害給付金を、また不慮の事故で
180日以内または病気で治療を目的として5日以上継続して入院されたとき入院給付金を、所定の手術を
受けられたとき手術給付金をお支払いします。

余命6か月以内と判断された場合、ご請求により保険金を前払いします。

定 期 保 険 特 約
終 身 保 険 特 約
逓増定期保険特約

特　約　名

年金払定期保険特約

介 護 保 障 特 約

災 害 割 増 特 約

傷 害 特 約

災 害 入 院 特 約

疾 病 入 院 特 約

短期災害入院特約

短期疾病入院特約

集中治療室入院特約

成人病入院特約

女性疾病入院特約

新通院給付特約

手 術 特 約

ファミリー特約

リビング・ニーズ特約

配偶者の定期保険特約
妻の傷害特約
妻の災害入院特約
妻の疾病入院特約
妻の手術特約
子の定期保険特約
子の傷害特約
子の災害入院特約
子の疾病入院特約
子の手術特約



■T&Dフィナンシャル生命無選択型終身保険ウエルカムに付加できる特約

●不慮の事故で180日以内に死亡または所定の法定感染症により死亡されたとき災害割増保険金をお支

払いします。

給　　付　　内　　容

無選択型災害割増特約

特　約　名

●死亡・高度障害になられたとき、特約死亡保険金または特約高度障害給付金をお支払いします。

給　　付　　内　　容

定期保険特約（α）

●保険期間の満了時まで生存されたとき、特約満期保険金をお支払いします。

●死亡・高度障害になられたとき、特約死亡保険金または特約高度障害給付金をお支払いします。
養老保険特約（α）

●所定の要介護状態に該当され、その状態が継続して180日あると医師に診断確定されたとき特約介護

保険金をお支払いします。

●死亡・高度障害になられたとき、特約死亡保険金または特約高度障害給付金をお支払いします。（Ⅱ型

のみ）
※介護保障特約（α）にはⅠ型とⅡ型があり、Ⅰ型は特約介護保険金のみのお支払いとなります。
※特約介護保険金と特約死亡保険金・特約高度障害給付金は重複してお支払いしません。（特約介護保険
金をお支払いした場合、この特約は消滅します。）

介護保障特約（α）

●病気で治療を目的として1日以上入院されたとき、特約疾病入院給付金をお支払いします。

●不慮の事故で180日以内に1日以上入院されたとき、特約災害入院給付金をお支払いします。

●所定の集中治療室管理による治療が行われる入院をされたとき、特約集中治療室入院給付金をお支払い

します。

●特約疾病入院給付金または特約災害入院給付金が支払われる入院をされたとき、特約入院見舞給付金を

お支払いします。

●所定の手術を受けられたとき、手術の種類によって特約入院給付金日額の10倍、20倍、40倍の特約

手術給付金をお支払いします。

入院・手術特約（α）

●所定の生活習慣病の治療を目的として1日以上入院されたとき、生活習慣病入院給付金をお支払いし
ます。生活習慣病入院特約（α）

●不慮の事故で180日以内に死亡または特定の感染症で死亡されたとき災害保険金をお支払いします。

●不慮の事故で180日以内に所定の障害状態になられたとき、障害給付金（災害保険金の1割～10割）

をお支払いします。

傷 害 特 約（α）

特　約　名

■パーフェクトキングに付加できる特約

※入院・手術特約（α）の特約疾病入院給付金、特約災害入院給付金および生活習慣病入院特約（α）の生活習慣病入院給付金のお支払限度日数は、主
契約と同一で1回の入院について60日または120日の2種類があります。（通算はいずれも1,095日です。）
※入院・手術特約（α）の特約集中治療室入院給付金のお支払いは1回の入院について14日分（ただし、広範囲熱傷特定集中治療室管理を含む場合は
60日分）、通算して120日分を限度とします。
※定期保険特約（α）、介護保障特約（α）（介護保障特約（α）はⅡ型に限ります。）は保険金額が一定の金額以上の場合、高額割引制度が適用され保
険料が割安になります。



■ナースステーションに付加できる特約

●病気で治療を目的として2日以上7日以内継続して入院をされたとき、短期疾病入院給付金をお支払い
します。
●不慮の事故で180日以内に2日以上4日以内通算して入院をされたとき、短期災害入院給付金をお支払
いします。
●1回の入院について短期疾病入院給付金は7日分、短期災害入院給付金は4日分、各々通算して80日分
を限度とします。
●主契約の入院給付金が支払われるときはこの特約の入院給付金は支払われません。

給　　付　　内　　容

短 期 入 院 特 約
（医療）

●所定の集中治療室管理による治療が行なわれる入院（2日以上継続）をされたとき、集中治療室入院給
付金をお支払いします。
●集中治療室入院給付金のお支払いは1回の入院について14日分（ただし、広範囲熱傷特定集中治療室
管理を含む場合は60日分）、通算して120日分を限度とします。

集中治療室入院特約
（医療）

●所定の手術を受けられたとき、手術の種類によって入院給付金日額の10倍、20倍、40倍の手術給付
金をお支払いします。

手 術 特 約
（医療）

●主契約に定める災害入院給付金または疾病入院給付金の支払事由に該当する入院をされ、かつ入院日数
が継続して180日以上になられたとき長期療養給付金をお支払いします。
●長期療養給付金額は主契約の入院給付金日額の20日分です。

長 期 療 養 特 約
（医療）

●ガンの治療を目的として8日以上継続して入院されたとき、ガン入院給付金をお支払いします。
●ガン入院給付金日額は主契約の入院給付金日額と同額です。
●ガン入院給付金のお支払いは1回の入院について120日分、通算して700日分を限度とします。

ガ ン 入 院 特 約
（医療）

●所定の成人病の治療を目的として8日以上継続して入院されたとき、成人病入院給付金をお支払いします。
●成人病入院給付金日額は主契約の入院給付金日額と同額です。
●成人病入院給付金のお支払いは1回の入院につき120日分、通算して700日分を限度とします。

成人病入院特約
（医療）

●所定の女性特有の特定疾病の治療を目的として8日以上継続して入院されたとき、女性疾病入院給付金
をお支払いします。
●女性疾病入院給付金日額は主契約の入院給付金日額と同額です。
●女性疾病入院給付金のお支払いは1回の入院について120日分、通算して700日分を限度とします。

女性疾病入院特約
（医療）

●主契約に定める疾病入院給付金または災害入院給付金の支払事由に該当する入院をされ、その治療を目
的として入院開始日の前日からその日を含め遡及して60日以内または退院日の翌日から120日以内に
通院されたとき通院給付金をお支払いします。
●通院給付金のお支払いは1回の入院の通院について60日分、通算して700日分を限度とします。

新通院給付特約
（医療）

●死亡・高度障害になられたとき、特約死亡保険金または特約高度障害給付金をお支払いします。
定 期 保 険 特 約
（医療）

●保険期間の満了時まで生存されたとき、特約満期保険金をお支払いします。
●死亡・高度障害になられたとき、特約死亡保険金または特約高度障害給付金をお支払いします。

養 老 保 険 特 約
（医療）

特　約　名

※ガン入院特約（医療）、成人病入院特約（医療）、女性疾病入院特約（医療）の重複付加はできません。

■保険料の変更について

会社は、以下の事由が予定より著しく増加する場合などで特に必要と認めた場合には、主務官庁の認可を得て、将来に向かっ

て以下の特約の保険料を変更することがあります。

特約介護保険金の支払事由に該当する被保険者の数

入院給付金の支払事由に該当する被保険者の数

入院給付金の支払事由に該当する被保険者の数

集中治療室入院給付金の支払事由に該当する被保険者の数または
入院日数

通院給付金の支払事由に該当する被保険者の数または通院日数

特約介護保険金の支払事由に該当する被保険者の数

給付金の支払事由または特約保険料の払込免除事由に該当する被
保険者の数または入院日数
生活習慣病入院給付金の支払事由または特約保険料の払込免除事
由に該当する被保険者の数または入院日数

事　　由 付加できる保険

●5年ごと利差配当付終身保険

●5年ごと利差配当付終身保険

●無配当定期保険

●5年ごと利差配当付定期保険

●無配当終身医療保険（α）

介 護 保 障 特 約
短期災害入院特約
短期疾病入院特約

集中治療室入院特約

新通院給付特約
介護保険特約（α）

入院・手術特約（α）

生活習慣病入院特約（α）

特　約　名



〈特長〉

●毎回のお払込み保険料が安くなり、充実した大型保障が

手軽に得られます。

●お払込み保険料合計額も少なくなります。

〈頭金制度について〉

ご契約の保険金額・年金額の一部分に対応する保険料を

一時払でお払込みいただき、残りの保険金額・年金額に対

応する保険料は年払（または半年払・月払）でお払込みい

ただく方法です。頭金部分の保険料は、予め全保険期間分

（定期保険特約の更新後の保険期間は含みません）を一回

で払込むよう計算されています。従って、保険料は年払

（または半年払・月払）による合計額に比べて、少額とな

ります。ただし、頭金部分については保険期間中にご契約

が消滅（死亡・解約等）した場合でも保険料の払戻しはあ

りません。解約の場合、約款別表に例示の解約払戻金が支

払われます。なお、頭金を定期保険特約へ充当された場合

の定期保険特約の解約払戻金はお払込み保険料そのままで

はありません。場合によっては全くないか、あってもごく

少額となります。

〈ご参考〉

頭金制度と類似する保険料の払方には、次の2種類の方

法がありますので、ご参考にしてください。

●一時払

ご契約の保険金額・年金額の全部に対応する保険料を一

時払でお払込みいただく方法です。一時払の保険料は、予

め全保険期間分を一回で払込むよう計算されています。従

って、保険料は年払（または半年払・月払）による合計額

に比べて、少額となります。ただし、契約が途中で消滅

（死亡・解約等）しても保険料の払戻しはありません。なお、

解約の場合、約款別表に例示の解約払戻金が支払われます。

頭金制度
（保険料の一部一時払制度）

●前納

年払（または半年払・月払）保険料を前納していただく

方法です。前納された保険料はいったん保険会社が預かり

（保険料前納金といいます）、その預かり金の中から、毎年

（または半年ごと・毎月）保険料として充当していく方法

です。従って、保険料は年払（または半年払・月払）によ

る合計額に比べて少額となります。契約が途中で消滅（死

亡・解約等）した場合、保険料前納金の残額があれば払戻

します。また、全保険期間に対応する保険料を予め一回で

払込む方法を「全期前納」といいます。

頭金制度（パーフェクトロード更新型の利用例）

T&Dフィナンシャル生命の頭金制度とは、

ご契約のお申込時に毎回お払込みいただく保

険料とは別に、ボーナス、預貯金、退職金な

どのお手持ちの余裕資金を有効に活かして、

ご契約の一部を一時払でお払込みいただく制

度です。

〈頭金制度をご利用いただける保険〉

●パーフェクトロード

●ライブデュオ

1．頭金を主契約と定期保険特約に充当したとき

2．頭金を主契約へ充当したとき

3．頭金を定期保険特約へ充当したとき

主契約�

定期保険�
特　　約�

頭金部分�

生涯保障�

5年ごと積立配当金�

主契約�

定期保険�
特　　約�

5年ごと積立配当金�

頭金部分�
生涯保障�

主契約�

定期保険�
特　　約�

頭金部分�

5年ごと積立配当金�

生涯保障�

指定月割増月払

指定月にまとまった保険料をお払込みいただ

き、平常月のご負担を軽減する制度です。

〈指定月割増月払をご利用いただける保険〉

●パーフェクトロード

●年2回の指定月は、「6月、12月」と「7月、1月」の2

タイプよりお選びいただけます。

●平常月と指定月の保険料割合は1：4

指定月（年2回）には毎月のお払込み保険料（主契約

保険料）の4倍の保険料をお払込みいただきます。

お手持ちの余裕資金を有効に活かし、保障を

大きくできます。

これからご契約される皆様へ



高額割引制度

●ご契約が当社所定の条件を満たす場合、保険料の高額割

引制度が適用され保険料に所定の割引があります。

減額等により契約内容が変更された場合、または定期保

険特約が更新されなかったことなどにより、当社所定の条

件を満たさなくなったときは、高額割引制度が適用されな

くなります。

保険料払込方法について

主契約（終身保険部分）の保険料払込方式には次の2つ

の方式があります。

イ．平準払込方式

保険料払込期間中、同一額の保険料をお払込みいた

だく方式です。

ロ．ステップ払込方式

保険料を2段階に分けて設定する方式で、ご契約当

初10年間（ステップ期間）の保険料負担が軽減され

る一方、その後の期間は増額した保険料（ステップ期

間中の保険料の1.3倍相当額）をお払込みいただきま

す。

ステップ払込方式の場合、平準払込方式に比べ、主契約の

保険料払込期間満了時までの保険料払込合計額は多くなり

ます。また、主契約の保険料払込期間中の解約払戻金は少

なくなりますが、主契約の保険料払込期間満了後は同じに

なります。

〈ステップ払込方式のしくみ図〉

自動更新�

ご契約� 10年後�

ステップ期間�

保険料払込期間�

払込満了�

1.3
1

定期保険特約�

終身保険�

ステップ払込方式の保険料�

平準払込方式の保険料�

〈ステップ払をご利用いただける保険〉

�パーフェクトロード〔更新型〕

※「パーフェクトロード」の主契約部分についてのみ適用します。

保障内容の見直しをご検討の方へ

現在のご契約の保障内容を見直されるときには、

つぎのような方法がご利用いただけます。

定期保険特約等の中途付加

〈特　長〉

●現在のご契約の保障内容や保険期間は変えずに、死亡保

障額などを増やすことができます。

〈しくみ〉

●現在の当社のご契約に

定期保険特約などを新

たに付加して保障額を

大きくする方法です。

〈現在のご契約は〉

●継続します。

〈保険料〉

●中途付加時の被保険者の年齢、保険料率により中途付加

する特約の保険料を計算し、現在のご契約の保険料に加

えてお払込みいただきます。

現在のご契約�

定期保険特約�

→�

追加契約

〈特　長〉

●現在のご契約はそのまま継続し、そのご契約とは異なる

内容で保障を充実することができます。

〈しくみ〉

●現在のご契約に追加し

て、別の新しい保険に

ご契約いただく方法で

す。

●ご契約は2件になりま

す。

〈現在のご契約は〉

●継続します。

〈保険料〉

●新しい保険のご契約時の被保険者の年齢、保険料率によ

り新しい保険の保険料を計算し、現在のご契約の保険料

とあわせてお払込みいただきます。

（ご注意） ●それぞれの方法のご利用には、現在のご契約の種類や内
容により、所定の条件を満たすことが必要になります。
くわしくは、担当者か、最寄りの店舗、またはお客様サ
ービスセンターまでご相談ください。
●いずれの方法をご利用いただく場合も、あらためて診査
（または告知）が必要な場合があり、健康状態によって
は、ご利用いただけない場合があります。

現在のご契約�

追加契約�

＋�

→�

↓�



●企業向け商品

①団体保険・団体年金保険等（主契約）

保険種類 特　　　徴

企業が契約者となり、福利厚生規程に基づいて、役員および従業員の死亡・高度障害の場合にお

ける遺族の保障を目的とした1年更新の団体保険です。

役員および従業員の自助努力により、役員および従業員の死亡・高度障害の場合における遺族の

保障を目的とした1年更新の団体保険です。

賦払信用供与機関の債権の保全、住宅ローン等の利用者の死亡・高度障害の場合、遺族の債務弁

済保証を目的とした団体保険で、銀行・割賦販売会社などで利用されています。

カードローン・キャッシング・ショッピングなどの信用供与契約における死亡・高度障害時の債

権保全を目的とした団体保険です。

退職後の年金支払を目的とした保険で、年金が終身支払われるものと、一定期間だけ支払われる

ものがあります。この保険では税法上の要件を備えた適格退職年金制度、特定退職金共済制度、

その他役員年金制度などがあります。

団体の所属員が保険料を拠出し、自助努力で老後の生活資金を準備するための年金保険で共済年

金と呼ばれているものです。

公的年金である厚生年金保険の一部を代行するとともに、企業・団体独自の給付を上乗せできる

企業年金保険です。公的年金と同様、税制上の優遇措置があります。

勤労者自身の積立により財産づくり、老後の資金づくり、住宅取得等の資金づくりに利用する保

険です。財形年金積立保険、財形住宅貯蓄積立保険は払込保険料累計額の一定額までが利子非課税

です。

勤労者の財産形成を援助、奨励するため、保険料を事業主が負担する保険です。7年ごとに積立

金が勤労者に払い出されます。

公的医療保険制度の被保険者を対象として、治療給付金、入院給付金、または死亡保険金が支払

われる1年更新の団体保険です。

就業不能時の保障を目的とした1年更新の団体保険で、被保険者である団体の所属員が傷害また

は疾病を原因として所定の就業不能状態に該当した場合に就業不能保険金が、死亡時は死亡保険

金が支払われる保険です。

自営業などの方々が、公的年金である国民年金保険に上乗せをして老後への準備をする自助努力

型の保険です。公的年金と同様、税制上の優遇措置があります。

総合福祉団体定期保険（全員加入）

団 体 定 期 保 険 （ 任 意 加 入 ）

団 体 信 用 生 命 保 険

消 費 者 信 用 団 体 生 命 保 険

新 企 業 年 金 保 険

拠 出 型 企 業 年 金 保 険

厚 生 年 金 基 金 保 険

勤労者財産形成貯蓄積立保険
財 形 年 金 積 立 保 険
財 形 住 宅 貯 蓄 積 立 保 険

財 形 給 付 金 保 険

医 療 保 障 保 険 （ 団 体 型 ）

団 体 就 業 不 能 保 障 保 険

国 民 年 金 基 金 保 険

②団体保険・団体年金保険等（特約）

保険種類 特　　　徴

被保険者の死亡・高度障害に対し、代替雇用者の採用・育成費用などの団体が負担すべき諸費用

の財源を確保することを目的とした特約で、保険契約者に支払われます。

死亡保険金を一時金に代えて年金で支払われる特約です。

不慮の事故による障害・入院に対して障害給付金、入院給付金が支払われる特約です。

総合福祉団体定期保険・団体定期保険
年 金 払 特 約

総 合 福 祉 団 体 定 期 保 険
災 害 総 合 保 障 特 約

総 合 福 祉 団 体 定 期 保 険
ヒューマン・ヴァリュー特約



Ⅲ―9 ●情報システムに関する状況 Ⅲ―10 ●公共福祉活動、厚生事業団活動の概況

T&Dグループの共通基盤としてグループウェアやコン
ピュータの運用管理システムなどを整備・統合すると共

に、銀行窓販対応システムの機能拡充、営業拠点ネットワ

ークのIP－VPN化などIT基盤を強化・拡充しました。

保険種類 特　　　徴

不慮の事故による死亡・高度障害に対して災害保険金、災害高度障害保険金が支払われる特約です。

不慮の事故による死亡・障害に対して災害保険金、障害給付金が支払われる特約です。

不慮の事故による死亡・障害・入院に対して災害保険金、障害給付金、入院給付金が支払われる

特約です。

交通事故による死亡・障害・入院に対して交通災害保険金、交通障害給付金、交通入院給付金が

支払われる特約です。

業務上の事故による死亡・障害もしくは通勤途上の事故による死亡・障害に対して労働災害保険

金、労働傷害給付金、通勤災害保険金、通勤傷害給付金が支払われる特約です。

団体定期保険の主たる被保険者の子の死亡・高度障害に対して死亡保険金、高度障害保険金が支

払われる特約です。

団体定期保険の主たる被保険者の子の不慮の事故による死亡・高度障害に対して災害保険金、災

害高度障害保険金が支払われる特約です。

団体定期保険の主たる被保険者の子の不慮の事故による死亡・障害に対して災害保険金、障害給

付金が支払われる特約です。

団体定期保険の主たる被保険者の子の不慮の事故による死亡・障害・入院に対して災害保険金、

障害給付金、入院給付金が支払われる特約です。

団体定期保険の主たる被保険者の子の交通事故による死亡・障害・入院に対して交通災害保険

金、交通障害給付金、交通入院給付金が支払われる特約です。

医療保障保険（団体型）の主たる被保険者の配偶者または子を対象として、治療給付金、入院給

付金、または死亡保険金が支払われる特約です。

医療保障保険（団体型）および医療保障保険（団体型）用家族特約の治療給付金、入院給付金の

1回の入院についての支払限度日数を延長できる特約です。

被保険者が傷害又または疾病を原因として、所定の身体障害状態になった場合に障害保険金が支

払われる特約です。

新企業年金保険加入中の死亡に対して遺族年金または遺族一時金が支払われる特約です。

拠出型企業年金保険加入中の死亡に対して遺族年金または遺族一時金が支払われる特約です。

適格退職年金制度の資産について一般勘定と分離して、資産種類毎に構成される複数の特別勘定
口で運用できる特約です。

厚生年金基金保険の資産について一般勘定と分離して、資産種類毎に構成される複数の特別勘定

口で運用できる特約です。

厚生年金基金保険の資産について一般勘定と分離して、個々の契約単位で運用できる特約です。

国民年金基金保険の資産について一般勘定と分離して、資産種類毎に構成される複数の特別勘定

口で運用できる特約です。

団 体 定 期 保 険 災 害 割 増 特 約

団 体 定 期 保 険 傷 害 特 約

団 体 定 期 保 険 災 害 保 障 特 約

団 体 定 期 保 険 交 通 災 害 特 約

団体定期保険新労働災害保障特約

団 体 定 期 保 険 こ ど も 特 約

団体定期保険こども災害割増特約

団体定期保険こども傷害特約

団体定期保険こども災害保障特約

団体定期保険こども交通災害特約

医療保障保険（団体型）用家族特約

医 療 保 障 保 険 （ 団 体 型 ） 用
長 期 療 養 給 付 特 約

団 体 信 用 生 命 保 険 障 害 特 約

新企業年金保険遺族年金特約

拠出型企業年金保険遺族年金特約

新企業年金保険特別勘定特約

厚生年金基金保険特別勘定第1特約

厚生年金基金保険特別勘定第2特約

国民年金基金保険特別勘定特約

生命保険事業は社会性・公共性の高い事業であることか

ら、社会の発展に寄与するための社会貢献活動は重要なも

のであると考えています。当社では、（社）生命保険協会

及び全国にある地方生命保険協会を通じて、要介護老人支

援策、募金・献血運動など様々な社会貢献活動に取り組ん

でいます。



Ⅲ．直近事業年度における事業の概況

Ⅲ―1 ●直近事業年度における事業の概況

【経営環境】

平成15年度におけるわが国経済は、世界経済の回復を

背景とした輸出の増加等を受けて、企業収益は改善に向か

いました。また、設備投資の増加、個人消費の持ち直し等、

景気には回復の兆しが見られました。

生命保険業界におきましては、新契約高の低迷や解約失

効高の高止まりによる保有契約高の減少等、依然として厳

しい経営状況が続きました。また、資産運用を巡る環境は、

4月に日経平均株価がバブル崩壊後の最安値を更新し、6

月には長期金利が過去最低水準まで低下しましたが、その

後、景気回復期待から株価、金利は上昇に転じ、一時の厳

しい局面は脱しました。

【営業の経過】

このような環境のなかで、当社は収益性の高いスリムで

スピーディーかつ健全性の高い生命保険会社をめざすこと

を経営ビジョンに掲げ「生産性の高い営業職員チャネルに

よる保障性商品の販売」、「金融機関等のチャネルを中心と

したアセットマネジメント系商品の販売」を事業の2本柱

として次の諸施策に取組みました。

持株会社設立に向けたT&D保険グループの取り組みに

つきましては、持株会社の傘下に、当社、太陽生命保険株

式会社および大同生命保険株式会社の3社が並存する形で

経営統合を行うことを平成15年10月8日の取締役会で決

定し、12月18日の臨時株主総会でご承認をいただきま

した。なお、当初の計画通り、平成16年4月1日に3社共

同で持株会社「株式会社T&Dホールディングス」を設立

いたしました。

T&Dホールディングス設立の目的は、3社独自のビジネ

スモデルにおける強みを最大限に発揮し生命保険事業の強

化を図るとともに、グループの経営資源を戦略的・効率的

に集中投資することにより、継続的な成長と収益の拡大を

めざすことにあります。

①商品

一定年齢内で健康状態や入院歴などにかかわらず加入

できる「T&Dフィナンシャル生命無選択型終身保険ウ

エルカム」を平成15年7月に発売いたしました。

また、三井住友銀行との生命保険募集代理店委託契約

の締結を機に平成15年10月より積み立てのしやすさ

と低廉なコストを特長とする本格的な積立型の変額個人

年金保険「ポポラーレ（Popolare）」を発売いたしま

した。

②販売体制

お客さまに信頼される営業職員の育成をめざし、知

識・スキルの向上とともにコンプライアンス教育の充実

に取組み、新人職員向けの体系的な研修カリキュラムを

作成する等、顧客ニーズ・顧客満足を重視した募集活動

の推進および募集態勢の整備を図りました。

また、平成15年4月には足利銀行および福邦銀行、

平成15年6月には鳥取銀行、平成15年10月には三井

住友銀行および十八銀行、平成16年4月には静岡中央

銀行においてそれぞれ変額個人年金保険の販売を開始い

たしました。この結果平成16年4月1日現在、合計18

の金融機関と生命保険募集代理店契約を締結し変額個人

年金保険を販売しています。

③資産運用

長期金利が過去最低水準を記録した後急上昇するなど

不安定な動きの中、金利の動向に留意し円金利資産中心

の投資を継続いたしました。具体的には、為替をヘッジ

した外国債券の積み増しや、負債の特性を考慮し超長期

国債への投資により安定的な利息収入の確保に取組みま

した。

④事務管理

平成15年4月から、営業総局事務センターを廃止し

本社集約型の新しい事務体制をスタートさせ、事務にお

ける効率性を高めました。

平成15年9月より変額個人年金保険に関するインタ

ーネットサービスや特別勘定運用状況の照会機能を充実

させ、利便性の向上を図りました。

【主要業績】

平成15年度における当社の主要業績は、次のとおりです。

①契約業績の状況

個人保険は、新契約高が3,535億円（前年比87.9％）、

一方、解約・失効高は4,795億円（前年比85.1％）

となり、この結果、年度末保有契約高は28,077億円

（前年比91.1％）となりました。

個人年金保険は、新契約高が904億円（前年比

138.7％）、一方、解約・失効高は211億円（前年比

97.3％）となり、この結果、年度末保有契約高は

3,280億円（前年比140.5％）となりました。

うち、変額個人年金保険は、新契約高が904億円

（前年比138.7％）、一方、解約高は71億円（前年比

1,034.3％）となり、この結果、年度末保有契約高は

1,751億円（前年比273.0％）となりました。

団体保険の年度末保有契約高は19,986億円（前年

比121.8％）となりました。

団体年金保険の年度末保有契約高は646億円（前年

比92.5％）となりました。

②収支の状況

経常収益は1,874億円（前年比138.3％）となりま

した。主な収益は、保険料等収入が1,561億円（前年

比122.6％）、資産運用収益が300億円（前年比

575.3％）となりました。

経常費用は1,901億円（前年比135.8％）となりま

した。主な費用は、保険金等支払金が872億円（前年

比91.4％）、責任準備金等繰入額が752億円（前年比

744.2％）、資産運用費用が5億円　（前年比8.2％）、

事業費が183億円（前年比94.1％）、営業権の償却と

して65億円となりました。



Ⅲ―2 ●契約者懇談会開催の概況

Ⅲ―3 ●相談（照会、苦情）の件数

以上の結果、経常損失は26億円となりました。

経常損失に特別損益、契約者配当準備金繰入額を合わ

せた税引前当期純損失は36億円、法人税及び住民税を

差し引いた当期純損失は37億円となりました。

③責任準備金の状況

更生計画に基づき保険契約の条件変更を受けた契約に

ついては、保険料払込年数をチルメル期間としたチルメ

ル式により、それ以外の契約については、保険料払込年

数と5年間のいずれか短い期間をチルメル期間としたチ

ルメル式により積み立てております。

年度末における責任準備金残高は6,256億円（前年

比113.7％）となりました。

責任準備金繰入額

責任準備金残高

△775

5,402

100

5,503

752

6,256

平成13年度
〔下期〕

平成14年度
平成15年度
〔当期〕

（単位：億円）

〔責任準備金の推移〕

④資産の状況

年度末総資産は6,822億円（前年比111.2％）とな

りました。うち、一般勘定資産は5,043億円（前年比

93.4％）、特別勘定資産は1,796億円（前年比

238.0％）となりました。

年度末の一般勘定資産の主な資産構成は、現預金・コ

ールローン7.1％、公社債56.1％、外国証券11.2％、

株式0.6％、貸付金5.2％となりました。

⑤その他

年度末のソルベンシー・マージン比率は984.8％

（前年比47.1ポイント減）となりました。

【対処すべき課題】

平成15年度の事業概況は以上のとおりですが、生命保

険事業を巡る環境は、少子高齢化による死亡保障ニーズの

減少や、介護、医療、年金等の生存保障ニーズの高まり、

生命保険におけるお客さまのニーズの変化が継続すると予

想されます。このような環境において、当社は、持株会社

｢株式会社T&Dホールディングス」傘下の中核生保会社の
一員としてリスク管理、収益管理、コンプライアンスを徹

底し、また、変額個人年金市場における競争力強化および

営業職員の生産性向上により、企業価値の向上をめざしま

す。

これらを、実現するために

（1）企業価値を拡大させる。

（2）顧客満足度を向上させる。

（3）業務プロセスの質を向上させる。

（4）従業員の能力･モチベーションを向上させる。

の4点を経営戦略に掲げ、具体的な行動として実践して

まいります。

当期の開催はありません。

少子高齢化時代の到来による社会基盤の弱体化を背景と

して、社会生活における自己責任、主体的判断がますます

重要となることから、お客さまからの生命保険に関するご

質問やご照会、またご要望も多種多様、複雑になっていま

す。

当社では、多様化・複雑化するお客さまからのご相談・

ご要望に対し、本社、営業総局､営業支社には「保険相談

コーナー」を常設し、ご来社のお客さまに対し親切かつ責

任ある対応をしています。

また､本社に対するお電話によるご照会やご相談のお客

さまに対しては､お客さまの利便性を高め､より迅速な対応

を図るため､「お客様サービスセンター」を設置し､懇切丁

寧な対応をしています。

相談内容（平成15年度お客様サービスセンター受付）

【平成15年4月1日～平成16年3月31日】

項　　目

加入・保険種類

クーリング・オフ制度

保険料の払込み

失効・復活

契約内容の変更

保障の見直し

契約者貸付

解約

保険金・給付金

契約者配当

税金

会社の内容等

営業職員・代理店

その他

合計

件　　数

1,452

6

2,560

325

4,634

902

1,502

15,220

8,615

113

2,107

101

2,315

30,865

70,717

Ⅲ―4 ●契約者に対する情報提供の実態

主な情報提供誌

ディスクロージャー誌

業績のお知らせ（ミニ版）

上記の他、当社ホームページにおいても、最新の情報を

お知らせしています。



Ⅲ―5 ●商品に対する情報及び
デメリット情報提供の方法

個人保険についてはご契約に際し、多くの保険商品の中

からお勧めした保険が種類・内容ともにお客さまのニーズ

に最も合っているかどうかをご確認いただくために、当社

商品を一括掲載した「保険商品のご案内」を携帯しています。

また、生命保険約款と合わせてご契約の際にご確認いた

だきたい重要項目（クーリング・オフ、告知義務違反、免

責、解約の際に対する注意、契約内容の変更など）を平易

に解説した冊子「ご契約内容のしおり・約款」を必ず手渡

し、説明することにより、契約後にわたって必要な保険知

識をご理解願うように努めています。

クーリング・オフ、告知義務違反、免責及び解約などの

いわゆるデメリット情報につきましては、各商品パンフレッ

トや「ご契約のしおり・約款」に明示している他、生命保険

募集人・代理店の商品説明の際、その徹底を期しています。

解約払戻金額についても「ご契約のしおり・約款」に加

入年齢別、男女別、経過年数別例表を掲載しています。

Ⅲ―6 ●営業職員・代理店教育・研修の概略

営業職員チャネルによるコンサルティングセールス

T&Dフィナンシャル生命が、その「フィナンシャル」
という名にふさわしく、お客さまの資産をトータルに考え

無理なく必要なライフプランを設計するという新しいコン

セプトの生命保険会社をめざしていくうえで、「営業職員

による保障性商品の提供」は事業の大きな柱です。お客さ

まとのきめ細かいコミュニケーションとわかりやすいコン

サルティングを通じ、各世帯の状況を踏まえた将来設計に

基づき、生命保険をおとどけするプロフェッショナルな保

険セールスとして、ひとりでも多くのお客さまから評価し

ていただけるよう努めていきます。

教育研修システム

全国の各営業総局・営業支社で営業職員を対象として、

知識教育および販売実践を定期的に実施しています。

営業総局・営業支社における研修のほかに、本社におい

て職階別・テーマ別の集合研修を行い、営業職員が、細や

かなコンサルティングによってお客さまへ高い付加価値を

提供する体制を整えています。

また、本社スタッフによる出張・巡回教育を行い、営業

第一線への支援を行っています。お客さまから信用され、

家庭の総合的な生活設計から企業の総合的な福利厚生制度

の設計ができる優秀な営業職員・代理店（法人・個人）を

多数育成するため、金融・税務・資産運用知識を中心とし

た高度専門教育を推進しています。

金融機関等の代理店チャネルによる資産形成型商品の販売

営業職員チャネルとともに、T&Dフィナンシャル生命
の保険事業の大きな柱となるのが、「アセットマネジメン

トビジネス」です。

T&D保険グループの中核生保会社の一員として戦略的

Ⅲ―7 ●新規開発商品の状況

〈新商品：投資型年金保険〉

平成15年10月1日に、金融機関チャネルを通じて、次

の商品を新たに発売いたしました。

■ポポラーレ（Popolare）

［無配当変額個人年金保険（災害5割加算型）］

〈新商品：個人保険〉

■パーフェクトキング［無配当終身医療保険（α）］

【平成16年4月2日発売】

■T&Dフィナンシャル生命無選択型終身保険ウエルカム

［5年ごと利差配当付無選択型終身保険］

【平成15年7月2日発売】

〈新発売：個人保険〉

■ナースステーションV

［無配当新医療保険＋定期保険特約（医療）セット］

■ナースステーションV2

［無配当新医療保険+定期保険特約（医療）＋養老保険特

約（医療）セット］

【平成15年11月4日発売】

な役割を担い、銀行・証券会社等の金融機関を法人募集代

理店として、資産形成型商品（変額個人年金保険）の販売

を推進しています。

販売にあたっては、多様化するお客さまニーズにお応え

できる商品提供をはじめ、各代理店に対して、初期集合研

修、コンプライアンス研修、各種セミナーの開催、テーマ

別の高度な専門研修を通じて、販売支援に努めています。

また、代理店サポート担当者であるホールセラーによる個

別相談などの活動を通じて、代理店への支援を行っています。



Ⅲ―8 ●保険商品一覧

●投資型年金保険

■老後の年金準備をはじめとして、有効な資産運用や相続

対策をお考えの方など、お客さまのニーズに幅広く活用

できる商品です。

■お払込みいただいた保険料は、全額特別勘定で運用され、

特別勘定の運用実績により年金額・死亡給付金額等が変

動（増減）します。

①投資型年金保険一覧

保険種類

無配当変額個人年金保険

無配当新変額個人年金保険

無配当変額個人年金保険（最低死亡保証逓増型）

販売名称

年金プラス

時遊楽々

T&Dフィナンシャル生命
投資型年金u

楽々生活

しっかり保障ていぞう君

無配当新変額個人年金保険（最低死亡保証逓増型）

無配当変額個人年金保険

（最低死亡保証逓増・災害3割加算型）

無配当変額個人年金保険（災害5割加算型）

未
あ

来
す

へのいし えず�ず�

年金時代

虹の向こう

ロイヤルロード

ポポラーレ（Popolare）

大和証券

東日本銀行

UFJ銀行

中京銀行

UFJつばさ証券

UFJ信託銀行

りそな銀行、埼玉りそな銀行、奈良銀行

京都中央信用金庫

足利銀行、福邦銀行、静岡中央銀行、
池田銀行、泉州銀行、鳥取銀行、十八銀行

三井住友銀行

取扱金融機関

（平成16年4月1日現在）



②投資型年金保険の説明

保険種類

無配当変額
個人年金保険

無配当新変額
個人年金保険

特　　　長

■この商品は、万一の場合の死亡保障、自在
性の高い運用、多彩な年金受取方法を兼ね
備えており、幅広いお客さまのニーズにお
応えできます。

■万一、被保険者が亡くなられた場合には、
死亡給付金額として、基本保険金額（払込
保険料）が最低保証されます。不慮の事故
によって亡くなられた場合には、基本保険
金額（払込保険料）の10％が死亡給付金額
に割増されます。また、遺族年金支払特約
を付加することにより、ご遺族の方が給付
金を年金で受け取ることもできます。

■運用対象は、厳選された9種類の特別勘定か
ら自由に選択し組み合せることが可能です。
また、契約後、積立金の移転（積立金の全
部または一部を他の特別勘定に移転するこ
と）により、運用対象を見直すことができ
ます。この場合、任意移転（スイッチン
グ）・定期的積立金移転（ドルコスト平均
投資）・積立金配分自動調整（ポートフォ
リオ・リバランス）の3種類の方法から選択
できます。なお、積立金の移転の手数料は
年12回まで無料です。

■確定年金（年金支払期間：5・10・15・
20年）、保証期間付終身年金（保証期間：
5・10・15年）、保証期間付夫婦連生終身
年金（保証期間10年）の多彩な年金受取方
法の中から選択いただけます。

■この商品は、投資型年金の基本的な機能で
ある、万一の場合の死亡保障、自在性の高
い運用、多彩な年金受取方法を備えていま
す。

■払込方法は一時払プランに加え、毎月一定
額を増額する積立プラン（規則的増額）を
用意しています。

■万一、被保険者が亡くなられた場合には、
死亡給付金額として、基本保険金額（払込
保険料）が最低保証されます。不慮の事故
によって亡くなられた場合には、基本保険
金額（払込保険料）の110％が最低保証さ
れます。また、遺族年金支払特約を付加す
ることにより、ご遺族の方が給付金を年金
で受け取ることもできます。

■運用対象は、厳選された10種類の特別勘定
から自由に選択し組み合せることが可能で
す。また、積立金の移転（スイッチング）
の手数料は年6回まで無料です。

■確定年金（年金支払期間：5・10・15・
20・25年）、保証期間付終身年金（保証期
間：5・10・15・20年）、保証期間付夫婦
連生終身年金（保証期間10年）の多彩な年
金受取方法の中から選択いただけます。

■契約日（増額日）から1年以上7年未満に解
約された場合は、一定条件のもと基本保険
金額に対して同一保険年度内5％までの解約
控除免除制度が適用されます。
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保険種類

無配当変額
個人年金保険
（最低死亡保証
逓増型）

無配当新変額
個人年金保険
（最低死亡保証
逓増型）

特　　　長

■運用実績にかかわらず最低死亡保証が毎年
逓増し、最大で基本保険金額（払込保険料）
の120％まで増加する機能（ベースアップ
機能）を有した商品です。また、特約とし
て運用実績が良好であった場合、死亡給付
金の最低保証額が増加する機能（ステップ
アップ機能）も付加できます。この商品は、
これらの機能によりワンランク上の死亡保
障を望まれるお客さまのニーズにお応えで
きる商品です。また、遺族年金支払特約を
付加することにより、ご遺族の方が給付金
を年金で受け取ることもできます。

■不慮の事故により被保険者が亡くなられた
場合は、基本保険金額（払込保険料）の
50％が死亡給付金額に割増されます。

■運用対象は、厳選された9種類の特別勘定か
ら自由に選択し組み合せることが可能です。
また、契約後、積立金の移転（積立金の全
部または一部を他の特別勘定に移転するこ
と）により、運用対象を見直すことができ
ます。この場合、任意移転（スイッチン
グ）・定期的積立金移転（ドルコスト平均
投資）・積立金配分自動調整（ポートフォ
リオ・リバランス）の3種類の方法から選択
できます。なお、積立金の移転の手数料は
年12回まで無料です。

■確定年金（年金支払期間：5・10・15・
20・25年）、保証期間付終身年金（保証期
間：5・10・15・20年）、保証期間付夫婦
連生終身年金（保証期間10年）の多彩な年
金受取方法の中から選択いただけます。

■運用実績にかかわらず最低死亡保証が毎年
逓増し、最大で基本保険金額（払込保険料）
の120％まで増加する機能（ベースアップ
機能）を有した商品です。また、特約とし
て運用実績が良好であった場合、死亡給付
金の最低保証額が増加する機能（ステップ
アップ機能）も付加できます。この商品は、
これらの機能によりワンランク上の死亡保
障を望まれるお客さまのニーズにお応えで
きる商品です。また、遺族年金支払特約を
付加することにより、ご遺族の方が給付金
を年金で受け取ることもできます。

■不慮の事故により被保険者が亡くなられた
場合には、基本保険金額（払込保険料）の
10％が死亡給付金額に割増されます。

■運用対象は、厳選された8種類の特別勘定か
ら自由に選択し組み合せることが可能です。
また、積立金の移転（スイッチング）の手
数料は年6回まで無料です。

■確定年金（年金支払期間：5・10・15・
20・25年）、保証期間付終身年金（保証期
間：5・10・15・20年）、保証期間付夫婦
連生終身年金（保証期間10年）の多彩な年
金受取方法の中から選択いただけます。

■契約日（増額日）から1年以上7年未満に解
約された場合は、一定条件のもと基本保険
金額に対して同一保険年度内5％までの解約
控除免除制度が適用されます。
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保険種類

無配当変額
個人年金保険
（最低死亡保証
逓増・災害3割
加算型）

無配当変額
個人年金保険

（災害5割加算型）

特　　　長

■運用実績にかかわらず最低死亡保証が毎年
逓増し、最大で基本保険金額（払込保険料）
の120％まで増加する機能（ベースアップ
機能）を有した商品です。また、特約とし
て運用実績が良好であった場合、死亡給付
金の最低保証額が増加する機能（ステップ
アップ機能）も付加できます。この商品は、
これらの機能によりワンランク上の死亡保
障を望まれるお客さまのニーズにお応えで
きる商品です。また、遺族年金支払特約を
付加することにより、ご遺族の方が給付金
を年金で受け取ることもできます。

■不慮の事故により被保険者が亡くなられた
場合は、基本保険金額（払込保険料）の
30％が死亡給付金額に割増されます。

■運用対象は、厳選された5種類の特別勘定か
ら自由に選択し組み合せることが可能です。
また、積立金の移転（スイッチング）の手
数料は年6回まで無料です。

■確定年金（年金支払期間：5・10・15・
20・25年）、保証期間付終身年金（保証期
間：5・10・15・20年）、保証期間付夫婦
連生終身年金（保証期間10年）の多彩な年
金受取方法の中から選択いただけます。

■加入時の頭金が不要で、毎月1万円（年2回
の指定月は10万円以上）から手軽に積み立
てられる資産形成型の商品です。

■不慮の事故などで被保険者が亡くなられた
場合は、死亡日における積立金額に基本保
険金額（払込保険料）の50％相当額を加算
した金額を災害死亡給付金としてお支払い
いたします。ただし、この金額が基本保険
金額を下回る場合には、基本保険金額を最
低保証します。

■運用対象は、厳選された9種類の特別勘定か
ら自由に選択し組み合せることが可能です。
また、積立金の移転（スイッチング）の手
数料は年6回まで無料です。

■確定年金（年金支払期間：5･10･15･20･
25年）、保証期間付終身年金（保証期間：
5･10･15･20年）、保証期間付夫婦連生終
身年金（保証期間10年）の多彩な年金受取
方法の中から選択いただけます。
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第1保険年度�第2保険年度�第3保険年度�第4保険年度�第5保険年度�第6保険年度�

△�
契約日�

▲�
第1回配当金支払�

※以降5年ごとにお支払いします。�
責任準備金等の運用益が会社の予定した運用益をこえた場合、5年ごとに通算して�

●個人保険

死亡・介護・入院・特定疾病保障などの多彩な商品ラインナップの中から、お客さまのニーズにあった最適な保障プランを

お選びいただけます。

ご利用の目的 統一分類名称

●一生涯の医療保障に加え、大型保障や介護保障などをご
希望される方へ

●責任世代の大型保障とさらに一生涯の保障をご希望され
る方へ

●上記に加え、一生涯の介護保障をご希望される方へ

●一生涯の保障と3大疾病（ガン・急性心筋梗塞・脳卒中）
への備えをご希望される方へ

●上記に加え、一生涯の介護保障をご希望される方へ

●一定の保険料で保険金が増加する保障をご希望される方へ

●診査を受けずに保障をご希望される方へ

●保障と貯蓄をご希望される方へ

●若年層の医療保障と貯蓄、保障をご希望される方へ

●割安な保険料で大きな保障をご希望される方へ

●経営者・役員の方々にふさわしい大きな保障をご希望さ
れる方へ

●3大疾病（ガン・急性心筋梗塞・脳卒中）への備えをご希
望される方へ

●入院・手術などの医療保障をご希望される方へ

●上記に加え、保障や貯蓄をご希望される方へ

疾病・医療保険

〔定期付〕終身保険

〔定期付〕終身保険
＋

疾病・医療保険

〔定期付〕終身保険

終身保険

〔定期付〕養老保険

〔定期付〕養老保険
＋

疾病・医療保険

定期保険

疾病・医療保険

疾病・医療保険

販売名称

パーフェクトキング

パーフェクトロード

パーフェクトロード
パワフル介護プラン

パーフェクトツイン

パーフェクトツイン
GOLD

逓増定期保険特約付終身保険

T&Dフィナンシャル生命
無選択型終身保険ウエルカム

ライブデュオ

リトミック・デュオ

無配当定期保険

長期定期保険

パーフェクトステイ
（終身型・定期型）

ナースステーション

ナースステーションV、V2

■当社の生命保険には、以下の2つの配当タイプがあります。

5年ごと配当タイプ

ご　参　考

無配当タイプ

●ご契約後6年目から5年ごとに、責任準備金等の運用益が会社の予定した運用益をこえた場

合に割り当てられ、これに利息をつけて積み立てておきます。なお、運用実績によっては配

当金が割り当てられないこともあり、割り当てられた配当金を積み立てる利率（契約者配当

金積立利率）も経済情勢により変動します。

●配当金は経済情勢等により変動し、資産の運用実績によっては0となることもあります。

●長期間継続したご契約に対して、特別配当金をお支払いすることがあります。

●配当金のお支払いはありません。

5年ごと配当タイプ

①個人保険一覧

※パーフェクトキングは平成16年4月2日より発売しています。



②個人保険の説明

疾病・医療保険

販売名称 特　　　長 仕　組　図

パーフェクトキング
［無配当終身医療保険（α）］

●医療保障

一生涯にわたり、入院（日帰り入院から

保障）・手術等の医療保障を準備するこ

とができるとともに、特約を付加するこ

とにより一定期間の医療保障を上乗せす

ることができます。

●死亡保障

万一お亡くなりになられたときの保障を

準備することができます。

●介護保障

当社所定の要介護状態になられたときの

保障を準備することができます。

●幅広い入院保障

入院された場合の入院初期費用の保障

や、当社所定の集中治療室管理の入院を

されたときには上乗せして保障が得られ

ます。

●リビング・ニーズ特約

余命6か月以内と判断されたとき、生前

に保険金をお受取りになることができま

す。（保険料は無料です。）

●健康維持給付金（B型の場合）

契約日から5年ごとの期間内に生存され、

かつ、その期間内に1回の入院にかかる

疾病入院給付金または災害入院給付金の

お支払いが通算して5日未満のとき、健

康維持給付金をお受取りになることがで

きます。（入院給付金日額の5倍）

●保険料の払込免除

所定の高度障害状態や所定の身体障害の

状態に該当されたときに加えて、所定の

要介護状態に該当されたときにも保険料

の払込が免除され、以後の保障を継続す

ることができます。

※会社は、給付金の支払事由または保険料の払
込免除事由に該当する被保険者の数または入
院日数が予定より著しく増加する場合で特に
必要と認めたときには、主務官庁の認可を得
て、将来に向かってこの保険契約の保険料を
変更することがあります。

保険期間・保険料払込期間�

ご契約�
40歳�

70歳�
払込終了�

生
涯
保
障�

保険期間・保険料払込期間（終身）�

ご契約�
40歳�

�

入院・手術特約（α）�
〈歳満期型〉�

生活習慣病入院特約（α）�
〈歳満期型〉�

傷害特約（α）�
〈歳満期型〉�

定期保険特約（α）�
〈歳満期型〉�

介護保障特約（α）�型�
〈歳満期型〉�

�

主契約A型�
60日型�

病気やケガで入院されたとき�
1日につき　          10,000円�
入院見舞金（一時金）10,000円�

生活習慣病で入院されたとき�
1日につき　          15,000円�
入院見舞金（一時金）10,000円�

特 定 集 中 治 療 室 管 理 に よ る �
治療が行われる入院をされたとき�
1日につき　　　　　30,000円�

病気やケガで�
所定の手術をされたとき�
手術の種類により・1 回につき 10・20・40万円�

病気やケガで入院されたとき�
1日につき　             5,000円�
一時金として　　　　 5,000円�

病気やケガで�
所定の手術をされたとき�
手術の種類により・1回につき 5・10・20万円�

特 定 集 中 治 療 室 管 理 に よ る �
治療が行われる入院をされたとき�
1日につき　　　　　15,000円�

所定の要介護状態になられたとき�
2,500万円�

死亡・高度障害になられたとき�
3,500万円�

災害で死亡・高度障害になられたとき�
4,000万円�



〔定期付〕終身保険

販売名称 特　　　長 仕　組　図

パーフェクトロード
［5年ごと利差配当付終身保険］

パーフェクトロード
パワフル介護プラン

［5年ごと利差配当付終身保険］

●死亡保障

万一お亡くなりになられたときの保障を

準備することができます。

●医療保障

短期の入院や集中治療室への入院などを

はじめとする入院・手術・通院の総合的

な医療保障を準備することができます。

●リビング・ニーズ特約

余命6か月以内と判断されたとき、生前

に保険金をお受取りになることができま

す。（保険料は無料です。）

●死亡保障

万一お亡くなりになられたときの保障を

準備することができます。

●介護保障

当社所定の要介護状態になられたときの

保障を準備することができます。

●医療保障

短期の入院や集中治療室への入院などを

はじめとする入院・手術・通院の総合的

な医療保障を準備することができます。

●リビング・ニーズ特約

余命6か月以内と判断されたとき、生前

に保険金をお受取りになることができま

す。（保険料は無料です。）

10年満了確定年金�

年金払定期保険特約の保険期間� 10年ごと自動更新�

年
金
払
定
期
保
険
特
約�

特
　
約
　
年
　
金�

一
　
　
　
　
時
　
　
　
　
金�

5年ごと積立配当金�

保　険　料　払　込　期　間�
ご契約� 払込満了�

生
涯
保
障�

終
身
保
険�

介
護
保
障
特
約�

定
期
保
険
特
約�

（
10
年
ご
と
）�

　
自
動
更
新�

（
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年
ご
と
）�

　
自
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更
新�

死
亡
保
険
金
・�

高
度
障
害
給
付
金�

特
約
介
護
保
険
金�

死亡・高度障害のとき�
特約年金額×10年間�

5年ごと積立配当金�

保　険　料　払　込　期　間�
ご契約� 払込満了�

生
涯
保
障�

生
涯
保
障�

終
身
保
険�

介
護
保
障
特
約�

介
護
保
障
特
約�

定
期
保
険
特
約�

（
10
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自
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新�
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亡
保
険
金
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害
給
付
金�

特
約
介
護
保
険
金�

パーフェクトロードに
介護保障特約（終身）
を付加したもの



〔定期付〕終身保険＋疾病・医療保険

販売名称 特　　　長 仕　組　図

パーフェクトツイン

パーフェクト
ロード

［5年ごと利差配当付終身保険］

＋

パーフェクトステイ
定期型

［5年ごと利差配当付

特定疾病保障定期保険］

パーフェクトツイン
GOLD

パーフェクト
ロード

［5年ごと利差配当付終身保険］

＋

パーフェクトステイ
定期型

［5年ごと利差配当付

特定疾病保障定期保険］

●死亡保障

万一お亡くなりになられたときの保障を

準備することができます。

●3大疾病保障

ガン・急性心筋梗塞・脳卒中で所定の状

態になられたときの治療費を準備できま

す。

●医療保障

短期の入院や集中治療室への入院などを

はじめとする入院・手術・通院の総合的

な医療保障を準備することができます。

●リビング・ニーズ特約

余命6か月以内と判断されたとき、生前

に保険金をお受取りになることができま

す。（保険料は無料です。）

●死亡保障

万一お亡くなりになられたときの保障を

準備することができます。

●3大疾病保障

ガン・急性心筋梗塞・脳卒中で所定の状

態になられたときの治療費を準備するこ

とができます。

●介護保障

当社所定の要介護状態になられたときの

保障を準備することができます。

●医療保障

短期の入院や集中治療室への入院などを

はじめとする入院・手術・通院の総合的

な医療保障を準備することができます。

リビング・ニーズ特約

余命が6か月以内と判断されたとき、生

前に保険金をお受取りになることができ

ます。（保険料は無料です。）

生
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保
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特
定
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障
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保
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終
身
保
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介
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ご契約 
保険料払込期間 
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付
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特
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介
護
保
険
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定期型�

この他に、パーフェク
トツイン（介護保障特
約（定期）無）に介護
保障特約（終身）を付
加した、
パーフェクトツイン
パワフル介護プラン
もございます。



〔定期付〕終身保険

販売名称 特　　　長 仕　組　図

逓増定期
保険特約付
終身保険

［5年ごと利差配当付終身保険］

●一定の保険料で毎年の保険金額が増加
特約基本保険金額が毎年一定の割合で増
加（特約基本保険金額の5倍限度）しま
すので、年々責任が重くなる経営者の方
にふさわしい保障が得られます。また、
保険料は払込期間中一定ですから、計画
的に大型保障の準備ができます。

●お客さまのニーズにあわせた6タイプ
定額型、定率型5％、定率型10％、定率
型15％、定率型20％、変動率型の6種
類から自由に選べます。

●退職慰労金・弔慰金などへの利用
経営者が勇退された場合には、解約払戻
金を退職慰労金としてご利用いただけま
す。また、万一保険期間中にお亡くなり
になられたときは、保険金を死亡退職慰
労金やご遺族への弔慰金としてご利用い
ただけます。

●事業承継の資金確保
経営者に万一のことがあった場合、後継
者へ事業を円滑に引き継ぐための資金と
してご利用いただけます。

特約保険料払込期間 

5年ごと積立配当金 

生
涯
保
障 

終
身
保
険 

逓
増
定
期 

保
険
特
約 

 
死
亡
保
険
金
・ 

高
度
障
害
給
付
金 

ご契約 特約満了 

主契約保険料払込期間（終身払込） 
ご契約 

終身保険

販売名称 特　　　長 仕　組　図

T&Dフィナンシャル生命
無選択型終身保険
ウエルカム

［5年ごと利差配当付

無選択型終身保険］

●40歳～80歳ならどなたでも簡単に！（A型の場合）
健康状態や入院歴などにかかわらず、ご
契約いただけます。

※B型の場合は、40歳～70歳の方であればご契約
いただけます。

●保障は一生涯つづきます！
保障が途中でおわらないので安心です。

※無選択型災害割増特約は主契約の保険料払込期間
満了時に消滅します。（ただし、主契約の保険料
払込期間が終身の場合、無選択型災害割増特約は
85歳で消滅します。）
※ご契約日から2年以内に病気でお亡くなりになら
れたときの死亡保険金の額は、主契約の既払込保
険料相当額となります。

●診査・告知は一切不要！
ご契約の際に、医師の診査やご健康状態
の告知などの手続きは不要です。

●80歳を迎えた方にはお祝い金！（B型の場合）
無事に80歳に達する年単位の契約応当
日を迎えられた場合、長寿祝給付金をお
受取りになれます。

※A型には長寿祝給付金はありません。

●貸付制度をご利用いただけます！
急に資金が必要なときなどに役立ちます。

※ご利用いただける金額は、ご契約内容、払込年数
などにより異なります。
※特に、ご契約後短期間ではご利用いただけないこ
ともあります。

●解約払戻金をお受取りになれます！
※ご契約後短期間で解約された場合、解約払戻金は
まったくないか、あってもごくわずかです。
※解約された場合、ご契約は消滅します。

5年ごと積立配当金�

ご契約�
保険料払込期間�

2年間�
払込満了�

▲�
80歳�

生
涯
保
障�

�

災
害
で
死
亡
し�

た
と
き
の�

死
亡
保
険
金�

死
亡
保
険
金�※1

長寿祝�
給付金�
※2

※1ご契約後2年以内の病気による死亡保険金の額は、主契約の
払込保険料相当額となります。

※2長寿祝給付金の額は、主契約の保険金額の10％となります。

契約日からその日を含めて2年以内に病気でお亡くなり

になられた場合は主契約の既払込保険料相当額のお支払

いとなります。（月払・半年払・年払の保険契約の既払込

保険料相当額は月払保険料を基準として計算します。こ

の場合の月払保険料は、「普通保険料率」による月払保険

料相当額が適用されます。）

ご注意



〔定期付〕養老保険

販売名称 特　　　長 仕　組　図

ライブデュオ
［5年ごと利差配当付養老保険］

●ご希望に合わせた自由設計

5年ごと利差配当付養老保険をベースに

して、所定の範囲内で保障額を自由に設

計できるオーダーメイドの保険です。

●災害や病気にも心強いささえ

入院関係特約の付加により、さらに幅広

い保障が得られます。

●たのしみな満期保険金

満期をお迎えのときは、満期保険金をお

支払いします。

●リビング・ニーズ特約

余命6か月以内と判断されたとき、生前

に保険金をお受取りになることができま

す。（保険料は無料です。）

5年ごと積立配当金�

満
期
保
険
金�

 5年ごと�
積立配当金�

ご契約�
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〔定期付〕養老保険＋疾病・医療保険

販売名称 特　　　長 仕　組　図

リトミック・デュオ

ライブデュオ
［5年ごと利差配当付養老保険］

＋

ナースステーション
［無配当新医療保険］

〈ライブデュオ〉
●目的にあわせて、お子さまのために満期
保険金を有効にご活用いただけます
満期保険金・・・・50万円、100万円
満了時年齢が15歳と18歳のプランがあ
ります。

●貸付制度をご利用いただけます！
急に資金が必要なときなどに役立ちます。
※ご利用いただける金額は、ご契約内容、払込年
数などにより異なります。

※特に、ご契約後短期間ではご利用いただけない
こともあります。

●しっかり保障で、お子さまの高度障害や
万一の場合に備えることができます

〈ナースステーション〉
●お子さまの突然の病気やケガでも1泊2
日の入院から保障されるので備えはバッ
チリ！

●うれしい無事故給付金！（B型の場合）
保険期間満了時に生存され、主契約の入
院給付金のお支払いまたは保険料の払込
免除を行わなかったとき、無事故給付金
をお受取りになれます。（入院給付金日
額の5倍）

●大人になっても続けられるから、安心長
持ち！
最長90歳まで自動更新できます。

5年ごと積立配当金�

満
期�

保
険
金�

 5年ごと�
積立配当金�

定
期
保
険
特
約�

災
害
割
増�

特
約�

養
老
保
険�

傷
害
特
約�

医療保障� 以降最長90歳まで�
10年ごとに自動更新�

無事故給付金�

ご契約�

保険期間�

保険期間�
満了�満了�

災
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※男性は①ガン入院特約セット②成人病入院特約セット
の2種類の中から、女性は①、②に加えて③女性疾病
入院特約セットの3種類の中から選択できます。

疾病入院給付金
災害入院給付金
無事故給付金 入院給付金日額× 5

入院給付金日額×入院日数主契約

成人病入院特約

短期入院特約

集中治療室入院特約

手 術 特 約

長期療養特約

新通院給付特約

成人病入院給付金

短期疾病入院給付金

短期災害入院給付金

集中治療室入院給付金

手 術 給 付 金

長期療養給付金

通 院 給 付 金

成人病入院給付金日額×入院日数

短期入院給付金日額×入院日数（7日限度）

短期入院給付金日額×入院日数（4日限度）

集中治療室入院給付基準額×3×入院日数

主契約の入院給付金日額×所定の倍率

主契約の入院給付金日額×20日分

通院給付金日額×通院日数

（医療）

（医療）

（医療）

（医療）

（医療）

（医療）



定期保険

販売名称 特　　　長 仕　組　図

無配当定期保険

長期定期保険
［5年ごと利差配当付定期保険］

●死亡保障に重点をおいた保険

●無配当だから割安な保険料

死亡保障を目的とした無配当の保険です

から保険料は割安です。

満期保険金はありません。

●災害や病気にも心強いささえ

入院関係特約の付加により、さらに幅広

い保障が得られます。

●保険金の中途増額、保険契約の自動更新

保険期間の途中で保険金額を増額するこ

とができます。また、保険期間満了日の

2週間前までに特にお申出のない限り、

被保険者の健康状態にかかわらず自動的

に更新されます。

更新後の保険料は、更新時の被保険者の

年齢および保険料率により計算されま

す。

●最長99歳までの長期保障

長期にわたる保障で万一の場合には安心

です。しかも保険料は保険期間満了時ま

で一定です。

●退職慰労金・弔慰金などへの利用

保険期間の途中で勇退された場合には、

解約払戻金を退職慰労金としてご利用い

ただけます。また、万一保険期間中にお

亡くなりになられたときは、保険金を死

亡退職慰労金やご遺族への弔慰金として

ご利用いただけます。

●事業承継の資金確保

経営者に万一のことがあった場合、後継

者へ事業を円滑に引き継ぐための資金と

してご利用になれます。

●災害や病気にも心強いささえ

入院関係特約の付加により、さらに幅広

い保障が得られます。

保
険
金
・�

高
度
障
害
給
付
金�

ご契約�

保険期間�
満了�

自
動
更
新�

5年ごと積立配当金�

ご契約�

保険期間�
満了�

保
険
金
・�

高
度
障
害
給
付
金� 解

約
払
戻
金�



疾病・医療保険

販売名称 特　　　長 仕　組　図

パーフェクトステイ
終身型

［5年ごと利差配当付

特定疾病保障終身保険］

パーフェクトステイ
定期型

［5年ごと利差配当付

特定疾病保障定期保険］

●ガン・急性心筋梗塞・脳卒中で所定の状

態になられたときに特定疾病保険金が支

払われます

3大疾病といわれるガン・急性心筋梗

塞・脳卒中にかかり所定の状態に該当さ

れた場合に、特定疾病保険金が支払われ

ます。

入院費、治療費、リハビリ費やご家族の

生活費等にお役立ていただけます。

●2つの大きな安心を確保できます

万一の場合のご家族の生活保障と3大疾

病にかかったときの経済的な安心を確保

することができます。

※特定疾病保険金と死亡保険金・高度障害給付金は
重複してお支払いしません。（特定疾病保険金を
お支払いした場合、ご契約は消滅します。）

※パーフェクトステイ定期型には、歳満期と年満期
があり、年満期につきましては、保険期間満了日
の2週間前までに特にお申出のない限り、被保険
者の健康状態にかかわらず自動的に更新されま
す。
更新後の保険料は、更新時の被保険者の年齢およ
び保険料率により計算されます。

※会社は、特定疾病保険金の支払事由に該当する被
保険者の数が予定より著しく増加する場合で特に
必要と認めた場合には、主務官庁の認可を得て、
将来に向かってこの保険契約の保険料を変更する
ことがあります。

パーフェクトステイ終身型

パーフェクトステイ定期型

5年ごと積立配当金�

ご契約�
保険料払込期間�

払込満了�

特
定
疾
病
保
険
金�

　
　
ま
た
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亡
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〈パーフェクトステイについて〉

①保険金のお支払事由について

●被保険者が死亡されたとき 死亡保険金

特定疾病保険金

高度障害給付金

●悪性新生物（ガン）…上皮内ガン、皮膚ガン（悪性黒色腫を除く）以外の悪性新生物

被保険者が、責任開始期以後に初めて悪性新生物に罹患したと医師によって診断確定さ

れたとき

●急性心筋梗塞…虚血性心疾患のうち、急性心筋梗塞（狭心症は除く）

被保険者が、責任開始期以後の疾病を原因として発病し、初めて医師の診療を受けた日

から60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき

●脳卒中…脳血管疾患のうち、くも膜下出血、脳内出血、脳動脈の狭塞

被保険者が、責任開始期以後の疾病を原因として発病し、初めて医師の診療を受けた日から

60日以上、言語障害等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき

●被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病が原因で高度障害状態になられたとき

②特定疾病保険金と死亡保険金・高度障害給付金は重複して支払われません。
特定疾病保険金が支払われた場合、この保険契約は消滅します。



疾病・医療保険

販売名称 特　　　長 仕　組　図

ナースステーション
［無配当新医療保険］

●医療保障を重視することにより割安な保

険料となりました

医療保障を目的とした無配当の保険で、

死亡保障はありませんが、そのぶん保険

料は割安となっています。

（死亡の場合、保険料の払込年月数により

計算したA型の主契約の責任準備金額を

お支払いします。）

●2日以上の短期入院や費用のかかる集中

治療室入院も保障

病気による2日以上の継続入院、災害に

よる通算2日以上の入院および所定の集

中治療室入院も保障します。

●幅広い総合保障

ガン・成人病のときの入院給付金の倍額

保障・手術・通院・長期療養に対する保

障など、幅広く保障が得られます。（女

性の方は女性疾病入院特約（医療）を付

加することができます。）

●最長90歳まで自動更新できます

保険期間満了日の2週間前までに特にお

申出のない限り、被保険者の健康状態に

かかわらず最長90歳まで自動更新され

ます。

●無事故給付金のついたB型もあります

保険期間満了時に生存され、主契約の入

院給付金のお支払いまたは保険料の払込

免除を行なわなかったとき、無事故給付

金をお受取りになれます。（入院給付金

日額の5倍）

※当社では、日帰り入院から保障のあるパーフェク
トキングも取り扱っております。（詳細につきま
しては、P.35をご覧ください。）

※会社は、入院給付金の支払事由に該当する被保険
者の数または入院日数が予定より著しく増加する
場合で特に必要と認めたときには、主務官庁の認
可を得て、将来に向かってこの保険契約の保険料
を変更することがあります。

成人病入院特約（医療）� 成人病入院給付金�成人病入院給付金日額×入院日数�

短期入院特約（医療）�
短期疾病入院給付金�
短期災害入院給付金�

短期入院給付金日額×入院日数（7日限度）�
短期入院給付金日額×入院日数（4日限度）�

集中治療室入院特約（医療）� 集中治療室入院給付金�集中治療室入院給付基準額×3×入院日数�

手術特約（医療）�手 術 給 付 金 �主契約の入院給付金日額×所定の倍率�

長期療養特約（医療）� 長期療養給付金�主契約の入院給付金日額×20日分�

新通院給付特約（医療）� 通 院 給 付 金 �通院給付金日額×通院日数�

主契約�
疾病入院給付金�

災害入院給付金�
入院給付金日額×入院日数� 以

降
最
長
90
歳
ま
で
10
年
ご
と
に
自
動
更
新�

ご契約�
保険期間�

満了�

※男性は①ガン入院特約セット②成人病入院特約セット
の2種類の中から、女性は①、②に加えて③女性疾病入
院特約セットの3種類の中から選択できます。



疾病・医療保険

販売名称 特　　　長 仕　組　図

ナースステーション
Ｖ

定期保険特約（医療）セット

ナースステーション
Ｖ2

定期保険特約（医療）・

養老保険特約（医療）セット

［無配当新医療保険］

●充実の医療保障に、安心の死亡保障をセット

入院、手術などの医療保障に死亡保障

（定期保険特約（医療））をセットしまし

た。

また、養老保険特約（医療）を付加する

ことにより、満期をお迎えのときは、満

期保険金をお受取りになれます。（ナー

スステーションV2）

●2日以上の短期入院や費用のかかる集中

治療室入院も保障

病気による2日以上の継続入院、災害に

よる通算2日以上の入院および所定の集

中治療室入院も保障します。

●幅広い総合保障

ガン・成人病のときの入院給付金の倍額

保障・手術・通院・長期療養に対する保

障など、幅広く保障が得られます。（女

性の方は女性疾病入院特約（医療）を付

加することができます。）

●最長90歳まで自動更新できます

保険期間満了日の2週間前までに特にお

申出のない限り、被保険者の健康状態に

かかわらず最長90歳まで自動更新され

ます。

※養老保険特約（医療）は最長85歳までとなり
ます。

●無事故給付金のついたB型もあります。

保険期間満了時に生存され、主契約の入

院給付金のお支払いまたは保険料の払込

免除を行なわなかったとき、無事故給付

金をお受取りになれます。（入院給付金

日額の5倍）

※当社では、日帰り入院から保障のあるパーフェク
トキングも取り扱っております（詳細につきまし
ては、P.35をご覧ください。）

※会社は、入院給付金の支払事由に該当する被保険
者の数または入院日数が予定より著しく増加する
場合で特に必要と認めたときには、主務官庁の認
可を得て、将来に向かってこの保険契約の保険料
を変更することがあります。

成人病入院特約（医療）� 成人病入院給付金�成人病入院給付金日額×入院日数�

短期入院特約（医療）�
短期疾病入院給付金�
短期災害入院給付金�

短期入院給付金日額×入院日数（7日限度）�
短期入院給付金日額×入院日数（4日限度）�

定期保険特約（医療）�
特約死亡保険金�
特約高度障害給付金�

特約死亡保険金額�
特約死亡保険金額と同額�

集中治療室入院特約（医療）� 集中治療室入院給付金�集中治療室入院給付基準額×3×入院日数�

手術特約（医療）�手 術 給 付 金 �主契約の入院給付金日額×所定の倍率�

長期療養特約（医療）� 長期療養給付金�主契約の入院給付金日額×20日分�

新通院給付特約（医療）� 通 院 給 付 金 �通院給付金日額×通院日数�

主契約�
疾病入院給付金�

災害入院給付金�
入院給付金日額×入院日数�

以
降
最
長
90
歳
ま
で
10
年
ご
と
に
自
動
更
新�

ご契約�
保険期間�

満了�

※男性は①ガン入院特約セット②成人病入院特約セット
の2種類の中から、女性は①、②に加えて③女性疾病
入院特約セットの3種類の中から選択できます。

ナースステーションＶの場合



終身保険の保険料払込期間満了後当社所定の範囲内で
次の3コースからお好きなコースをお選びください。

1 終身保障コース
大切なご家庭への思いやり、大きな保障が一生涯。

●保険料払込期間満了後も、一生涯にわたり保障が続き

ます。

死亡・高度障害保障�

2 年金受取コース
ゆとりの年金で豊かなセカンドライフ。

●一生涯保障にかえて、当社所定の範囲内で10年保証

期間付終身年金に変更できます。
年金配当�

基本年金�

保証期間�

3 一括受取コース
大型資金でゆとりの人生。

●一生涯保障にかえて、大型資金をお受け取りいただけ

ます。

●ご利用いただける保険
・パーフェクトロード



■特約のいろいろ

※短期災害入院特約、短期疾病入院特約および集中治療室入院特約以外の各入院給付金は、入院開始日から4日間はお支払いの対象とはなりません。
※5年ごと配当タイプに付加する場合、定期保険特約〔配偶者・子の定期保険特約を含む〕、年金払定期保険特約、逓増定期保険特約、介護保障特約の
配当は、5年ごと利差配当となります。それ以外の特約については配当はありません。
※5年ごと配当タイプに付加する場合、定期保険特約〔配偶者・子の定期保険特約は除く〕、年金払定期保険特約、逓増定期保険特約、介護保障特約は
保険金額が一定の金額以上の場合、高額割引制度が適用され保険料が割安になります。

主契約の死亡保険金または高度障害給付金が支払われるときに所定の特約保険金または特約高度障害給付

金をあわせてお支払いします。

給　　付　　内　　容

死亡・高度障害になられたとき第1回特約遺族年金または特約高度障害年金をお支払いし、以後所定の回
数、特約遺族年金または特約高度障害年金を年単位の応当日にお支払いします。

所定の要介護状態に該当され、その状態が継続して180日あると医師に診断確定されたとき特約介護保
険金を、死亡・高度障害になられたとき特約死亡保険金または特約高度障害給付金をお支払いします。
※特約介護保険金と特約死亡保険金・特約高度障害給付金は重複してお支払いしません。（特約介護保険金をお支払
いした場合、この特約は消滅します。）

不慮の事故で180日以内に死亡・高度障害または所定の法定感染症で死亡・高度障害になられたとき、
災害割増保険金・災害高度障害給付金をお支払いします。

不慮の事故で180日以内に死亡または所定の法定感染症で死亡されたとき災害保険金を、不慮の事故で
180日以内に所定の障害状態になられたとき障害給付金（災害保険金の1割～10割）をお支払いします。

不慮の事故で180日以内に5日以上継続して入院されたとき、入院給付金をお支払いします。災害入院給
付金のお支払いは1回の入院について120日分、通算して700日分を限度とします。

病気で治療を目的として5日以上継続して入院されたとき、入院給付金をお支払いします。疾病入院給付
金のお支払いは1回の入院について120日分、通算して700日分を限度とします。

不慮の事故で180日以内に2日以上継続して入院されたとき、入院給付金をお支払いします。
短期災害入院給付金のお支払いは1回の入院について4日分、通算して80日分を限度とします。

病気で治療を目的として2日以上継続して入院されたとき、入院給付金をお支払いします。
短期疾病入院給付金のお支払いは1回の入院について4日分、通算して80日分を限度とします。

所定の集中治療室管理による治療が行なわれる入院（2日以上継続）をされたとき、集中治療室入院給付
金をお支払いします。
集中治療室入院給付金のお支払いは1回の入院について14日分（ただし、広範囲熱傷特定集中治療室管
理を含む場合は60日分）、通算して120日分を限度とします。

所定の成人病の治療を目的として5日以上継続して入院されたとき、入院給付金をお支払いします。成人
病入院給付金のお支払いは1回の入院について120日分、通算して700日分を限度とします。

所定の女性特有の特定疾病の治療を目的として5日以上継続して入院されたとき、入院給付金をお支払い
します。
女性疾病入院給付金のお支払いは1回の入院について120日分、通算して700日分を限度とします。

疾病入院給付金または災害入院給付金の支払事由に該当する入院をされ、その治療を目的として入院開始
日の前日からその日を含め遡及して60日以内または退院日の翌日から120日以内に通院されたとき通院
給付金をお支払いします。
通院給付金のお支払いは1回の通院について60日分、通算して700日分を限度とします。

所定の手術を受けられたとき、手術の種類によって単位手術給付金の1倍、2倍、4倍の手術給付金をお
支払いします。

配偶者、お子さまが死亡・高度障害状態になられたとき死亡保険金または高度障害給付金をお支払いします。
奥さま、お子さまが不慮の事故で180日以内に死亡または所定の法定感染症で死亡されたとき災害保険
金を、不慮の事故で180日以内に所定の障害状態になられたときに障害給付金を、また不慮の事故で
180日以内または病気で治療を目的として5日以上継続して入院されたとき入院給付金を、所定の手術を
受けられたとき手術給付金をお支払いします。

余命6か月以内と判断された場合、ご請求により保険金を前払いします。

定 期 保 険 特 約
終 身 保 険 特 約
逓増定期保険特約

特　約　名

年金払定期保険特約

介 護 保 障 特 約

災 害 割 増 特 約

傷 害 特 約

災 害 入 院 特 約

疾 病 入 院 特 約

短期災害入院特約

短期疾病入院特約

集中治療室入院特約

成人病入院特約

女性疾病入院特約

新通院給付特約

手 術 特 約

ファミリー特約

リビング・ニーズ特約

配偶者の定期保険特約
妻の傷害特約
妻の災害入院特約
妻の疾病入院特約
妻の手術特約
子の定期保険特約
子の傷害特約
子の災害入院特約
子の疾病入院特約
子の手術特約



■T&Dフィナンシャル生命無選択型終身保険ウエルカムに付加できる特約

●不慮の事故で180日以内に死亡または所定の法定感染症により死亡されたとき災害割増保険金をお支

払いします。

給　　付　　内　　容

無選択型災害割増特約

特　約　名

●死亡・高度障害になられたとき、特約死亡保険金または特約高度障害給付金をお支払いします。

給　　付　　内　　容

定期保険特約（α）

●保険期間の満了時まで生存されたとき、特約満期保険金をお支払いします。

●死亡・高度障害になられたとき、特約死亡保険金または特約高度障害給付金をお支払いします。
養老保険特約（α）

●所定の要介護状態に該当され、その状態が継続して180日あると医師に診断確定されたとき特約介護

保険金をお支払いします。

●死亡・高度障害になられたとき、特約死亡保険金または特約高度障害給付金をお支払いします。（Ⅱ型

のみ）
※介護保障特約（α）にはⅠ型とⅡ型があり、Ⅰ型は特約介護保険金のみのお支払いとなります。
※特約介護保険金と特約死亡保険金・特約高度障害給付金は重複してお支払いしません。（特約介護保険
金をお支払いした場合、この特約は消滅します。）

介護保障特約（α）

●病気で治療を目的として1日以上入院されたとき、特約疾病入院給付金をお支払いします。

●不慮の事故で180日以内に1日以上入院されたとき、特約災害入院給付金をお支払いします。

●所定の集中治療室管理による治療が行われる入院をされたとき、特約集中治療室入院給付金をお支払い

します。

●特約疾病入院給付金または特約災害入院給付金が支払われる入院をされたとき、特約入院見舞給付金を

お支払いします。

●所定の手術を受けられたとき、手術の種類によって特約入院給付金日額の10倍、20倍、40倍の特約

手術給付金をお支払いします。

入院・手術特約（α）

●所定の生活習慣病の治療を目的として1日以上入院されたとき、生活習慣病入院給付金をお支払いし
ます。生活習慣病入院特約（α）

●不慮の事故で180日以内に死亡または特定の感染症で死亡されたとき災害保険金をお支払いします。

●不慮の事故で180日以内に所定の障害状態になられたとき、障害給付金（災害保険金の1割～10割）

をお支払いします。

傷 害 特 約（α）

特　約　名

■パーフェクトキングに付加できる特約

※入院・手術特約（α）の特約疾病入院給付金、特約災害入院給付金および生活習慣病入院特約（α）の生活習慣病入院給付金のお支払限度日数は、主
契約と同一で1回の入院について60日または120日の2種類があります。（通算はいずれも1,095日です。）
※入院・手術特約（α）の特約集中治療室入院給付金のお支払いは1回の入院について14日分（ただし、広範囲熱傷特定集中治療室管理を含む場合は
60日分）、通算して120日分を限度とします。
※定期保険特約（α）、介護保障特約（α）（介護保障特約（α）はⅡ型に限ります。）は保険金額が一定の金額以上の場合、高額割引制度が適用され保
険料が割安になります。



■ナースステーションに付加できる特約

●病気で治療を目的として2日以上7日以内継続して入院をされたとき、短期疾病入院給付金をお支払い
します。
●不慮の事故で180日以内に2日以上4日以内通算して入院をされたとき、短期災害入院給付金をお支払
いします。
●1回の入院について短期疾病入院給付金は7日分、短期災害入院給付金は4日分、各々通算して80日分
を限度とします。
●主契約の入院給付金が支払われるときはこの特約の入院給付金は支払われません。

給　　付　　内　　容

短 期 入 院 特 約
（医療）

●所定の集中治療室管理による治療が行なわれる入院（2日以上継続）をされたとき、集中治療室入院給
付金をお支払いします。
●集中治療室入院給付金のお支払いは1回の入院について14日分（ただし、広範囲熱傷特定集中治療室
管理を含む場合は60日分）、通算して120日分を限度とします。

集中治療室入院特約
（医療）

●所定の手術を受けられたとき、手術の種類によって入院給付金日額の10倍、20倍、40倍の手術給付
金をお支払いします。

手 術 特 約
（医療）

●主契約に定める災害入院給付金または疾病入院給付金の支払事由に該当する入院をされ、かつ入院日数
が継続して180日以上になられたとき長期療養給付金をお支払いします。
●長期療養給付金額は主契約の入院給付金日額の20日分です。

長 期 療 養 特 約
（医療）

●ガンの治療を目的として8日以上継続して入院されたとき、ガン入院給付金をお支払いします。
●ガン入院給付金日額は主契約の入院給付金日額と同額です。
●ガン入院給付金のお支払いは1回の入院について120日分、通算して700日分を限度とします。

ガ ン 入 院 特 約
（医療）

●所定の成人病の治療を目的として8日以上継続して入院されたとき、成人病入院給付金をお支払いします。
●成人病入院給付金日額は主契約の入院給付金日額と同額です。
●成人病入院給付金のお支払いは1回の入院につき120日分、通算して700日分を限度とします。

成人病入院特約
（医療）

●所定の女性特有の特定疾病の治療を目的として8日以上継続して入院されたとき、女性疾病入院給付金
をお支払いします。
●女性疾病入院給付金日額は主契約の入院給付金日額と同額です。
●女性疾病入院給付金のお支払いは1回の入院について120日分、通算して700日分を限度とします。

女性疾病入院特約
（医療）

●主契約に定める疾病入院給付金または災害入院給付金の支払事由に該当する入院をされ、その治療を目
的として入院開始日の前日からその日を含め遡及して60日以内または退院日の翌日から120日以内に
通院されたとき通院給付金をお支払いします。
●通院給付金のお支払いは1回の入院の通院について60日分、通算して700日分を限度とします。

新通院給付特約
（医療）

●死亡・高度障害になられたとき、特約死亡保険金または特約高度障害給付金をお支払いします。
定 期 保 険 特 約
（医療）

●保険期間の満了時まで生存されたとき、特約満期保険金をお支払いします。
●死亡・高度障害になられたとき、特約死亡保険金または特約高度障害給付金をお支払いします。

養 老 保 険 特 約
（医療）

特　約　名

※ガン入院特約（医療）、成人病入院特約（医療）、女性疾病入院特約（医療）の重複付加はできません。

■保険料の変更について

会社は、以下の事由が予定より著しく増加する場合などで特に必要と認めた場合には、主務官庁の認可を得て、将来に向かっ

て以下の特約の保険料を変更することがあります。

特約介護保険金の支払事由に該当する被保険者の数

入院給付金の支払事由に該当する被保険者の数

入院給付金の支払事由に該当する被保険者の数

集中治療室入院給付金の支払事由に該当する被保険者の数または
入院日数

通院給付金の支払事由に該当する被保険者の数または通院日数

特約介護保険金の支払事由に該当する被保険者の数

給付金の支払事由または特約保険料の払込免除事由に該当する被
保険者の数または入院日数
生活習慣病入院給付金の支払事由または特約保険料の払込免除事
由に該当する被保険者の数または入院日数

事　　由 付加できる保険

●5年ごと利差配当付終身保険

●5年ごと利差配当付終身保険

●無配当定期保険

●5年ごと利差配当付定期保険

●無配当終身医療保険（α）

介 護 保 障 特 約
短期災害入院特約
短期疾病入院特約

集中治療室入院特約

新通院給付特約
介護保険特約（α）

入院・手術特約（α）

生活習慣病入院特約（α）

特　約　名



〈特長〉

●毎回のお払込み保険料が安くなり、充実した大型保障が

手軽に得られます。

●お払込み保険料合計額も少なくなります。

〈頭金制度について〉

ご契約の保険金額・年金額の一部分に対応する保険料を

一時払でお払込みいただき、残りの保険金額・年金額に対

応する保険料は年払（または半年払・月払）でお払込みい

ただく方法です。頭金部分の保険料は、予め全保険期間分

（定期保険特約の更新後の保険期間は含みません）を一回

で払込むよう計算されています。従って、保険料は年払

（または半年払・月払）による合計額に比べて、少額とな

ります。ただし、頭金部分については保険期間中にご契約

が消滅（死亡・解約等）した場合でも保険料の払戻しはあ

りません。解約の場合、約款別表に例示の解約払戻金が支

払われます。なお、頭金を定期保険特約へ充当された場合

の定期保険特約の解約払戻金はお払込み保険料そのままで

はありません。場合によっては全くないか、あってもごく

少額となります。

〈ご参考〉

頭金制度と類似する保険料の払方には、次の2種類の方

法がありますので、ご参考にしてください。

●一時払

ご契約の保険金額・年金額の全部に対応する保険料を一

時払でお払込みいただく方法です。一時払の保険料は、予

め全保険期間分を一回で払込むよう計算されています。従

って、保険料は年払（または半年払・月払）による合計額

に比べて、少額となります。ただし、契約が途中で消滅

（死亡・解約等）しても保険料の払戻しはありません。なお、

解約の場合、約款別表に例示の解約払戻金が支払われます。

頭金制度
（保険料の一部一時払制度）

●前納

年払（または半年払・月払）保険料を前納していただく

方法です。前納された保険料はいったん保険会社が預かり

（保険料前納金といいます）、その預かり金の中から、毎年

（または半年ごと・毎月）保険料として充当していく方法

です。従って、保険料は年払（または半年払・月払）によ

る合計額に比べて少額となります。契約が途中で消滅（死

亡・解約等）した場合、保険料前納金の残額があれば払戻

します。また、全保険期間に対応する保険料を予め一回で

払込む方法を「全期前納」といいます。

頭金制度（パーフェクトロード更新型の利用例）

T&Dフィナンシャル生命の頭金制度とは、

ご契約のお申込時に毎回お払込みいただく保

険料とは別に、ボーナス、預貯金、退職金な

どのお手持ちの余裕資金を有効に活かして、

ご契約の一部を一時払でお払込みいただく制

度です。

〈頭金制度をご利用いただける保険〉

●パーフェクトロード

●ライブデュオ

1．頭金を主契約と定期保険特約に充当したとき

2．頭金を主契約へ充当したとき

3．頭金を定期保険特約へ充当したとき

主契約�

定期保険�
特　　約�

頭金部分�

生涯保障�

5年ごと積立配当金�

主契約�

定期保険�
特　　約�

5年ごと積立配当金�

頭金部分�
生涯保障�

主契約�

定期保険�
特　　約�

頭金部分�

5年ごと積立配当金�

生涯保障�

指定月割増月払

指定月にまとまった保険料をお払込みいただ

き、平常月のご負担を軽減する制度です。

〈指定月割増月払をご利用いただける保険〉

●パーフェクトロード

●年2回の指定月は、「6月、12月」と「7月、1月」の2

タイプよりお選びいただけます。

●平常月と指定月の保険料割合は1：4

指定月（年2回）には毎月のお払込み保険料（主契約

保険料）の4倍の保険料をお払込みいただきます。

お手持ちの余裕資金を有効に活かし、保障を

大きくできます。

これからご契約される皆様へ



高額割引制度

●ご契約が当社所定の条件を満たす場合、保険料の高額割

引制度が適用され保険料に所定の割引があります。

減額等により契約内容が変更された場合、または定期保

険特約が更新されなかったことなどにより、当社所定の条

件を満たさなくなったときは、高額割引制度が適用されな

くなります。

保険料払込方法について

主契約（終身保険部分）の保険料払込方式には次の2つ

の方式があります。

イ．平準払込方式

保険料払込期間中、同一額の保険料をお払込みいた

だく方式です。

ロ．ステップ払込方式

保険料を2段階に分けて設定する方式で、ご契約当

初10年間（ステップ期間）の保険料負担が軽減され

る一方、その後の期間は増額した保険料（ステップ期

間中の保険料の1.3倍相当額）をお払込みいただきま

す。

ステップ払込方式の場合、平準払込方式に比べ、主契約の

保険料払込期間満了時までの保険料払込合計額は多くなり

ます。また、主契約の保険料払込期間中の解約払戻金は少

なくなりますが、主契約の保険料払込期間満了後は同じに

なります。

〈ステップ払込方式のしくみ図〉

自動更新�

ご契約� 10年後�

ステップ期間�

保険料払込期間�

払込満了�

1.3
1

定期保険特約�

終身保険�

ステップ払込方式の保険料�

平準払込方式の保険料�

〈ステップ払をご利用いただける保険〉

�パーフェクトロード〔更新型〕

※「パーフェクトロード」の主契約部分についてのみ適用します。

保障内容の見直しをご検討の方へ

現在のご契約の保障内容を見直されるときには、

つぎのような方法がご利用いただけます。

定期保険特約等の中途付加

〈特　長〉

●現在のご契約の保障内容や保険期間は変えずに、死亡保

障額などを増やすことができます。

〈しくみ〉

●現在の当社のご契約に

定期保険特約などを新

たに付加して保障額を

大きくする方法です。

〈現在のご契約は〉

●継続します。

〈保険料〉

●中途付加時の被保険者の年齢、保険料率により中途付加

する特約の保険料を計算し、現在のご契約の保険料に加

えてお払込みいただきます。

現在のご契約�

定期保険特約�

→�

追加契約

〈特　長〉

●現在のご契約はそのまま継続し、そのご契約とは異なる

内容で保障を充実することができます。

〈しくみ〉

●現在のご契約に追加し

て、別の新しい保険に

ご契約いただく方法で

す。

●ご契約は2件になりま

す。

〈現在のご契約は〉

●継続します。

〈保険料〉

●新しい保険のご契約時の被保険者の年齢、保険料率によ

り新しい保険の保険料を計算し、現在のご契約の保険料

とあわせてお払込みいただきます。

（ご注意） ●それぞれの方法のご利用には、現在のご契約の種類や内
容により、所定の条件を満たすことが必要になります。
くわしくは、担当者か、最寄りの店舗、またはお客様サ
ービスセンターまでご相談ください。
●いずれの方法をご利用いただく場合も、あらためて診査
（または告知）が必要な場合があり、健康状態によって
は、ご利用いただけない場合があります。

現在のご契約�

追加契約�

＋�

→�

↓�



●企業向け商品

①団体保険・団体年金保険等（主契約）

保険種類 特　　　徴

企業が契約者となり、福利厚生規程に基づいて、役員および従業員の死亡・高度障害の場合にお

ける遺族の保障を目的とした1年更新の団体保険です。

役員および従業員の自助努力により、役員および従業員の死亡・高度障害の場合における遺族の

保障を目的とした1年更新の団体保険です。

賦払信用供与機関の債権の保全、住宅ローン等の利用者の死亡・高度障害の場合、遺族の債務弁

済保証を目的とした団体保険で、銀行・割賦販売会社などで利用されています。

カードローン・キャッシング・ショッピングなどの信用供与契約における死亡・高度障害時の債

権保全を目的とした団体保険です。

退職後の年金支払を目的とした保険で、年金が終身支払われるものと、一定期間だけ支払われる

ものがあります。この保険では税法上の要件を備えた適格退職年金制度、特定退職金共済制度、

その他役員年金制度などがあります。

団体の所属員が保険料を拠出し、自助努力で老後の生活資金を準備するための年金保険で共済年

金と呼ばれているものです。

公的年金である厚生年金保険の一部を代行するとともに、企業・団体独自の給付を上乗せできる

企業年金保険です。公的年金と同様、税制上の優遇措置があります。

勤労者自身の積立により財産づくり、老後の資金づくり、住宅取得等の資金づくりに利用する保

険です。財形年金積立保険、財形住宅貯蓄積立保険は払込保険料累計額の一定額までが利子非課税

です。

勤労者の財産形成を援助、奨励するため、保険料を事業主が負担する保険です。7年ごとに積立

金が勤労者に払い出されます。

公的医療保険制度の被保険者を対象として、治療給付金、入院給付金、または死亡保険金が支払

われる1年更新の団体保険です。

就業不能時の保障を目的とした1年更新の団体保険で、被保険者である団体の所属員が傷害また

は疾病を原因として所定の就業不能状態に該当した場合に就業不能保険金が、死亡時は死亡保険

金が支払われる保険です。

自営業などの方々が、公的年金である国民年金保険に上乗せをして老後への準備をする自助努力

型の保険です。公的年金と同様、税制上の優遇措置があります。

総合福祉団体定期保険（全員加入）

団 体 定 期 保 険 （ 任 意 加 入 ）

団 体 信 用 生 命 保 険

消 費 者 信 用 団 体 生 命 保 険

新 企 業 年 金 保 険

拠 出 型 企 業 年 金 保 険

厚 生 年 金 基 金 保 険

勤労者財産形成貯蓄積立保険
財 形 年 金 積 立 保 険
財 形 住 宅 貯 蓄 積 立 保 険

財 形 給 付 金 保 険

医 療 保 障 保 険 （ 団 体 型 ）

団 体 就 業 不 能 保 障 保 険

国 民 年 金 基 金 保 険

②団体保険・団体年金保険等（特約）

保険種類 特　　　徴

被保険者の死亡・高度障害に対し、代替雇用者の採用・育成費用などの団体が負担すべき諸費用

の財源を確保することを目的とした特約で、保険契約者に支払われます。

死亡保険金を一時金に代えて年金で支払われる特約です。

不慮の事故による障害・入院に対して障害給付金、入院給付金が支払われる特約です。

総合福祉団体定期保険・団体定期保険
年 金 払 特 約

総 合 福 祉 団 体 定 期 保 険
災 害 総 合 保 障 特 約

総 合 福 祉 団 体 定 期 保 険
ヒューマン・ヴァリュー特約



Ⅲ―9 ●情報システムに関する状況 Ⅲ―10 ●公共福祉活動、厚生事業団活動の概況

T&Dグループの共通基盤としてグループウェアやコン
ピュータの運用管理システムなどを整備・統合すると共

に、銀行窓販対応システムの機能拡充、営業拠点ネットワ

ークのIP－VPN化などIT基盤を強化・拡充しました。

保険種類 特　　　徴

不慮の事故による死亡・高度障害に対して災害保険金、災害高度障害保険金が支払われる特約です。

不慮の事故による死亡・障害に対して災害保険金、障害給付金が支払われる特約です。

不慮の事故による死亡・障害・入院に対して災害保険金、障害給付金、入院給付金が支払われる

特約です。

交通事故による死亡・障害・入院に対して交通災害保険金、交通障害給付金、交通入院給付金が

支払われる特約です。

業務上の事故による死亡・障害もしくは通勤途上の事故による死亡・障害に対して労働災害保険

金、労働傷害給付金、通勤災害保険金、通勤傷害給付金が支払われる特約です。

団体定期保険の主たる被保険者の子の死亡・高度障害に対して死亡保険金、高度障害保険金が支

払われる特約です。

団体定期保険の主たる被保険者の子の不慮の事故による死亡・高度障害に対して災害保険金、災

害高度障害保険金が支払われる特約です。

団体定期保険の主たる被保険者の子の不慮の事故による死亡・障害に対して災害保険金、障害給

付金が支払われる特約です。

団体定期保険の主たる被保険者の子の不慮の事故による死亡・障害・入院に対して災害保険金、

障害給付金、入院給付金が支払われる特約です。

団体定期保険の主たる被保険者の子の交通事故による死亡・障害・入院に対して交通災害保険

金、交通障害給付金、交通入院給付金が支払われる特約です。

医療保障保険（団体型）の主たる被保険者の配偶者または子を対象として、治療給付金、入院給

付金、または死亡保険金が支払われる特約です。

医療保障保険（団体型）および医療保障保険（団体型）用家族特約の治療給付金、入院給付金の

1回の入院についての支払限度日数を延長できる特約です。

被保険者が傷害又または疾病を原因として、所定の身体障害状態になった場合に障害保険金が支

払われる特約です。

新企業年金保険加入中の死亡に対して遺族年金または遺族一時金が支払われる特約です。

拠出型企業年金保険加入中の死亡に対して遺族年金または遺族一時金が支払われる特約です。

適格退職年金制度の資産について一般勘定と分離して、資産種類毎に構成される複数の特別勘定
口で運用できる特約です。

厚生年金基金保険の資産について一般勘定と分離して、資産種類毎に構成される複数の特別勘定

口で運用できる特約です。

厚生年金基金保険の資産について一般勘定と分離して、個々の契約単位で運用できる特約です。

国民年金基金保険の資産について一般勘定と分離して、資産種類毎に構成される複数の特別勘定

口で運用できる特約です。

団 体 定 期 保 険 災 害 割 増 特 約

団 体 定 期 保 険 傷 害 特 約

団 体 定 期 保 険 災 害 保 障 特 約

団 体 定 期 保 険 交 通 災 害 特 約

団体定期保険新労働災害保障特約

団 体 定 期 保 険 こ ど も 特 約

団体定期保険こども災害割増特約

団体定期保険こども傷害特約

団体定期保険こども災害保障特約

団体定期保険こども交通災害特約

医療保障保険（団体型）用家族特約

医 療 保 障 保 険 （ 団 体 型 ） 用
長 期 療 養 給 付 特 約

団 体 信 用 生 命 保 険 障 害 特 約

新企業年金保険遺族年金特約

拠出型企業年金保険遺族年金特約

新企業年金保険特別勘定特約

厚生年金基金保険特別勘定第1特約

厚生年金基金保険特別勘定第2特約

国民年金基金保険特別勘定特約

生命保険事業は社会性・公共性の高い事業であることか

ら、社会の発展に寄与するための社会貢献活動は重要なも

のであると考えています。当社では、（社）生命保険協会

及び全国にある地方生命保険協会を通じて、要介護老人支

援策、募金・献血運動など様々な社会貢献活動に取り組ん

でいます。



Ⅳ. 直近5事業年度における主要な業務の状況を示す指標

項　　　　目

経常収益

経常利益（または経常損失）

基礎利益

当期剰余（または当期損失）

当期純利益（または当期純損失）

基金の総額

資本金

発行済株式の総数

総資産

うち特別勘定資産

責任準備金残高

貸付金残高

有価証券残高

ソルベンシ－・マージン比率

（相）剰余金処分対象額に占める配当準備金等の割合

従業員数

保有契約高

団体年金保険保有契約高

平成12年度

462,263

△ 34,311

△ 1,772

△ 74,987

－

30,000

－

－

722,532

19,678

635,541

191,944

289,265

－

－

2,575名

10,750,400

96,042

平成13年9月期

61,049

△ 119

667

41,362

－

1,000

－

－

665,346

17,239

617,829

86,866

219,831

72.9%

－

1,727名

6,730,478

90,665

平成14年3月期

117,628

1,178

2,792

－

△ 413

－

10,000

普通株式200千株

598,624

17,523

540,248

63,943

469,564

1,053.0%

－

1,489名

5,547,530

77,791

平成14年度

135,541

△ 4,466

△ 3,252

－

△ 6,431

－

20,000

普通株式600千株

613,651

75,479

550,327

51,836

478,677

1,031.9%

－

1,440名

4,954,640

69,843

平成15年度

187,469

△ 2,667

△ 3,153

－

△ 3,768

－

20,000

普通株式600千株

682,282

179,637

625,606

26,288

581,796

984.8%

－

1,441名

5,134,420

64,620

（単位：百万円）

（注）1．基金の総額には、基金償却積立金を含みます。

2．ソルベンシ－・マージン比率は平成12年度末については算出不能のため、掲載致していません。

平成13年9月末については、更生手続期間中であり、かつ組織変更（平成13年10月17日）前の状態であるため、

資本金及び劣後ローンが算入されていませんので、数値が低くなっています。

尚、資本金及び劣後ローンを入れた状態のソルベンシー・マージン比率は500.3％となります。

3．剰余金処分対象額に占める配当準備金等の割合とは保険業法施行規則第27条の規定により計算した額に占める社員

配当準備金及び社員配当平衡積立金に積み立てる額の合計額の割合です。（相互会社のみ）

4．保有契約高とは、個人保険・個人年金保険・団体保険の各保有契約高の合計です。

なお、個人年金保険については、年金支払開始前契約の年金支払開始時における年金原資と年金払い開始後契約の

責任準備金を合計したものです。

5．団体年金保険保有契約高については、責任準備金の金額です。

6．当社は、更生特例法に基づき平成13年4月1日から平成13年9月30日までを事業年度としているため、平成14年3

月期決算は、平成13年10月1日から平成14年3月31日までを事業年度として決算手続きを行っています。



Ⅴ. 財産の状況

Ⅴ－１ ●貸借対照表

（単位：百万円）

科 目

（ 資 産 の 部 ）
現 金 及 び 預 貯 金
現 金
預 貯 金

買 入 金 銭 債 権
金 銭 の 信 託
有 価 証 券
国 債
社 債
株 式
外 国 証 券
そ の 他 の 証 券

貸 付 金
保 険 約 款 貸 付
一 般 貸 付

不 動 産 及 び 動 産
土 地
建 物
動 産

代 理 店 貸
再 保 険 貸
そ の 他 資 産
未 収 金
前 払 費 用
未 収 収 益
預 託 金
仮 払 金
営 業 権
そ の 他 の 資 産

貸 倒 引 当 金
資 産 の 部 合 計

（ 負 債 の 部 ）
保 険 契 約 準 備 金
支 払 備 金
責 任 準 備 金
契約者配当準備金

代 理 店 借
再 保 険 借
そ の 他 負 債
未 払 法 人 税 等
未 払 金
未 払 費 用
前 受 収 益
預 り 金
預 り 保 証 金
仮 受 金

退 職 給 付 引 当 金
役員退職慰労引当金
価 格 変 動 準 備 金
繰 延 税 金 負 債
負 債 の 部 合 計

（ 資 本 の 部 ）
資 本 金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金

利 益 剰 余 金
当 期 未 処 分 利 益

（当期純利益 ）
株 式 等 評 価 差 額 金
資 本 の 部 合 計
負債及び資本の部合計

科 目
金 額 金 額

平成14年度末

47,933
26

47,906
170

5,263
478,677
276,953
16,753
6,883
49,864
128,222
51,836
20,244
31,592
2,245
1,235
935
74
18

1,876
27,250
3,321
103

1,390
910
118

19,500
1,906

△ 1,621
613,651

570,436
14,376
550,327
5,732
897
17

5,740
71

3,534
1,269
12
239
0

613
11,820

33
101
257

589,304

20,000
10,000
10,000
△ 6,108
△ 6,108

455
24,346
613,651

43,053
20

43,033
173

5,152
581,796
260,443
23,359
4,827
58,628
234,537
26,288
19,181
7,106
2,172
1,235
886
50
0

3,892
20,995
3,452
101

1,327
1,048
30

13,000
2,035

△ 1,243
682,282

644,678
14,144
625,606
4,927
452
269

4,193
72

2,007
1,259

5
254
0

593
11,250
105
194
367

661,510

20,000
10,000
10,000
△ 9,877
△ 9,877

649
20,772
682,282

平成14年度末平成15年度末 平成15年度末

注　記

（1） 有価証券（現金及び預貯金・買入金銭債権のうち有価証

券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産として運用

している有価証券を含む）の評価は、売買目的有価証券につ

いては時価法（売却原価の算定は移動平均法）、満期保有目

的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、

その他有価証券のうち時価のあるものについては3月末日の

市場価格等に基づく時価法（売却原価の算定は移動平均法）、

時価のないものについては取得差額が金利調整差額と認めら

れる公社債（外国債券を含む）については移動平均法による

償却原価法（定額法）、それ以外の有価証券については移動

平均法による原価法によっております｡

なお、その他有価証券の評価差額については、全部資本直

入法により処理しております｡

（2） 不動産及び動産の減価償却の方法は、建物については定

額法により、建物以外については定率法により行っておりま

す｡

（3） 外貨建資産は、決算日の為替相場により円換算しており

ます｡

（4） 貸倒引当金は、資産の自己査定基準及び償却・引当基準

に則り、次のとおり計上しております｡

破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生し

ている債務者（以下｢破綻先｣という）に対する債権及び実質

的に経営破綻に陥っている債務者（以下｢実質破綻先｣という）

に対する債権については、債権額から担保の回収可能見込額

及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上し

ております｡

また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に

陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」

という）に対する債権については、債権額から担保の回収可

能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額

のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額

を計上しております｡上記以外の債権については、過去の一

定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額

に乗じた額を計上しております｡

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署

が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が

査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引

当を行っております｡

（5） 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退

職給付に係る会計基準（｢退職給付に係る会計基準の設定に

関する意見書｣平成10年6月16日企業会計審議会）に基づき、

当期末において発生していると認められる額を計上しており

ます｡

（6） 役員退職慰労引当金は商法施行規則第43条の規定に基

づく引当金であり、役員の退職慰労金の支払いに備えるため、

(△ 6,431) (△ 3,768)



内規に基づき算出した、当期末において発生していると認め

られる額を計上しております｡

（7） 価格変動準備金は、保険業法第115条の規定に基づき算

出した額を計上しております。

（8） 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によって

おります。ただし、資産にかかる控除対象外消費税等のうち、

税法に定める繰延消費税等については、前払費用に計上し5

年間で均等償却し、繰延消費税等以外のものについては、発

生した年度に費用処理しております。

（9） 責任準備金は、保険業法第116条の規定に基づく準備金

であり、保険料積立金については保険業法施行規則第69条

第4項第4号の規定に基づき、条件変更を受けた契約につい

ては、保険料払込年数をチルメル期間としたチルメル式によ

り、それ以外の契約については保険料払込年数と5年間のい

ずれか短い期間をチルメル期間としたチルメル式により計算

しております｡

（10）その他資産に計上している自社利用のソフトウェアの減

価償却の方法は、利用可能期間（5年）に基づく定額法によ

り行っております。

（11）営業権については、5年以内で毎期均等償却しておりま

す。

（12）保険業法施行規則の改正により、従来の「当期利益（又

は当期損失）」は、当期から｢当期純利益（又は当期純損

失）｣として表示しております。

（13）貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権、3ヵ月以上延滞

債権及び貸付条件緩和債権の額は、8,808百万円でありま

す｡

なお、それぞれの内訳は以下の通りであります｡

①　貸付金のうち、破綻先債権額はありません。

延滞債権額は8,808百万円であり、その全額が保険約款

貸付ですが、解約返戻金等相当額7,605百万円で担保され

ており、残額1,203百万円は全額引当てております。

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相

当期間継続していることその他の事由により元本又は利息

の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計

上しなかった貸付金（貸倒償却を行った部分を除く｡以下

｢未収利息不計上貸付金｣という｡）のうち、法人税法施行

令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイから

ホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じ

ている貸付金であります｡

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、

破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目

的として利息の支払を猶予した貸付金以外の貸付金であり

ます｡

②　貸付金のうち、3ヵ月以上延滞債権額はありません｡

なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、

約定支払日の翌日を起算日として3ヵ月以上延滞している

貸付金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであり

ます｡

③　貸付金のうち、貸付条件緩和債権額はありません。

なお、貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支

援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、

元本の返済猶予、債権放棄その他債務者に有利となる取決

めを行ったもので、破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上

延滞債権に該当しない貸付金であります。

（14）不動産及び動産の減価償却累計額は2,752百万円であり

ます｡

（15）特別勘定の資産の額は179,637百万円であります。な

お負債の額も同額であります。

（16）保険業法施行規則第17条の3第1項第3号に規定する純

資産の額は、649百万円であります。

（17）貸借対照表上の純資産額から株式等評価差額金の合計額

を控除した金額が、資本金、資本準備金及び利益準備金の合

計額を下回る額は9,877百万円であります。

（18）貸借対照表に計上した動産の他、リース契約により使用

している重要な動産として電子機器があります。

（19）契約者配当準備金の異動状況は次のとおりであります。

前期末現在高 5,732百万円

当期契約者配当金支払額 2,033百万円

利息による増加等 9百万円

契約者配当準備金繰入額 1,219百万円　

当期末現在高 4,927百万円

（20）担保に供されている資産の額は2,393百万円であります。

（21）外貨建資産の額は3,816百万円であります。（主な外貨

額34百万米ドル、1百万ユーロ）

（22）金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法

律附則第140条第5項の規定に基づき生命保険契約者保護機

構が承継した旧保険契約者保護基金に対する当期末における

当社の今後の負担見積額は360百万円であります。

なお、当該負担金は拠出した期の事業費として処理してお

ります。

（23）保険業法第259条の規定に基づく生命保険契約者保護機

構に対する当期末における当社の今後の負担見積額は1,931

百万円であります。

なお、当該負担金は拠出した期の事業費として処理してお

ります。

（24）退職給付債務に関する事項は次のとおりであります。

①　退職給付債務及びその内訳

1 退職給付債務 △11,308百万円

2 未認識数理計算上の差異　　△27百万円

3 未認識過去勤務債務 85百万円

4 退職給付引当金 △11,250百万円

②　退職給付債務等の計算基礎

1 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

2 割引率 2.3%

3 数理計算上の差異の処理年数 発生の翌期に全額費

用処理しております。

4 過去勤務債務の額の処理年数 5年（発生時の従業員

の平均残存勤務期間

以内の一定年数によ

る定額法により費用

処理しております）

（25）繰延税金資産の総額は、19,095百万円、繰延税金負債

の総額は、649百万円であります。繰延税金資産のうち評価

性引当額として控除した額は、18,813百万円であります。

繰延税金資産の発生の主な原因別内訳は、繰越欠損金

11,437百万円、退職給付引当金4,055百万円、営業権償却

1,174百万円であります。また、繰延税金負債発生の原因別

内訳は、株式等評価差額金649百万円であります。

（26）当期における法定実効税率は36.15%であり、法定実効

税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異

38.18%の主な内訳は、評価性引当額の増加による影響

34.74％であります。



Ⅴ－2 ●損益計算書

（単位：百万円）

科　　　　　目

経常収益
保険料等収入
保険料
再保険収入
資産運用収益
利息及び配当金等収入
預貯金利息
有価証券利息・配当金
貸付金利息
不動産賃貸料
その他利息配当金
有価証券売却益
有価証券償還益
その他運用収益
特別勘定資産運用益
その他経常収益
年金特約取扱受入金
保険金据置受入金
支払備金戻入額
退職給付引当金戻入額
その他の経常収益

経常費用
保険金等支払金
保険金
年金
給付金
解約返戻金
その他返戻金
再保険料
責任準備金等繰入額
責任準備金繰入額
契約者配当金積立利息繰入額
資産運用費用
支払利息
金銭の信託運用損
有価証券売却損
有価証券評価損
有価証券償還損
為替差損
貸倒引当金繰入額
賃貸用不動産等減価償却費
その他運用費用
特別勘定資産運用損
事業費
その他経常費用
保険金据置支払金
税金
減価償却費
役員退職慰労引当金繰入額
営業権償却
その他の経常費用

経常利益
特別利益
不動産動産等処分益
貸倒引当金戻入額
その他特別利益

特別損失
不動産動産等処分損
価格変動準備金繰入額
その他特別損失

135,541
127,405
125,529
1,875
5,217
4,577
19

3,499
1,037
15
5

170
24
444
－

2,917
0

873
1,279
716
48

140,007
95,451
35,020
4,839
16,923
31,462
7,173
33

10,117
10,078

38
6,121
126

1,171
26
8
－
－

137
23
295

4,332
19,500
8,816
914

1,163
211
22

6,500
4

△ 4,466
72
35
－
37
163
59
93
11

1,802
△ 6,360

71
△ 6,431

323
△ 6,108

187,469
156,144
152,976
3,168
30,019
6,077

2
5,239
833
1
0

984
25
325

22,605
1,305

0
461
231
569
42

190,137
87,246
30,277
5,237
15,055
29,001
6,162
1,511
75,288
75,278

9
500
0
6

181
17
3
1
－
44
243
－

18,345
8,756
679

1,129
373
72

6,500
1

△ 2,667
641
271
370
－

449
356
93
－

1,219
△ 3,693

74
△ 3,768
△ 6,108
△ 9,877

契約者配当準備金繰入額
税引前当期純利益
法人税及び住民税
当期純利益
前期繰越利益
当期未処分利益

経
　
　
常
　
　
損
　
　
益
　
　
の
　
　
部

特
別
損
益
の
部

金　　　　　額
平成14年度
平成14年4月1日から
平成15年3月31日まで

平成15年度
平成15年4月1日から
平成16年3月31日まで〔 〕 〕〔

注　記

（1) 有価証券売却益の主な内訳は、国債等債券211百万

円、株式等677百万円、外国証券95百万円でありま

す｡

（2）有価証券売却損の主な内訳は、外国証券122百万円、

株式等58百万円であります｡

（3）有価証券評価損は、株式等17百万円であります｡

（4）1株当たり当期純損失は6,281円20銭であります｡

（5）退職給付費用の総額は、408百万円であります｡なお

その内訳は、以下のとおりです｡

イ　勤務費用 314百万円

ロ　利息費用 269百万円

ハ　数理計算上の差異の費用処理額 △199百万円　　

ニ　過去勤務債務の費用処理額 24百万円　　

（6）保険業法施行規則の改正により、従来の「税引前当

期利益（又は税引前当期損失）」および「当期利益

（又は当期損失）」は、当期から「税引前当期純利益

（又は税引前当期純損失）」および「当期純利益（又

は当期純損失）」として表示しております。

（ご参考）

重要な後発事象

当社、太陽生命保険株式会社、大同生命保険株式会社は、

平成15年12月18日開催の臨時株主総会の承認に基づ

き、平成16年4月1日に株式移転により、完全親会社と

なる保険持株会社（株式会社T&Dホールディングス）を
共同で設立し、同社の完全子会社となりました。株式移転

後の親会社に関する事項は以下のとおりです。

（1）株式移転後の親会社の概要

（平成16年4月1日現在）

（2）株式移転後の親会社の当社への出資状況および当社

の親会社への出資状況

（平成16年4月1日現在）

会社名

株式会社
T&Dホール
ディングス

所在地

東京都中央区
日本橋2丁目
7番9号

資本金

1,000億円

当社に対する
議決権割合

100.0％

主要な事業内容

生命保険会社、その
他保険業法の規定に
より子会社とした会
社の経営管理および
それに附帯する業務

会社名

株式会社
T&Dホールディ
ングス

当社への出資状況

持株数

600千株 100.0％ ― ―

議決権比率 持株数 議決権比率

当社の親会社への出資状況



Ⅴ－3 ●キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

科　　　　　目

金　　　　　額

平成14年度
平成14年4月 1日から
平成15年3月31日まで

平成15年度
平成15年4月 1日から
平成16年3月31日まで〔 〔〕 〕

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益（△損失）
賃貸用不動産等減価償却費
減価償却費
支払備金の増加額（△減少額）
責任準備金の増加額（△減少額）
契約者配当準備金積立利息繰入額
契約者配当準備金繰入額（△戻入額）
貸倒引当金の増加額（△減少額）
退職給付引当金の増加額（△減少額）
その他引当金の増加額（△減少額）
価格変動準備金の増加額（△減少額）
利息及び配当金等収入
有価証券関係損益（△益）
支払利息
為替差損益（△益）
不動産動産関係損益（△益）
代理店貸の増加額（＋減少額）
再保険貸の増加額（＋減少額）
その他資産（除投資活動・財務活動関連）の増加額（＋減少額）
代理店借の増加額（△減少額）
再保険借の増加額（△減少額）
その他負債（除投資活動・財務活動関連）の増加額（△減少額）
その他

小　　　　　　　計
利息及び配当金等の受取額
利息の支払額
契約者配当金の支払額
その他
法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

金銭の信託の増加による支出
金銭の信託の減少による収入
有価証券の取得による支出
有価証券の売却・償還による収入
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
Ⅱ① 小　　　　　　　計
（Ⅰ＋Ⅱ①）

不動産及び動産の取得による支出
不動産及び動産の売却による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金の返済による支出
株式の発行による収入
財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額
Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額）
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高
Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

△ 6,360
23

6,711
△ 1,279
10,078

38
1,802
137

△ 716
3
93

△ 4,577
5,343
126
－

△ 26
10

△ 1,853
635
896
12
283
－

11,384
5,977
△ 246

△ 3,021
－

△ 35
14,058

△ 39,500
33,566

△ 455,910
444,231
△ 10,764
22,821
△ 5,555

△ 411
110

△ 5,857

△ 10,000
20,000
10,000

－
18,201
29,732
47,933

△ 3,693
44

6,873
△ 231
75,278

9
1,219
△ 370
△ 569

61
93

△ 6,077
△ 23,407

0
1
2
18

△ 2,015
△ 641
△ 445
251

△ 207
64

46,257
8,587
△0

△ 2,033
14

△ 73
52,752

－
110

△ 222,035
138,775
△ 4,040
29,566

△ 57,623

△ 8
－

△ 57,631

－
－
－
－

△ 4,879
47,933
43,053

（注）キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）の範囲は、手許現金、要求払預貯金及び取得日から満期

日又は償還日までの期間が3ヵ月以内の譲渡性預金等の短期投資であります。

(8,502) （△ 4,871）



Ⅴ－4 ●損失処理に関する書面

Ⅴ－5 ●債務者区分による債権の状況

（単位：百万円）

科　　　　　目

当期未処理損失
次期繰越損失

6,108
6,108

9,877
9,877

平成14年度
〔平成14年4月 1日から平成15年3月31日まで〕

平成15年度
〔平成15年4月 1日から平成16年3月31日まで〕

金　　　　　　　　　　額

（単位：百万円）

平成１5年度末
8,929

－
－

8,929
（33.51%）
17,713
26,642

Ⅴ－6 ●リスク管理債権の状況

（注）1．破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者
に対する債権及びこれらに準ずる債権です。
2．危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の
元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権です。
3．要管理債権とは、3ヵ月以上延滞貸付金及び条件緩和貸付金です。なお、3ヵ月以上延滞貸付金とは、元本又は利息
の支払が、約定支払日の翌日から3ヵ月以上遅延している貸付金（注1及び2に掲げる債権を除く。）、条件緩和貸付金と
は、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄そ
の他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金（注1及び2に掲げる債権並びに3ヵ月以上延滞貸付金を除く。）です。
4．正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、注1から3までに掲げる債権以外のも
のに区分される債権です。
5．平成15年度末の上記債権額合計のうち、保険約款貸付は19,491百万円であり、保険約款貸付の内訳は破産更生債
権およびこれらに準ずる債権8,929百万円、正常債権10,562百万円です。

（注）1．破綻先債権とは、元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本または利息の取
立てまたは弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金（未収利息不計上貸付金）のうち、会社更
生法､民事再生法、破産法、商法等による手続き申立てにより法的倒産となった債務者、または手形交換所の取引停止
処分を受けた債務者､あるいは、海外の法律により上記に準ずる法律上の手続き申立てがあった債務者に対する貸付金
です。
2．延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、上記破綻先債権及び債務者の経営再建または支援を図ることを目的
として利息の支払を猶予したもの以外の貸付金です。
3．3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上遅延しているもので、破綻先債権、
延滞債権に該当しない貸付金です。
4．貸付条件緩和債権とは債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返
済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行ったもので、破綻先債権、延滞債権および3ヵ月以上延滞債
権に該当しない貸付金です。
5．平成15年度末の上記リスク管理債権合計額は全額保険約款貸付です。リスク管理債権に該当する保険約款貸付は、
全額解約返戻金等により保全されています。

（単位：百万円）

平成15年度末
－

8,808
－
－

8,808
（33.51%）

区　　　　　分
破綻先債権額 ①
延滞債権額 ②
3ヵ月以上延滞債権額 ③
貸付条件緩和債権額 ④
合計　①＋②＋③＋④
（貸付残高に対する比率）

区　　　　分
破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権

小　計
（対合計比）
正常債権
合　計

平成１4年度末
8,969
115
－

9,084
（17.39%）
43,163
52,247

平成14年度末
－

8,959
－
－

8,959
（17.28%）



Ⅴ－7 ●保険金等の支払能力の充実の状況（ソルベンシー・マージン比率）
（単位：百万円）

項　　　　　目 平成14年度末
26,815
23,891
101
174
355
641
9

740
－

901
－
－
－

5,197

3,788
477

2,756
210

1,031.9%

平成15年度末
23,115
20,122
194
465
22
915
－

785
－

609
－
－
－

4,694

3,580
441

2,292
189

984.8%

ソルベンシー・マージン総額（Ａ）

リスクの合計額√Ｒ1
2＋（Ｒ2＋Ｒ3）2＋Ｒ4（Ｂ）

ソルベンシー・マージン比率　　　　　　　　×100
（A）

（1／2）×（B）

資本の部合計
価格変動準備金
危険準備金
一般貸倒引当金
その他有価証券の評価差額×90％（マイナスの場合100％）
土地の含み損益×85％（マイナスの場合100％）
解約返戻金相当額超過部分
配当準備金中の未割当額
将来利益
税効果相当額
負債性資本調達手段等
控除項目

保険リスク相当額　R1
予定利率リスク相当額　R2
資産運用リスク相当額　R3
経営管理リスク相当額　R4

（注）1．上記は、保険業法施行規則第86条、第87条、第161条、第162条及び第190条、平成8年大蔵省告示第50号の規
定に基づいて算出しています。
（「資本の部合計」は、貸借対照表の「資本の部合計」から、株式等評価差額金を控除した額を記載しています。）

Ⅴ－8 ●有価証券等の時価情報（会社計）
（１）有価証券の時価情報

①売買目的有価証券の評価損益 （単位：百万円）

（注）本表には、「金銭の信託」等の売買目的有価証券を含みます。

区　　　分
平成14年度末

貸借対照表計上額
73,024

当期の損益に含まれた評価損益
△ 4,998

貸借対照表計上額
176,418

当期の損益に含まれた評価損益
23,106

平成15年度末

売買目的有価証券

②有価証券の時価情報（売買目的有価証券以外の有価証券のうち時価のあるもの） （単位：百万円）

（注）本表には、CD（譲渡性預金）等、証券取引法上の有価証券に準じた取扱いを行うことが適当と認められるものを含みま
す。

区　　　分

満期保有目的の債券
責任準備金対応債券
子会社･関連会社株式
その他有価証券
公社債
株式
外国証券
公社債
株式等

その他の証券
買入金銭債権
譲渡性預金
その他

合計
公社債
株式
外国証券
公社債
株式等

その他の証券
買入金銭債権
譲渡性預金
その他

248,857
－
－

107,304
20,546

99
16,501

－
16,501
70,055
101
－
－

356,162
240,407

99
45,498
28,996
16,501
70,055
101
－
－

253,111
－
－

108,017
20,578

96
16,534

－
16,534
70,637
170
－
－

361,129
245,376

96
44,848
28,313
16,534
70,637
170
－
－

4,254
－
－

712
31
△ 2
32
－
32
581
69
－
－

4,967
4,968
△ 2

△ 650
△ 683

32
581
69
－
－

5,218
－
－

1,365
66
－
94
－
94

1,135
69
－
－

6,584
5,275

－
103
8
94

1,135
69
－
－

△ 964
－
－

△ 652
△ 34
△ 2
△ 61
－

△ 61
△ 553

－
－
－

△ 1,616
△ 306
△ 2

△ 753
△ 692
△ 61
△ 553

－
－
－

251,985
－
－

128,915
36,963

99
26,186
1,746
24,439
65,564
101
－
－

380,900
258,551

99
56,584
32,144
24,439
65,564
101
－
－

252,644
－
－

129,933
36,377
199

26,187
1,615
24,572
66,995
173
－
－

382,577
259,480

199
55,728
31,156
24,572
66,995
173
－
－

659
－
－

1,017
△ 586

99
0

△ 131
132

1,430
72
－
－

1,676
929
99

△ 855
△ 987
132

1,430
72
－
－

2,254
－
－

1,796
2
99
179
―

179
1,442
72
－
－

4,051
2,256
99
179
－

179
1,442
72
－
－

△ 1,594
－
－

△ 779
△ 588

―
△ 178
△ 131
△ 47
△ 12
－
－
－

△ 2,374
△ 1,327

－
△ 1,034
△ 987
△ 47
△ 12
－
－
－

平成14年度末

帳簿価額 帳簿価額時　価
うち差益 うち差益うち差損 うち差損

時　価
差　損　益 差　損　益

平成15年度末



・時価のない有価証券の帳簿価額は次のとおりです。

（単位：百万円）

区　　分

満期保有目的の債券

非上場外国債券

その他

責任準備金対応債券

子会社・関連会社株式

その他有価証券

非上場国内株式（店頭売買株式を除く）

非上場外国株式（店頭売買株式を除く）

非上場外国債券

その他

合計

平成14年度末

49,999

－

49,999

－

－

4,211

2,758

－

－

1,453

54,211

平成15年度末

24,999

－

24,999

－

－

3,786

2,739

－

－

1,046

28,786

（2）金銭の信託の時価情報

（単位：百万円）

区　　分

金銭の信託

平成14年度末

貸借
対照表
計上額

5,263 5,263 － － － 5,152 5,152 － － －

貸借
対照表
計上額

時　価 時　価
差　損　益 差　損　益

うち差益 うち差益うち差損 うち差損

平成15年度末

・運用目的の金銭の信託

（単位：百万円）

区　　分

運用目的の金銭の信託 5,263 △ 1,171 5,152 －

平成14年度末

貸借対照表計上額 貸借対照表計上額当期の損益に含まれた評価損益 当期の損益に含まれた評価損益

平成15年度末

・満期保有目的・責任準備金対応・その他の金銭の信託

平成14年度末、平成15年度末とも残高はありません。

（3）デリバティブ取引の時価情報（ヘッジ会計適用・非適用分の合算値）

「金利関連」「通貨関連」「株式関連」「債権関連」について、平成14年度末、平成15年度末とも残高はありません。



Ⅴ－9 ●経常利益等の明細（基礎利益）

（単位：百万円）

平成14年度

△ 3,252

170

－

－

170

－

－

－

1,206

1,171

－

26

8

－

－

－

△ 1,035

△ 4,287

－

－

－

－

179

－

132

47

－

－

－

△ 179

△ 4,466

平成15年度

△ 3,153

984

－

－

984

－

－

－

206

6

－

181

17

－

1

－

777

△ 2,376

－

－

－

－

291

－

291

－

－

－

－

△ 291

△ 2,667

基礎利益　　　　　　　　　　　　　　　A

キャピタル収益

金銭の信託運用益

売買目的有価証券運用益

有価証券売却益

金融派生商品収益

為替差益

その他キャピタル収益

キャピタル費用

金銭の信託運用損

売買目的有価証券運用損

有価証券売却損

有価証券評価損

金融派生商品費用

為替差損

その他キャピタル費用

キャピタル損益　　　　　　　　　　　　B

キャピタル損益含み基礎利益　　　　　A＋B

臨時収益

再保険収入

危険準備金戻入額

その他臨時収益

臨時費用

再保険料

危険準備金繰入額

個別貸倒引当金繰入額　

特定海外債権引当勘定繰入額

貸付金償却

その他臨時費用

臨時損益　　　　　　　　　　　　　　　C

経常利益（損失） A＋B＋C

Ⅴ－10 ●計算書類等について

計算書類等について商法特例法による新日本監査法人の監査を受けています。



Ⅵ. 業務の状況を示す指標

Ⅵ―1 ●主要な業務の状況を示す指標

（1）決算業績の概況

【主要業績】

平成15年度における当社の主要業績は、次のとおりです。

①契約業績の状況

個人保険は、新契約高が3,535億円（前年比87.9％）、

一方、解約・失効高は4,795億円（前年比85.1％）とな

り、この結果、年度末保有契約高は28,077億円（前年

比91.1％）となりました。

個人年金保険は、新契約高が904億円（前年比

138.7％）、一方、解約・失効高は211億円（前年比

97.3％）となり、この結果、年度末保有契約高は3,280

億円（前年比140.5％）となりました。

うち、変額個人年金保険は、新契約高が904億円（前

年比138.7％）、一方、解約高は71億円（前年比

1,034.3％）となり、この結果、年度末保有契約高は

1,751億円（前年比273.0％）となりました。

団体保険の年度末保有契約高は19,986億円（前年比

121.8％）となりました。

団体年金保険の年度末保有契約高は646億円（前年比

92.5％）となりました。

②収支の状況

経常収益は1,874億円（前年比138.3％）となりまし

た。主な収益は、保険料等収入が1,561億円（前年比

122.6％）、資産運用収益が300億円（前年比575.3％）

となりました。

経常費用は1,901億円（前年比135.8％）となりまし

た。主な費用は、保険金等支払金が872億円（前年比

91.4％）、責任準備金等繰入額が752億円（前年比

744.2％）、資産運用費用が5億円（前年比8.2％）、事業

費が183億円（前年比94.1％）、営業権の償却として65

億円となりました。

以上の結果、経常損失は26億円となりました。

経常損失に特別損益、契約者配当準備金繰入額を合わせ

た税引前当期純損失は36億円、法人税及び住民税を差し

引いた当期純損失は37億円となりました。

③責任準備金の状況

更生計画に基づき保険契約の条件変更を受けた契約につ

いては、保険料払込年数をチルメル期間としたチルメル式

により、それ以外の契約については、保険料払込年数と5

年間のいずれか短い期間をチルメル期間としたチルメル式

により積み立てています。

年度末における責任準備金残高は6,256億円（前年比

113.7％）となりました。

責任準備金繰入額

責任準備金残高

△775

5,402

100

5,503

752

6,256

平成13年度
〔下期〕

平成14年度
平成15年度
〔当期〕

（単位：億円）〔責任準備金の推移〕

④資産の状況

年度末総資産は6,822億円（前年比111.2％）となり

ました。うち、一般勘定資産は5,043億円（前年比

93.4％）、特別勘定資産は1,796億円（前年比238.0％）

となりました。

年度末の一般勘定資産の主な資産構成は、現預金・コー

ルローン7.1％、公社債56.1％、外国証券11.2％、株式

0.6％、貸付金5.2％となりました。

⑤その他

年度末のソルベンシー・マージン比率は984.8％（前

年比47.1ポイント減）となりました。

【対処すべき課題】

平成15年度の事業概況は以上のとおりですが、生命保

険事業を巡る環境は、少子高齢化による死亡保障ニーズの

減少や、介護、医療、年金等の生存保障ニーズの高まり、

生命保険におけるお客さまのニーズの変化が継続すると予

想されます。このような環境において、当社は、持株会社

｢株式会社T&Dホールディングス」傘下の中核生保会社の
一員としてリスク管理、収益管理、コンプライアンスを徹

底し、また、変額個人年金市場における競争力強化および営

業職員の生産性向上により、企業価値の向上をめざします。

これらを、実現するために

（1）企業価値を拡大させる。

（2）顧客満足度を向上させる。

（3）業務プロセスの質を向上させる。

（4）従業員の能力･モチベーションを向上させる。

の4点を経営戦略に掲げ、具体的な行動として実践してま

いります。



新契約高
（単位：千件、百万円）

個 人 保 険

個 人 年 金 保 険

団 体 保 険

団 体 年 金 保 険

平成14年度末

件　　数
金　　額

新契約

43

11

－

－

402,374

65,175

93,801

0

402,374

65,175

93,801

0

－

－

転換による
純増加

（注）1．転換は、平成13年度より取り扱っていません。

2．個人年金保険の金額は年金支払開始時における

年金原資です。

3．新契約の団体年金保険の金額は第1回収入保険

料です。

個 人 保 険

個 人 年 金 保 険

団 体 保 険

団 体 年 金 保 険

平成15年度

件　　数
金　　額

新契約

40

14

－

－

353,597

90,403

191,390

1,236

353,597

90,403

191,390

1,236

－

－

転換による
純増加

（単位：百万円）（3）保障機能別保有契約高

（単位：千件、百万円、％）

個 人 保 険

個 人 年 金 保 険

団 体 保 険

団 体 年 金 保 険

平成14年度末

件　　数 金　　額

前年度比

386

58

－

－

92.4

108.1

－

－

3,080,736

233,524

1,640,379

69,843

89.9

119.9

85.1

89.8

前年度比

個 人 保 険

個 人 年 金 保 険

団 体 保 険

団 体 年 金 保 険

平成15年度末

件　　数 金　　額

前年度比

366

68

－

－

94.7

115.8

－

－

2,807,719

328,034

1,998,666

64,620

91.1

140.5

121.8

92.5

前年度比

（注）1．個人年金保険については、年金支払開始前契約

の年金支払開始時における年金原資と年金支払開

始後契約の責任準備金を合計したものです。

2．団体年金保険については、責任準備金の金額で

す。

（2）保有契約高及び新契約高

保有契約高

（注）1．括弧内数値は主契約の付随保障部分及び特約の

保障を表します。ただし、定期特約の普通死亡保

障は主要保障部分に計上しました。

2．生存保障の満期・生存給付欄の個人年金保険、

団体保険（年金特約）の金額は、年金支払開始前

契約の年金支払開始時における年金原資を表しま

す。

3．生存保障の年金欄の金額は年金年額を表します。

4．生存保障のその他欄の金額は個人年金保険（年

金支払開始後）、団体保険（年金特約年金支払開始

後）、団体年金保険の責任準備金額を表します。

5．入院保障欄の金額は入院給付金日額を表します。

6．入院保障欄の疾病入院のその他共計の金額は主

要保障部分と付随保障部分の合計を表します。

区　　分
保有金額

平成14年度末 平成15年度末

死
亡
保
障

生
存
保
障

入
院
保
障

普通死亡

個人保険
個人年金保険
団体保険
団体年金保険
その他共計
個人保険
個人年金保険
団体保険
団体年金保険
その他共計
個人保険
個人年金保険
団体保険
団体年金保険
その他共計
個人保険
個人年金保険
団体保険
団体年金保険
その他共計
個人保険
個人年金保険
団体保険
団体年金保険
その他共計
個人保険
個人年金保険
団体保険
団体年金保険
その他共計
個人保険
個人年金保険
団体保険
団体年金保険
その他共計
個人保険
個人年金保険
団体保険
団体年金保険
その他共計
個人保険
個人年金保険
団体保険
団体年金保険
その他共計

3,030,442
（145,660）
1,639,976

－
4,670,418
（1,088,165）
（10,933）
（59,234）

（－）
（1,158,333）

41,958
（－）

（999）
（－）

41,958
8,335

206,318
1
－

215,030
（0）

（24,794）
（45）
（－）

（24,895）
－

27,205
401

69,843
98,508
（1,361）

（3）
（110）
（－）

（1,476）
（1,296）

（3）
（－）
（－）

（1,299）
（780）
（1）
（0）
（－）

（781）

2,762,023
（247,718）
1,998,311

－
4,760,335
（953,867）
（19,545）
（46,231）

（－）
（1,019,644）

38,652
（－）

（975）
（－）

38,652
7,043

298,674
1
－

306,015
（－）

（40,691）
（43）
（－）

（40,793）
－

29,359
353

64,620
95,151
（1,381）

（2）
（87）
（－）

（1,472）
（1,325）

（2）
（－）
（－）

（1,327）
（753）
（1）
（0）
（－）

（755）

災害死亡

その他の
条件付死亡

満期・
生存給付

年金

その他

災害入院

疾病入院

その他の
条件付入院



Ⅵ―2 ●保険契約に関する指標

（1）保有契約増加率

区　　分

個人保険

個人年金保険

団体保険

団体年金保険

平成14年度末

△10.1%

21.4%

△14.9%

△10.2%

平成15年度末

△8.9%

44.8%

21.8%

△7.5%

（2）新契約平均保険金及び保有契約平均保険金（個人保険）
（単位：千円）

区　　分

新契約平均保険金

保有契約平均保険金

平成14年度末

9,242

7,971

平成15年度末

8,762

7,667

（3）新契約率（対年度始）

区　　分

個人保険

個人年金保険

団体保険

平成14年度末

11.7%

38.4%

4.9%

平成15年度末

11.5%

43.8%

11.7%

（4）解約失効率（対年度始）

区　　分

個 人 保 険

個人年金保険

団 体 保 険

平成14年度末

17.1%

12.8%

8.4%

平成15年度末

16.1%

10.3%

2.9%

（5）個人保険新契約平均保険料（月払契約）

平成14年度末

6,628

平成15年度末

6,566

（単位：円）

（6）死亡率（個人保険主契約）

平成14年度末

3.80‰

平成15年度末

3.59‰

件　数　率 金　額　率

平成14年度末

4.50‰

平成15年度末

4.66‰

区　　分
保有件数

平成14年度末 平成15年度末

障害保障

個人保険
個人年金保険
団体保険
団体年金保険
その他共計
個人保険
個人年金保険
団体保険
団体年金保険
その他共計

124,148
574

168,894
－

293,616
172,775

687
－
－

173,462

110,887
475

150,609
－

261,971
162,720

576
－
－

163,296

手術保障

（4）個人保険及び個人年金保険契約種類別保有契約高

区　　分
保有金額

平成14年度末 平成15年度末

死亡保険

生死混合保険

災害・
疾病関係特約

生存保険

年金保険

終身保険

定期付終身保険

定期保険

その他共計

養老保険

定期付養老保険

生存給付金付定期保険

その他共計

個人年金保険

災害割増特約

傷害特約

災害入院特約

疾病特約

成人病特約

その他の条件付入院特約

161,765

2,040,042

354,684

2,646,661

87,319

164,029

－

383,896

50,178

233,524

552,629

511,949

731

692

443

418

163,004

1,845,521

331,375

2,434,036

75,566

138,718

－

328,047

45,635

328,034

475,569

455,825

623

591

380

427

（単位：百万円）

（注）1．個人年金保険の金額は年金支払開始前契約の年

金支払開始時における年金原資と年金支払開始後

契約の責任準備金を合計したものです。

2．入院特約の金額は入院給付金日額を表します。

（5）契約者配当の状況

①個人保険・個人年金保険

該当ありません。

②団体保険・団体年金保険

団体の規模、保険金支払実績等に応じて算出した契約者

配当準備金を積み立てました。

（単位：件）



（3）個人保険及び個人年金保険の責任準備金の積立方式、

積立率、残高（契約年度別）

①責任準備金の積立方式、積立率

積
立
方
式

標準責任準備金

対象契約

5年チルメル式
ただし平成13
年9月30日以
前の契約は全期
チルメル式

5年チルメル式
ただし平成13
年9月30日以
前の契約は全期
チルメル式

標準責任準備金

対象外契約

変額保険
変額年金保険

その他の
保険種類

平準
純保険料式

全期
チルメル式

平準
純保険料式

全期
チルメル式

97.7％ 98.3％

（7）特約発生率（個人保険）

区　　分 平成14年度末

災 害 死 亡

保 障 契 約

障 害 保 障

契 約

災 害 入 院

保 障 契 約

疾 病 入 院

保 障 契 約

成人病入院

保 障 契 約

疾病・障害

手術保障契約

成人病手術

保 障 契 約

件数

金額

0.15‰

0.21‰

0.16‰

0.04‰

4.16‰

187.77‰

23.89‰

887.48‰

14.92‰

653.94‰

27.48‰

－

平成15年度末

0.11‰

0.17‰

0.18‰

0.04‰

3.60‰

156.26‰

21.17‰

749.39‰

14.66‰

622.26‰

29.34‰

－

件数

金額

件数

金額

件数

金額

件数

金額

件数

件数

（8）事業費率（対収入保険料）

平成14年度末

15.5%

平成15年度末

12.0%

Ⅵ―3 ●経理に関する指標

（1）支払備金明細表 （単位：百万円）

区　　分 平成14年度末

2,223

97

274

649

0

3,246

96

385

10,504

15

14,376

2,047

116

162

439

0

2,766

30

551

10,463

15

14,144

平成15年度末

保
険
金

死亡保険金

災害保険金

高度障害保険金

満期保険金

その他

小計

年金

給付金

解約返戻金

保険金据置支払金

その他共計

（2）責任準備金明細表 （単位：百万円）

区　　分 平成14年度末

295,824

182,598

452

69,843

1,433

550,152

174

550,327

273,715

285,296

393

64,620

1,113

625,140

465

625,606

平成15年度末

責任準備金
（危険準備金
を除く）

個人保険

個人年金保険

団体保険

団体年金保険

その他

小計

危険準備金

合計

平成14年度末 平成15年度末

積立率（危険準備金を除く）

（注）1．積立方式及び積立率は、個人保険及び個人年金

保険を対象としています。

なお、団体保険及び団体年金保険の責任準備金は

積立方式という概念がないため、上記には含んで

いません。

2．積立率については、標準責任準備金対象契約に

関しては平成8年大蔵省告示第48号に定める方式

により、また、標準責任準備金対象外契約に関し

ては平準純保険料式により計算した保険料積立金、

及び未経過保険料に対する積立率を記載していま

す。

3．保険業法第121条第1項の規定に基づく保険計

理人の確認にあたり、将来収支分析におけるシナ

リオの設定において、原則として社団法人日本ア

クチュアリー会の定める「生命保険会社の保険計

理人の実務基準」における基本シナリオを用いて

分析し、適正であることを確認しています。

※積立率の計算にあたっては、以下のとおりとしています。

1．積立方式を補完するものとして積立率の開示を

行うという趣旨に鑑み、積立方式とは無関係であ

る危険準備金については、これを対象外とし、保

険料積立金・払戻積立金及び未経過保険料を対象

とします。

2．採用している積立方式以上に責任準備金の積み

増しを行っており、個人保険、個人年金保険に係

る積み増し額が特定できる場合には、当該金額を

保険料積立金に含めて積立金の計算を行います。

3．未経過保険料については、分母・分子ともに実

際に計上している未経過保険料を使用します。

上記による積立率の算式は以下のとおりです。

分　子：実際に積み立てている「保険料積立金＋払戻積立金＋

未経過保険料」…（A）

分　母：平成8年大蔵省告示第48号に定める方式による保険料

積立金及び払戻積立金（標準責任準備金対象契約）＋

平準純保険料式による保険料積立金及び払戻積立金

（標準責任準備金対象外契約）+払戻積立金+実際に積み

立てている未経過保険料 …（B）

積立率：（A）／（B）×100（％）



（6）特定海外債権引当勘定の状況

①特定海外債権引当勘定

平成14年度末、平成15年度末とも残高はありません。

②対象債権額国別残高

平成14年度末、平成15年度末とも残高はありません。

（7）資本金等明細表

（8）利益準備金及び任意積立金明細表

平成14年度末、平成15年度末とも残高はありません。

（9）保険料明細表

②責任準備金残高（契約年度別）

契約年度

～1980年度

1981年度～1985年度

1986年度～1990年度

1991年度～1995年度

1996年度～2000年度

2001年度

2002年度

2003年度

責任準備金残高

百万円

19,622

36,637

121,519

100,374

92,461

2,368

5,048

4,409

予定利率

2.60％

2.60％

2.60％

2.60％

1.75％～2.60％

1.50％

1.00％～1.50％

1.00％～1.50％

（注）1．「責任準備金残高」は、個人保険及び個人年金保

険の責任準備金（特別勘定の責任準備金及び危険

準備金を除く）を記載しています。

2．「予定利率」については、各契約年度別の責任準

備金に係る主な予定利率を記載しています。

（4）契約者配当準備金明細表

（単位：百万円）

平成14年度

前年度末現在
利息による増加
配当金支払による減少
当年度繰入額
当年度末現在

3,731
31
789
△6

2,952
（2,800）

個人保険

775
6
80
－

633
（614）

個人年金
保険

2,333
0

2,103
1,776
2,090
（0）

団体保険

49
－
41
31
39
（－）

団体年金
保険

区　　分

前年度末現在
利息による増加
配当金支払による減少
当年度繰入額
当年度末現在

21
0
5
0
16
（16）

財形保険
財形年金保険

2
－
2
0
0

（－）

その他の
保険

6,913
38

3,021
1,802
5,732

（3,432）

合　　計区　　分

（注）（ ）内はうち積立配当金額です。

（単位：百万円）

平成15年度

前年度末現在
利息による増加
配当金支払による減少
当年度繰入額
当年度末現在

2,952
7

437
△19
2,502
（2,362）

個人保険

633
1
75

△53
505
（487）

個人年金
保険

2,090
0

1,475
1,258
1,873
（0）

団体保険

39
－
37
33
36
（－）

団体年金
保険

区　　分

前年度末現在
利息による増加
配当金支払による減少
当年度繰入額
当年度末現在

16
0
7
0
9
（8）

財形保険
財形年金保険

0
－
0
0
0

（－）

その他の
保険

5,732
9

2,033
1,219
4,927

（2,860）

合　　計区　　分

（注）（ ）内はうち積立配当金額です。

（5）引当金明細表

一般貸倒引当金

個別貸倒引当金

退職給付引当金

役員退職慰労引当金

価格変動準備金

平成14年度末
残　高

355

1,266

11,820

33

101

22

1,220

11,250

105

194

△332

△46

△569

72

93

平成15年度末
残　高

当期増減
（△）額

計上の理由
及び算定方法

（単位：百万円）

貸
倒
引
当
金

（注）計上の理由及び算定方法については、貸借対照表の

注記に記載しているため省略しています。

資本金

うち既
発行株式

（種類）

計

資本剰余金
（資本準備金）

計

区　　分
平成14年度末

残高

20,000

600千株

10,000

10,000

（単位：百万円）

当期増加額

―

―

―

―

―

当期減少額

―

―

―

―

―

平成15年度末

残高
摘要

20,000

600千株

600千株

10,000

10,000

（普通株）
600千株

（単位：百万円）

区　　　分

個人保険

（うち一時払）

（うち年払）

（うち半年払）

（うち月払）

個人年金保険

（うち一時払）

（うち年払）

（うち半年払）

（うち月払）

団体保険

団体年金保険

その他共計

41,678

2,996

4,069

721

33,890

69,011

66,445

304

34

2,226

6,397

8,338

125,529

36,490

1,903

3,695

606

30,285

103,035

100,874

271

30

1,858

6,307

7,064

152,976

平成14年度 平成15年度



（10）保険金明細表
（単位：百万円）

区　　分 個人保険
個人年金
保険

団体保険

死亡保険金

災害保険金

高度障害保険金

満期保険金

その他

合計

10,309

183

448

15,016

4

25,961

－

－

－

－

－

－

3,900

2

140

－

－

4,044

団体年金
保険

－

－

－

－

－

－

区　　分
財形保険

財形年金保険

その他の
保険

平成15年度

合計

死亡保険金

災害保険金

高度障害保険金

満期保険金

その他

合計

－

－

－

271

－

271

0

－

－

－

0

0

14,210

186

588

15,287

4

30,277

平成14年度
合計

14,932

289

912

18,886

0

35,020

（11）年金明細表
（単位：百万円）

個人保険
個人年金
保険

団体保険
団体年金
保険

－ 3,238 58 1,877

財形保険
財形年金保険

その他の
保険

平成15年度
合計

平成14年度
合計

63 － 5,237 4,839

（12）給付金明細表
（単位：百万円）

区　　分 個人保険
個人年金
保険

団体保険

死亡給付金

入院給付金

手術給付金

障害給付金

生存給付金

その他

合計

5

1,716

618

23

4,681

69

7,114

1,690

5

3

－

－

－

1,699

－

9

－

3

－

－

13

団体年金
保険

－

－

－

－

－

6,212

6,212

区　　分
財形保険

財形年金保険

その他の
保険

平成15年度

合計

死亡給付金

入院給付金

手術給付金

障害給付金

生存給付金

その他

合計

1

－

－

－

13

－

15

－

0

－

－

－

－

0

1,697

1,732

621

26

4,695

6,281

15,055

平成14年度
合計

352

2,010

643

28

5,795

8,092

16,923

（13）解約返戻金明細表
（単位：百万円）

個人保険
個人年金
保険

団体保険
団体年金
保険

15,310 13,060 － 588

財形保険
財形年金保険

その他の
保険

平成15年度
合計

平成14年度
合計

43 － 29,001 31,462

（14）減価償却費明細表
（単位：百万円）

区　　分

建　物

動　産

その他

合　計

3,238

474

2,372

6,085

55

24

339

418

2,351

400

530

3,282

886

50

1,839

2,775

72.6％

84.3％

22.4％

53.9％

取得原価 当期償却額 償却累計額 当期末残高 償却累計率

（15）事業費明細表
（単位：百万円）

区　　　分

営業活動費

営業管理費

一般管理費

合計

6,456

1,344

11,698

19,500

7,224

1,943

9,177

18,345

平成14年度 平成15年度

（16）税金明細表
（単位：百万円）

区　　　分

国税

消費税

印紙税

登録免許税

その他の国税

地方税

地方消費税

法人住民税

法人事業税

固定資産税

不動産取得税

事業所税

その他の地方税

合計

649

545

19

76

8

617

136

71

362

20

－

15

11

1,266

550

514

17

－

19

701

128

74

457

19

4

9

7

1,252

平成14年度 平成15年度



（17）リース取引

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額

②未経過リース料期末残高相当額

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

（単位：百万円）

区　　分

取得価額相当額

減価償却累計額相当額

期末残高相当額

動産

57

37

20

その他

－

－

－

合計

57

37

20

平成14年度

区　　分

取得価額相当額

減価償却累計額相当額

期末残高相当額

動産

40

28

12

その他

－

－

－

合計

40

28

12

平成15年度

区　　分

未経過リース料

期末残高相当額 12

1年以内

13

1年超

26

合計

平成14年度

（単位：百万円）

（単位：百万円）

区　　分

未経過リース料

期末残高相当額 8

1年以内

6

1年超

15

合計

平成15年度

（単位：百万円）

区　　分

支払リース料

減価償却費相当額

支払利息相当額

平成14年度

143

125

16

平成15年度

12

9

1

（単位：百万円）

減価償却費相当額の算定方法 定額法によっている。

利息相当額の算定方法

リース料総額とリース資産計上

価額との差額を利息相当額とし、

各期への配分方法については、

利息法によっている。

Ⅵ―4 ●資産運用に関する指標（一般勘定）

（1）資産運用の概況

①年度の資産の運用概況

イ．運用環境

平成15年度の日本経済は、10－12月期の実質GDPが

前期比で大幅増となり、政府による年度見通しの2.0％成

長を達成することがほぼ確実となりました。なかでも設備

投資や個人消費が改善して、外需から内需主導の経済成長

への転換傾向も見られ始めました。一方で、物価動向は下

げ止まりの兆しが出てきましたが、本格的なデフレ脱却に

至りませんでした。

このような環境下、長期金利は世界的なデフレ懸念など

を背景に、6月中旬には過去最低の水準となる0.4％台ま

で低下しました。しかしその後、株式相場の続伸や欧米の

金利上昇を受けて、債券売りが広がり、9月上旬には

1.6％台まで上昇しました。日銀総裁が量的緩和政策の継

続を表明し、市場が落ち着きを取り戻した後は、1.2％～

1.4％台で一進一退の動きとなり、年度末は1.435％と

なりました。（新発10年国債金利　14年度末：0.700％

→15年度末：1.435％）

株式市場は需給懸念などから、4月下旬に日経平均株価

はバブル後最安値となる7,607円まで下落しましたが、

外国人投資家の買いを受けて、9月中旬には 1万1千円台

まで上昇しました。11月には利益確定売りなどから、一

時は9,607円まで水準を下げましたが、堅調な米国株式

市場や景気回復の期待を背景に一段高となり、年度末には

11,715円となりました。（日経平均株価　14年度末：

7,972円→15年度末：11,715円）

ドル円相場は、9月上旬まで116円～120円台で推移

しましたが、堅調な国内株式相場を背景に10月には110

円を割り込む水準まで円高・ドル安が進行しました。その

後、政府・日銀による巨額の円売りドル買い介入が実施さ

れましたが、ドル安の基調は変わらず、年度末には105

円となりました。

ユーロ円相場は、ユーロ圏の景況感悪化などから、5月

末の140円台から11月には125円台まで下落しました。

3月には一時138円台まで回復しましたが、年度末は

128円となりました。

（円／ドル　　14年度末：120.20円→15年度末：105.69円）

（円／ユーロ　14年度末：129.88円→15年度末：128.89円）

ロ．当社の運用方針

長期金利が過去最低水準を記録した後、急上昇するなど

不安定な動きの中、金利の動向に留意し円金利資産中心の

投資を継続しました。具体的には、為替をヘッジした外国

債券の積み増しや、負債の特性を考慮した超長期国債への

投資により安定的な利息収入を確保しました。一方、株価

指数連動型上場投資信託（ETF）への投資を通じ、株価上

昇による収益の向上を図りました。



ハ．運用実績の概況

平成15年度の一般勘定資産は、前年度末より361億円

減少し、5,037億円となりました。主な資産構成は、公

社債2,829億円(占率56.2％)、株式29億円（占率0.6％）、

外国証券565億円(占率11.2％)、貸付金262億円（占率

5.2％）と円金利資産主体の運用を継続しつつ、金利の動

向をにらみ為替リスクをヘッジした外国債券は670億円

（占率13.3％）まで残高を引き上げました。

また、資産運用収支は、利息及び配当金等収入が前年度

より15億円増加し60億円に、資産運用収支全体でも前

年度より34億円増加の69億円となりました。

②ポートフォリオの推移

イ．資産の構成
（単位：百万円、％）

（注）運用を目的とする金銭の信託、売買目的有価証券お

よびその他有価証券について時価相当額を計上して

います。

区　　分
平成14年度末 平成15年度末

現預金・コールローン

買現先勘定

債券貸借取引支払保証金

買入金銭債権

商品有価証券

金銭の信託

有価証券

公社債

株式

外国証券

公社債

株式等

その他の証券

貸付金

保険約款貸付

一般貸付

不動産

繰延税金資産

その他

貸倒引当金

投資損失引当金

合計

うち外貨建資産

金額

42,096

－

－

170

－

5,263

410,915

290,438

2,855

45,531

28,996

16,534

72,090

51,836

20,244

31,592

2,171

－

29,154

△1,621

－

539,987

247

占率

7.8

－

－

0.0

－

1.0

76.1

53.8

0.5

8.4

5.4

3.1

13.4

9.6

3.7

5.9

0.4

－

5.4

△0.3

－

100.0

0.0

金額

35,850

－

－

173

－

5,152

410,530

282,964

2,939

56,585

32,012

24,572

68,041

26,288

19,181

7,106

2,121

－

24,919

△1,243

－

503,794

1,764

占率

7.1

－

－

0.0

－

1.0

81.5

56.2

0.6

11.2

6.4

4.9

13.5

5.2

3.8

1.4

0.4

－

4.9

△0.2

－

100.0

0.4

ロ．資産の増減
（単位：百万円）

区　　分 平成14年度 平成15年度

現預金・コールローン

買現先勘定

債券貸借取引支払保証金

買入金銭債権

商品有価証券

金銭の信託

有価証券

公社債

株式

外国証券

公社債

株式等

その他の証券

貸付金

保険約款貸付

一般貸付

不動産

繰延税金資産

その他

貸倒引当金

投資損失引当金

合計

うち外貨建資産

13,522

－

－

20

－

4,762

△ 42,650

△ 148,168

2,593

45,106

28,996

16,110

57,818

△ 12,106

△ 1,079

△ 11,027

112

－

△ 4,972

△ 80

－

△ 41,393

△ 177

△ 6,246

－

－

3

－

△110

△385

△ 7,474

83

11,054

3,016

8,037

△ 4,048

△ 25,548

△ 1,062

△ 24,485

△49

－

△ 4,235

378

－

△ 36,193

1,517

（注）運用を目的とする金銭の信託、売買目的有価証券お

よびその他有価証券について時価相当額を計上して

います。

（2）運用利回り

区　　分 平成14年度 平成15年度

現預金・コールローン

買現先勘定

債券貸借取引支払保証金

買入金銭債権

商品有価証券

金銭の信託

公社債

株式

外国証券

貸付金

うち一般貸付

不動産

0.02%

－

－

0.00%

－

△ 5.52%

0.65%

△ 1.40%

1.63%

1.65%

1.95%

△ 1.32%

0.01%

－

－

0.00%

－

△ 0.12%

0.86%

3.70%

1.65%

1.69%

1.70%

△ 3.97%

一般勘定計 0.61% 1.34%

（注）利回り計算式の分母は帳簿価額ベースの日々平均残

高、分子は経常損益中、資産運用収益－資産運用費

用として算出した年換算利回りです。



（3）主要資産の平均残高

区　　分 平成14年度 平成15年度

現預金・コールローン

買現先勘定

債券貸借取引支払保証金

買入金銭債権

商品有価証券

金銭の信託

公社債

株式

外国証券

貸付金

うち一般貸付

不動産

121,916

－

－

102

－

21,244

269,239

415

19,930

55,091

34,580

2,075

42,292

－

－

125

－

5,155

263,670

2,864

55,258

46,359

26,692

2,148

一般勘定計

うち海外投融資

563,309

48,460

517,225

111,177

（単位：百万円）

（4）資産運用収益明細表

区　　分 平成14年度 平成15年度

利息及び配当金等収入

商品有価証券運用益

金銭の信託運用益

売買目的有価証券運用益

有価証券売却益

有価証券償還益

金融派生商品収益

為替差益

その他運用収益

合計

4,577

－

－

－

170

24

－

－

444

5,217

6,077

－

－

－

984

25

－

－

325

7,413

（単位：百万円）

（5）資産運用費用明細表

区　　分 平成14年度 平成15年度

支払利息

商品有価証券運用損

金銭の信託運用損

売買目的有価証券運用損

有価証券売却損

有価証券評価損

有価証券償還損

金融派生商品費用

為替差損

貸倒引当金繰入額

投資損失引当金繰入額

貸付金償却

賃貸用不動産等減価償却費

その他運用費用

合計

126

－

1,171

－

26

8

－

－

－

137

－

－

23

295

1,789

0

－

6

－

181

17

3

－

1

－

－

－

44

243

500

（単位：百万円）

（6）利息及び配当金等収入明細表

区　　分 平成14年度 平成15年度

預貯金利息

有価証券利息・配当金

公社債利息

株式配当金

外国証券利息配当金

貸付金利息

不動産賃貸料

その他共計

19

3,499

1,590

1

301

1,037

15

4,577

2

5,239

2,030

134

921

833

1

6,077

（単位：百万円）

（7）有価証券売却益明細表

区　　分 平成14年度 平成15年度

国債等債券

株式等

外国証券

その他共計

160

0

－

170

211

1

95

984

（単位：百万円）

（8）有価証券売却損明細表

区　　分 平成14年度 平成15年度

国債等債券

株式等

外国証券

その他共計

0

－

－

26

0

－

122

181

（単位：百万円）

（9）有価証券評価損明細表

区　　分 平成14年度 平成15年度

国債等債券

株式等

外国証券

その他共計

－

8

－

8

－

17

－

17

（単位：百万円）

（10）商品有価証券明細表

平成14年度、平成15年度とも残高はありません。

（11）商品有価証券売買高

平成14年度、平成15年度とも売買高はありません。



（12）有価証券明細表
（単位：百万円）

区　　分
平成14年度末

金額 占率 金額 占率

平成15年度末

国債

地方債

社債

うち公社・公団債

株式

外国証券

公社債

株式等

その他の証券

合計

273,685

－

16,753

970

2,855

45,531

28,996

16,534

72,090

410,915

66.6%

－

4.1%

0.2%

0.7%

11.1%

7.1%

4.0%

17.5%

100%

259,605

－

23,359

932

2,939

56,585

32,012

24,572

68,041

410,530

63.2%

－

5.7%

0.2%

0.7%

13.8%

7.8%

6.0%

16.6%

100.0%

（13）有価証券残存期間別残高
（単位：百万円）

区　　分

平成14年度末

1年以下
1年超

3年以下

3年超

5年以下

5年超

7年以下

7年超

10年以下

10年超
（期間の定
めのないも
のを含む）

合　計

国債

地方債

社債

株式

外国証券

公社債

株式等

その他の証券

合計

68,450

－

197

－

－

－

75

68,722

52,710

－

1,560

2,085

2,000

85

18,275

74,632

46,408

－

－

17,116

16,996

120

5,673

69,199

42,600

－

－

42

－

42

375

43,018

53,663

－

9,995

－

－

－

4,989

68,648

9,851

－

5,000

2,855

26,287

10,000

16,287

42,701

86,694

273,685

－

16,753

2,855

45,531

28,996

16,534

72,090

410,915

区　　分

平成15年度末

1年以下
1年超

3年以下

3年超

5年以下

5年超

7年以下

7年超

10年以下

10年超
（期間の定
めのないも
のを含む）

合　計

国債

地方債

社債

株式

外国証券

公社債

株式等

その他の証券

合計

35,414

－

1,530

297

－

297

389

37,631

57,369

－

－

5,933

5,933

－

24,424

87,727

39,935

－

6,833

16,079

16,079

－

2,247

65,095

97,106

－

－

－

－

－

148

97,254

6,958

－

9,995

－

－

－

－

16,954

22,821

－

5,000

2,939

34,275

10,000

24,275

40,831

105,866

259,605

－

23,359

2,939

56,585

32,012

24,572

68,041

410,530

（14）保有公社債の期末残高利回り

区　　分 平成14年度末 平成15年度末

公社債

外国公社債

0.57%

0.92%

0.73%

1.03%

（15）業種別株式保有明細表
（単位：百万円）

区　　分

水産・農林業

鉱業

建設業

食料品

繊維製品

パルプ・紙

化学

医薬品

石油・石炭製品

ゴム製品

ガラス・土石製品

鉄鋼

非鉄金属

金属製品

機械

電気機器

輸送用機器

精密機器

その他製品

陸運業

海運業

空運業

倉庫・運輸関連業

情報・通信業

電気・ガス業

平成14年度末

金額

－

－

28

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

7

－

3

13

26

－

－

－

96

2,504

19

－

24

51

79

2,855

－

－

23

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

7

－

3

13

26

－

－

－

199

2,504

7

－

24

50

79

2,939

－

－

1.0%

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

0.2%

－

0.1%

0.5%

0.9%

－

－

－

3.4%

87.7%

0.7%

－

0.8%

1.8%

2.8%

100.0%

－

－

0.8%

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

0.2%

－

0.1%

0.4%

0.9%

－

－

－

6.8%

85.2%

0.3%

－

0.8%

1.7%

2.7%

100.0%

占率 金額 占率

平成15年度末

製
造
業

運
輸
・
情
報
通
信
業

卸売業

小売業
商
業

銀行業

証券、商品先物取引業

保険業

その他金融業

不動産業

サービス業

合計

金
融
・
保
険
業

（16）貸付金明細表
（単位：百万円）

区　　分 平成14年度末残高 平成15年度末残高

保険約款貸付

契約者貸付

保険料振替貸付

20,244

15,733

4,511

31,592

400

25,381

25,381

2,108

4,038

－

－

63

51,836

19,181

14,759

4,422

7,106

200

6,350

6,350

694

11

－

－

50

26,288

一般貸付
（うち非居住者貸付）

企業貸付
（うち国内企業向け）

国・国際機関・政府関係機関貸付

公共団体・公企業貸付

住宅ローン

消費者ローン

その他
合計



（17）貸付金残存期間別残高
（単位：百万円）

区　　分

平成14年度末

1年以下
1年超

3年以下

3年超

5年以下

5年超

7年以下

7年超

10年以下

10年超
（期間の定
めのないも
のを含む）

合　計

変動金利

固定金利

一般貸付計

701

1,557

2,258

2,025

4,191

6,217

1,110

1,357

2,468

1,199

715

1,914

1,214

14,267

15,482

124

3,127

3,251

6,376

25,216

31,592

区　　分

平成15年度末

1年以下
1年超

3年以下

3年超

5年以下

5年超

7年以下

7年超

10年以下

10年超
（期間の定
めのないも
のを含む）

合　計

変動金利

固定金利

一般貸付計

243

1,469

1,712

1,061

909

1,970

894

451

1,345

1,127

304

1,432

414

213

627

－

18

18

3,740

3,366

7,106

（18）国内企業向け貸付金企業規模別内訳

（注）1．業種の区分は以下のとおりです。

2．貸付先数とは、各貸付先を名寄せした結果の債

務者数をいい、貸付件数ではありません。

（単位：件、百万円）

区　分

大企業

中堅企業

中小企業

国内企業向け

貸付計

貸付先数

金額

貸付先数

金額

貸付先数

金額

貸付先数

金額

平成14年度末

17

24,231

1

118

7

1,031

25

25,381

8

5,671

1

103

3

574

12

6,350

68.0%

95.5%

4.0%

0.5%

28.0%

4.1%

100.0%

100.0%

66.7%

89.3%

8.3%

1.6%

25.0%

9.1%

100.0%

100.0%

占率 占率

平成15年度末

業　種

大企業 従業員
300名超
かつ

資本金3億円以下又は常用
する従業員300名以下

資本金5千万円以下又は常
用する従業員50名以下

従業員
50名超
かつ

資本金
10億円以上

資本金
3億円超
10億円未満

資本金
10億円以上

資本金
5千万円超
10億円未満

中堅企業

中小企業

①右の②～④を除く全業種 ②小売業、飲食業

業　種

大企業 従業員
100名超
かつ

資本金5千万円以下又は常
用する従業員100名以下

資本金1億円以下又は常用
する従業員100名以下

従業員
100名超
かつ

資本金
10億円以上

資本金
5千万円超
10億円未満

資本金
10億円以上

資本金
1億円超
10億円未満

中堅企業

中小企業

③サービス業 ④卸売業

（19）貸付金業種別内訳
（単位：百万円）

区　　分

製造業

食料

繊維

木材・木製品・パルプ・紙

印刷

化学

石油・石炭

窯業・土石

鉄鋼

非鉄金属

金属製品

一般機械

電気機械

輸送用機械

精密機械

その他の製造業

農・林・漁業

鉱業

建設業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業

卸売業

小売業

金融・保険業

不動産業

各種サービス

地方公共団体

個人（住宅・消費・納税資金等）

合計

平成14年度末

金額

1,664

1,000

－

－

－

－

－

－

－

－

－

500

164

－

－

－

－

－

56

6,037

118

1,248

－

－

17,443

4,392

140

27

63

31,192

400

－

－

400

31,592

140

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

140

－

－

－

－

－

93

3,916

103

57

－

－

2,194

315

23

11

50

6,906

200

－

－

200

7,106

5.3%

3.2%

－

－

－

－

－

－

－

－

－

1.6%

0.5%

－

－

－

－

－

0.2%

19.1%

0.4%

4.0%

－

－

55.2%

13.9%

0.4%

0.1%

0.2%

98.7%

1.3%

－

－

1.3%

100.0%

2.0%

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2.0%

－

－

－

－

－

1.3%

55.1%

1.5%

0.8%

－

－

30.9%

4.4%

0.3%

0.2%

0.7%

97.2%

2.8%

－

－

2.8%

100.0%

占率 金額 占率

平成15年度末

国
内
向
け

政府等

金融機関

商工業（等）

合計

海
外
向
け

総合計

（20）貸付金使途別内訳
（単位：百万円）

区　　分
平成14年度末 平成15年度末

金額

9,266

22,325

占率

29.3%

70.7%

金額

4,835

2,271

占率

68.0%

32.0%

設備資金

運転資金



（21）貸付金地域別内訳
（単位：百万円）

区　分

北海道

東　北

関　東

中　部

近　畿

中　国

四　国

九　州

合　計

平成14年度末

金　額

19

13

27,200

252

1,811

－

1,310

520

31,128

占　率

0.1%

0.0%

87.4%

0.8%

5.8%

－

4.2%

1.7%

100.0%

平成15年度末

金　額

16

8

5,457

－

55

－

899

419

6,856

占　率

0.2%

0.1%

79.6%

－

0.8%

－

13.1%

6.1%

100.0%

（注）1．個人ローン、非居住者貸付、保険約款貸付等は

含みません。

2．地域区分は、貸付先の本社所在地によります。

（22）貸付金担保別内訳
（単位：百万円）

区　分

担保貸付

有価証券担保貸付

不動産・動産・財団担保貸付

指名債権担保貸付

保証貸付

信用貸付

その他

一般貸付計

うち劣後特約付貸付

平成14年度末

金　額

962

479

163

319

8,226

22,339

63

31,592

5,000

占　率

3.1%

1.5%

0.5%

1.0%

26.0%

70.7%

0.2%

100.0%

15.8%

金　額

497

377

120

－

－

6,558

50

7,106

－

占　率

7.0%

5.3%

1.7%

－

－

92.3%

0.7%

100.0%

－

平成15年度末

（23）不動産及び動産明細表

①不動産及び動産の明細
（単位：百万円）

区分

土地

建物

動産

建設仮勘定

合計

土地

建物

動産

建設仮勘定

合計

前期末

残　高

1,235

823

25

－

2,084

1,235

935

74

－

2,245

－

275

70

－

346

－

6

1

－

7

－

100

7

－

107

－

0

0

－

1

－

62

14

－

77

－

55

24

－

79

1,235

935

74

－

2,245

1,235

886

50

－

2,172

－

2,300

409

－

2,710

－

2,351

400

－

2,752

－

71.1%

80.4%

－

72.4%

－

72.6%

84.3%

－

74.1%

当　期

増加額

当　期

減少額

当　期

償却額

当期末

残　高

償　却

累計額

償　却

累計率

平
成
14
年
度

平
成
15
年
度

②不動産残高及び賃貸用ビル保有数
（単位：百万円）

区　　分

不動産残高

営業用

賃貸用

賃貸用ビル保有数

平成14年度末

2,171

176

1,995

0棟

平成15年度末

2,121

171

1,950

0棟

（24）不動産動産等処分益明細表
（単位：百万円）

区　　分

不動産

動　産

その他

合　計

平成14年度

35

0

－

35

平成15年度

－

－

271

271

（25）不動産動産等処分損明細表
（単位：百万円）

区　　分

不動産

動　産

その他

合　計

平成14年度

22

5

30

59

平成15年度

1

0

354

356

（26）賃貸用不動産等減価償却費明細表
（単位：百万円）

区　分

建　物

動　産

その他

合　計

取得原価

2,392

－

－

2,392

当期償却額

44

－

－

44

償却累計額

1,678

－

－

1,678

当期末残高

714

－

－

714

償却累計率

70.1%

－

－

70.1%

（27）海外投融資の状況

①資産別明細

イ．外貨建資産
（単位：百万円）

区　分

公社債

株式

現預金・その他

小計

平成14年度末

金　額

－

－

247

247

占　率

－

－

0.3%

0.3%

金　額

1,615

－

149

1,764

占　率

1.6%

－

0.1%

1.7%

平成15年度末

ロ．円貨額が確定した外貨建資産
（単位：百万円）

区　分

公社債

現預金・その他

小　計

平成14年度末

金　額

－

－

－

占　率

－

－

－

金　額

－

－

－

占　率

－

－

－

平成15年度末

ハ．円貨建資産
（単位：百万円）

区　分

非居住者貸付

公社債（円建外債）・その他

小　計

平成14年度末

金　額

400

95,654

96,054

占　率

0.4%

99.3%

99.7%

金　額

200

98,954

99,154

占　率

0.2%

98.1%

98.3%

平成15年度末

二．合　計
（単位：百万円）

区　分

海外投融資

平成14年度末

金　額

96,302

占　率

100.0%

金　額

100,918

占　率

100.0%

平成15年度末

（注）「円貨額が確定した外貨建資産」は、為替予約が付さ

れていることにより決済時の円貨額が確定し、当該

円貨額を資産の貸借対照表価額としているものです。



②地域別構成
（単位：百万円）

区　分

北米

ヨーロッパ

オセアニア

アジア

中南米

中東

アフリカ

国際機関

合計

金額

311

10,000

－

－

35,220

－

－

－

45,531

占率

0.7%

22.0%

－

－

77.4%

－

－

－

100.0%

金額

－

10,000

－

－

18,996

－

－

－

28,996

占率

－

34.5%

－

－

65.5%

－

－

－

100.0%

金額

311

－

－

－

16,223

－

－

－

16,534

占率

1.9%

－

－

－

98.1%

－

－

－

100.0%

金額

－

－

－

200

－

－

－

200

400

占率

－

－

－

50.0%

－

－

－

50.0%

100.0%

金額

1,954

19,119

－

－

35,511

－

－

－

56,585

占率

3.5%

33.8%

－

－

62.8%

－

－

－

100.0%

金額

1,615

10,000

－

－

20,397

－

－

－

32,012

占率

5.0%

31.2%

－

－

63.7%

－

－

－

100.0%

金額

339

9,119

－

－

15,113

－

－

－

24,572

占率

1.4%

37.1%

－

－

61.5%

－

－

－

100.0%

金額

－

－

－

200

－

－

－

－

200

占率

－

－

－

100.0%

－

－

－

－

100.0%

平成14年度末

外国証券 外国証券
公　社　債 公　社　債株　式　等 株　式　等

非居住者貸付 非居住者貸付

平成15年度末

③外貨建資産の通貨別構成
（単位：百万円）

区　分

米ドル
ユーロ
カナダドル
オーストラリアドル
その他
合　計

平成14年度末
金　　額

247
－
－
－
－

247

占　　率
100.0%

－
－
－
－

100.0%

平成15年度末
金　　額

1,764
－
－
－
－

1,764

占　　率
100.0%

－
－
－
－

100.0%

（28）海外投融資利回り
平成14年度
3.80%

平成15年度
2.46%

（29）公共関係投融資の概況（新規引受額、貸出額）
（単位：百万円）

（30）各種ローン金利

公
共
債

貸
　
付

区　　　　分

国債
地方債
公社・公団債
小計
政府関係機関
公共団体・公企業
小計
合　　　計

平成14年度
金　　　額

774
－
32
807
22
－
22
829

平成15年度
金　　　額

620
－
30
650
28
－
28
678

貸出の種類 利　　　　率

一般貸付標準金利
（長期プライムレート）

平成15年12月10日実施
年1.70％

平成16年2月10日実施
年1.60％

平成16年3月10日実施
年1.65％

（31）その他の資産明細表
(単位：百万円）

平
成
14
年
度

平
成
15
年
度

資産の種類

ソフトウェア

その他

合　　計

資産の種類

ソフトウェア

その他

合　　計

取得原価

596

621

1,217

取得原価

2,346

556

2,902

当期増加額

947

113

1,061

当期増加額

805

4

809

当期減少額

1

181

182

当期減少額

7

334

341

減価償却累計額

175

14

189

減価償却累計額

504

25

530

期末残高

1,366

539

1,906

期末残高

1,834

200

2,035

摘　要

摘　要



Ⅵ―5 ●有価証券等の時価情報（一般勘定）

（1）有価証券の時価情報

①売買目的有価証券の評価損益
（単位：百万円）

区　　分
平成14年度末

貸借対照表計上額

5,263

当期の損益に含まれた評価損益

△ 1,171

貸借対照表計上額

5,152

当期の損益に含まれた評価損益

－

平成15年度末

売買目的有価証券

（注）本表には、「金銭の信託」等の売買目的有価証券を含みます。

②有価証券の時価情報（売買目的有価証券以外の有価証券のうち時価のあるもの）
（単位：百万円）

区　　分

満期保有目的の債券

責任準備金対応債券

子会社･関連会社株式

その他有価証券

公社債

株式

外国証券

公社債

株式等

その他の証券

買入金銭債権

譲渡性預金

その他

合計

公社債

株式

外国証券

公社債

株式等

その他の証券

買入金銭債権

譲渡性預金

その他

帳簿価額

248,857

－

－

107,304

20,546

99

16,501

－

16,501

70,055

101

－

－

356,162

240,407

99

45,498

28,996

16,501

70,055

101

－

－

253,111

－

－

108,017

20,578

96

16,534

－

16,534

70,637

170

－

－

361,129

245,376

96

44,848

28,313

16,534

70,637

170

－

－

4,254

－

－

712

31

△ 2

32

－

32

581

69

－

－

4,967

4,968

△ 2

△ 650

△ 683

32

581

69

－

－

5,218

－

－

1,365

66

－

94

－

94

1,135

69

－

－

6,584

5,275

－

103

8

94

1,135

69

－

－

△ 964

－

－

△ 652

△ 34

△ 2

△ 61

－

△ 61

△ 553

－

－

－

△ 1,616

△ 306

△ 2

△ 753

△ 692

△ 61

△ 553

－

－

－

251,985

－

－

128,915

36,963

99

26,186

1,746

24,439

65,564

101

－

－

380,900

258,551

99

56,584

32,144

24,439

65,564

101

－

－

252,644

－

－

129,933

36,377

199

26,187

1,615

24,572

66,995

173

－

－

382,577

259,480

199

55,728

31,156

24,572

66,995

173

－

－

659

－

－

1,017

△ 586

99

0

△ 131

132

1,430

72

－

－

1,676

929

99

△ 855

△ 987

132

1,430

72

－

－

2,254

－

－

1,796

2

99

179

－

179

1,442

72

－

－

4,051

2,256

99

179

－

179

1,442

72

－

－

△ 1,594

－

－

△ 779

△ 588

－

△ 178

△ 131

△ 47

△ 12

－

－

－

△ 2,374

△ 1,327

－

△ 1,034

△ 987

△ 47

△ 12

－

－

－

帳簿価額時　価 時　価
うち差益 うち差益うち差損 うち差損

差　損　益 差　損　益

平成14年度末 平成15年度末

（注）本表には、CD（譲渡性預金）等、証券取引法上の有価証券に準じた取扱いを行うことが適当と認められるものを含みます。



・時価のない有価証券の帳簿価額は次のとおりです。
（単位：百万円）

区　　　分

満期保有目的の債券

非上場外国債券

その他

責任準備金対応債券

子会社・関連会社株式

その他有価証券

非上場国内株式（店頭売買株式を除く）

非上場外国株式（店頭売買株式を除く）

非上場外国債券

その他

合計

平成14年度末

49,999

－

49,999

－

－

4,211

2,758

－

－

1,453

54,211

24,999

－

24,999

－

－

3,786

2,739

－

－

1,046

28,786

平成15年度末

（2）金銭の信託の時価情報
（単位：百万円）

区　　分

金銭の信託 5,263 5,263 － － － 5,152 5,152 － － －

貸借
対照表
計上額

貸借
対照表
計上額

時　価 時　価
うち差益 うち差益うち差損 うち差損

差　損　益 差　損　益

平成14年度末 平成15年度末

・運用目的の金銭の信託
（単位：百万円）

区　　分

運用目的の金銭の信託

平成14年度末

貸借対照表計上額 当期の損益に含まれた評価損益 貸借対照表計上額 当期の損益に含まれた評価損益

5,263 △ 1,171 5,152 －

平成15年度末

・満期保有目的・責任準備金対応・その他の金銭の信託

平成14年度末、平成15年度末とも残高はありません。

（3）デリバティブ取引の時価情報（ヘッジ会計適用・非適用の合算値）

「金利関連」「通貨関連」「株式関連」「債券関連」について、平成14年度末、平成15年度末とも残高はありません。



Ⅶ. 保険会社の運営
リスク管理体制／コンプライアンス体制

リスク管理体制およびコンプライアンス（法令等遵守）

体制を強化・確立して、皆さまに大きな信頼と安心をおと

どけします。

T&Dフィナンシャル生命では、総合リスク管理部がリ

スク管理とコンプライアンスの推進を行っています。さら

に取締役会の委任の下、リスク管理体制とコンプライアン

ス体制の確立を担当する委員会として「リスク統括委員会」

および「コンプライアンス委員会」を設置しています。

これらの組織のもと、各種リスクを的確に把握・分析し、

統合管理しています。また全役職員が法令等を常に遵守し

て、社内規程に則った適切な業務運営を徹底、生命保険会

社に要求される社会的責任と公共的使命を果たし、お客さ

まに信頼され、安心していただける会社となる基盤確立を

図っています。

現在、わが国においては経済の自由化・国際化、人口の

高齢化など、保険事業を取り巻く環境が急激に変化してお

り、保険会社はさまざまなリスクを抱えるようになってい

ます。

リスク管理基本方針

当社は、取締役会において「リスク管理基本方針」を定

めています。同方針では、生命保険事業の社会公共性に鑑

み、お客さまや社会に広く信認される生命保険会社をめざ

すため、リスク管理を経営の重要課題と認識し、その整

備・強化に取り組むこと、各種リスクを統合して管理する

ための態勢を明確化すること、を基本方針としています。

リスク内容

「リスク管理基本方針」では、当社の経営上のリスクを

次のとおり分類・定義し、自己責任原則の下にその適切な

管理に努めています。

1．保険引受リスク

経済情勢や保険事故の発生率等が保険料設定時の予測に

反して変動することにより損失を被るリスク。

2．資産運用リスク

（1）市場関連リスク

金利、有価証券等の価格、為替等の様々なリスクファク

ターの変動により、保有する資産（オフバランス資産を含

む）の価値が変動し損失を被るリスク。

①金利変動リスク

金利の変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金

利または期間のミスマッチが存在している中で金利が変動

することにより利益が低下ないし損失を被るリスク。

②価格変動リスク

有価証券等の価格の変動に伴って資産価格が減少するリ

スク。

③為替変動リスク

外貨建資産・負債について、ネットベースで資産超また

は負債超ポジションが造成されていた場合に、為替の価格

が当初予定されていた価格と相違することにより損失が発

生するリスク。

（2）信用リスク

信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフバラ

ンス資産を含む）の価値が減少ないし消失し、損失を被る

リスク。

（3）不動産投資リスク

賃貸料等の変動等を要因として、不動産にかかる収益が

減少する、または市況の変化等を要因として不動産価格自

体が減少し、損失を被るリスク。

3．流動性リスク

①資金繰りリスク

事業収支の悪化、巨大災害での資金流出等により資金繰

りが悪化し、資金の確保に通常よりも著しく低い価格での

資産売却を余儀なくされることにより損失を被るリスク。

②市場流動性リスク

市場の混乱等により市場において取引ができなかった

り、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされ

ることにより損失を被るリスク。

4．事務リスク

役職員等が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正・情

報漏洩等を起こすことにより損失を被るリスク。

5．システムリスク

コンピュータシステムのダウンまたは誤作動等、システ

ムの不備等に伴い損失を被るリスク、またはコンピュータ

が不正に使用されることにより損失を被るリスク。

6．法務リスク

諸法令等の遵守を怠ること等により損失を被るリスク。

7．風評リスク

当社または生命保険業界に関する悪評・信用不安情報等

が保険契約者、投資家、マスコミ、インターネット、その

他社会一般等に広がり、当社の業績に悪影響が生じる等の

事態が発生することにより損失を被るリスク。

8．災害リスク

大規模災害等に対する予防対策、あるいは発生時の緊急

措置体制が整備されていないことにより損失を被るリス

ク。

リスク管理方針と組織

当社では、各種リスクに対し、必要な対策を講じ、リス

クの発生を防止あるいは一定の許容範囲内にコントロール

するよう努めるため、各種リスクごとの管理方針(規程)を

定めています。組織面では、リスク分類ごとにリスク管理

部門を置いています。リスク管理部門は、各種リスクの管

理体制の整備、リスク状況の把握・分析・評価および業務

執行部門等への牽制・指導等を行います。また、業務執行

部門から独立して各種リスクを統括管理するため、総合リ

スク管理部を設置しています。

Ⅶ―1 ●リスク管理の体制



当社では、リスク管理に対する組織横断的な事項に対応

するため、リスク統括委員会を設置しています。リスク管

理部門が把握した全社のリスク状況等は、総合リスク管理

部がとりまとめ、定期的にリスク統括委員会で審議され、

取締役会へ報告されます（但し、緊急を要する場合は、随

時、取締役会等へ報告）。

取締役会は、報告を受けたリスク状況等を、業務の遂行、

管理体制の整備等に活用しています。

監査等の体制

保険計理人は、リスク管理において、保険数理に関する

事項に関与し、必要に応じ取締役会等に意見を具申します。

業務監査部は業務執行部門およびリスク管理部門から独

立し、リスク管理の状況や規程等の整備状況等について監

査を実施します。

取締役会および取締役社長は、監査役会および監査役か

らリスク管理に関する指摘ないし報告を受けた場合には、

速やかに適切な対応を行うことと定めています。また、内

部管理体制の有効性等を検証するために、会計監査人等に

よる外部監査も規定しています。

リスク管理・コンプライアンス体制図

保険計理人

コンプライアンス委員会 リスク統括委員会

総合リスク管理部

総合リスク管理部 企画部 人事総務部

総合リスク管理部

法令等遵守

各　業　務　執　行　部　門

保
険
引
受
リ
ス
ク

資
産
運
用
リ
ス
ク

信
用
リ
ス
ク

不
動
産
投
資
リ
ス
ク

市
場
関
連
リ
ス
ク

流
動
性
リ
ス
ク

法
務
リ
ス
ク

事
務
リ
ス
ク

シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク

風
評
リ
ス
ク

災
害
リ
ス
ク

意見具申等

取　締　役　会 監査役会　監査役

【
外
部
監
査
】
会
計
監
査
人
等

【
内
部
監
査
】
業
務
監
査
部

監査【リスク管理部門】

監査

監査

監査



Ⅶ―3 ●個人データ保護について

個人データの保護についての基本的な考え方

当社は、ご契約者に関する個人データ（氏名、住所、生

年月日などが含まれる情報）を、大量に保有しており、

「顧客情報取扱規程」に基づき管理・保護にあたっていま

す。

保護の対象とする個人データの範囲、該当データの形

態・内容・取扱方法等による分類、また分類ごとの保護措

置を定め、さらに本社・営業総局・営業支社の管理責任者

を任命して保護・管理体制を強化しています。

また、全従業員の個人データ保護推進と意識高揚に努め

ています。

今後についても、高度情報化社会の流れに適合するよう、

ご契約者の個人データ保護に注意を払ってまいります。

■個人データの利用並びに外部への提供

個人データの利用は、業務上必要な範囲に限定しており、

法令等の定めによる場合を除き、外部への提供は実施して

いません。

■個人データの開示請求とその範囲

ご契約者からの開示請求には、本人確認を実施した上で

「顧客情報取扱規程」に基づき開示しています。

■個人データの訂正請求

上記開示請求と同様、本人確認を実施した上で「顧客情

報取扱規程」に基づき迅速に対応しています。

Ⅶ―2 ●法令遵守の体制

当社はお客さまに信頼され、健全な会社であり続けるた

め、コンプライアンス（法令等遵守）体制の整備・強化を

重点に取り組んでいます。

1．コンプライアンス体制

当社ではコンプライアンスの徹底およびその体制確立を

目的に「コンプライアンス委員会」を設置しています。当

委員会は代表取締役社長を委員長とし、コンプライアンス

に関する事項の審議・検討を行い、その徹底を図っていま

す。

また、社内各部門において、コンプライアンス責任者、

コンプライアンス担当者を任命し、それぞれの組織内にお

けるコンプライアンスの徹底を図っています。

2．コンプライアンス・プログラムの策定と推進

当社では、毎年度、規程の整備、内部管理態勢ならびに

当社役職員および代理店の研修計画等について「コンプラ

イアンス・プログラム」を策定し、当社役職員および代理

店のコンプライアンス意識の醸成を図っています。

3．「コンプライアンス・マニュアル」の策定・見直し

当社では、「T&Dフィナンシャル生命コンプライアンス

憲章」ならびに「T&Dフィナンシャル生命コンプライア

ンス行動基準」に基づき、役職員一人一人が法令等に則っ

た職務を遂行するための基本的な手引書として「コンプラ

イアンス・マニュアル」を作成し、新たに施行された法令

に対応するなど、毎年の改訂を行っています。役職員は、

この「コンプライアンス・マニュアル」を日常業務におい

て活用するとともに、コンプライアンス研修の基本教材と

しています。

4．T&Dフィナンシャル生命の勧誘方針

当社は、生命保険を勧誘する場合の基本方針として、

「T&Dフィナンシャル生命の勧誘方針」を公表し、お客さ

まのニーズとプライバシー保護の立場から適正・適切な商

品設計・勧誘に努めています。



Ⅷ. 特別勘定の状況

Ⅷ―1 ●特別勘定資産残高の状況

（単位：百万円）

（1）個人変額保険特別勘定資産の運用経過

平成15年度の金融株式市場は、第1四半期に国内の長

期金利が史上最低水準を更新したほか、日経平均株価もバ

ブル崩壊後の最安値を記録しました。

しかし、景気回復期待が広がったことから、第2四半期

に長期金利は水準を訂正し、株式相場は堅調な米国市場な

どを背景に、年度末にかけて上昇基調を辿りました。

こうした運用環境のなかで、当特別勘定は国内株式を運

用資産の中心に位置付け、ROEの成長性を重視した銘柄

の選定を行って、ポートフォリオを構築しました。

区　　　　分

個人変額保険
変額個人年金保険
団体年金保険
特別勘定計

平成14年度末
金　　額

2,514
64,749
8,214
75,479

2,841
176,020

775
179,637

平成15年度末
金　　額

Ⅷ―2 ●個人変額保険および変額個人年金保険特別勘定資産の運用の経過

一方株価が大きく上昇する局面においては、リスクの分

散を図る意味から、株式の一部を売却し、国内債券と外国

債券の買い増しを行いました。

その結果、国内株式の構成比は、前年度末から7.0％低

下して53.5％、国内債券は5.9％上昇して18.3％、外国

債券は7.8％上昇して17.4％となりました。

当特別勘定の運用につきましては、今後とも運用収益向

上を目指して中長期的な視点から資産配分を実行し、ご契

約者の負託に応えてまいります。

（2）変額個人年金保険特別勘定資産の運用経過

変額個人年金保険特別勘定において、各特別勘定資産の運用は以下のとおりとなりました。

①無配当変額個人年金保険

特 別 勘 定 名

日本株式一般A

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比＋36.94％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比＋42.31％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比＋44.33％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比＋46.68％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は設定以来＋12.86％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は設定以来▲2.87％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比＋10.67％となりました。

≪運用経過≫ 上記の外国投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比▲13.12％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比▲1.58％となりました。

日本株式アクティブA

日本株式バリューA

日本株式インデックスA

外国株式A

外国債券A

グローバル・バランスA

米ドル建MMF

マネー・オープン

設　定　日

平成14年10月1日

平成13年11月1日

平成13年11月1日

平成13年11月1日

平成15年4月1日

平成15年4月1日

平成13年11月1日

平成13年11月1日

平成13年11月1日

主な投資対象となる投資信託名（上段）と運用会社名（下段）

ダイワ日本株オープンVA
大和証券投資信託委託株式会社

アクティブ・ニッポンVA（愛称：武蔵VA）
大和証券投資信託委託株式会社

大和住銀日本バリュー株ファンドVA（愛称：黒潮VA）
大和住銀投信投資顧問株式会社

ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA
大和証券投資信託委託株式会社

大和住銀／T．ロウ・プライス外国株式ファンドVA
大和住銀投信投資顧問株式会社
（投資顧問：T．ロウ・プライス・グローバル・アセット・マネージメント社）

大和住銀／T．ロウ・プライス外国債券ファンドVA
大和住銀投信投資顧問株式会社
（投資顧問：T．ロウ・プライス・グローバル・アセット・マネージメント社）

大和住銀グローバルバランスファンドVA（愛称：七つの海VA）
大和住銀投信投資顧問株式会社

ダイワ外貨MMF－USドル・ポートフォリオ
ダイワ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）リミテッド

マネー・オープン
大和証券投資信託委託株式会社



②無配当新変額個人年金保険

特 別 勘 定 名

日本株式ファンド･オブ･ファンズ型

日本株式インデックス型

バランス型A

バランス型B

外国株式型

外国債券型A

外国債券型B

マネー型

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比＋41.49％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比＋10.09％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比＋18.58％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比＋12.58％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比▲11.16％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比＋0.24％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比▲1.54％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比＋44.10％となりました。

設　定　日

平成14年10月1日

平成14年10月1日

平成14年10月1日

平成14年10月1日

平成14年10月1日

平成15年2月17日

平成15年2月17日

平成14年10月1日

主な投資対象となる投資信託名（上段）と運用会社名（下段）

ファンド・オブ・オールスター・ファンズVA
UFJパートナーズ投信株式会社

225インデックスファンドVA （適格機関投資家専用）
T&Dアセットマネジメント株式会社

UFJパートナーズ・グローバルバランスVA
UFJパートナーズ投信株式会社

ダ・ヴィンチ VA
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

モルガン・スタンレー・コンペティティブ・エッジ・ファンドVA （適格機関投資家専用）
モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社

シティ・米国短期債ファンドVA （適格機関投資家専用）
シティグループ・アセット・マネジメント株式会社

シティ・ユーロ短期債ファンドVA （適格機関投資家専用）
シティグループ・アセット・マネジメント株式会社

マネーコース
UFJパートナーズ投信株式会社

③無配当変額個人年金保険 （最低死亡保証逓増型）

特 別 勘 定 名

日本株式一般型A

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比＋54.95％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比＋67.44％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比＋55.11％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比＋41.80％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比＋44.01％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比＋16.41％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比▲1.88％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比＋4.76％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比▲1.79％となりました。

日本株式一般型B

日本株式中小型A

日本株式インデックス型A

日本株式インデックス型B

外国株式型A

外国債券型A

バランス型A

マネー型

設　定　日

平成14年10月1日

平成14年10月1日

平成14年10月1日

平成14年10月1日

平成14年10月1日

平成14年10月1日

平成14年10月1日

平成14年10月1日

平成14年10月1日

主な投資対象となる投資信託名（上段）と運用会社名（下段）

JF日本株・アクティブ・オープンVA1
J.P.モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社

アクティブバリューオープンVA1（適格機関投資家専用）
T&Dアセットマネジメント株式会社

メリルリンチ日本小型株ファンドVA（適格機関投資家専用）
メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社

225インデックスファンドVA1（適格機関投資家専用）
T&Dアセットマネジメント株式会社

UFJパートナーズTOPIX・ファンドVA1
UFJパートナーズ投信株式会社

ステート・ストリート外国株式インデックス・ファンドVA2（適格機関投資家専用）
ステート・ストリート投信投資顧問株式会社

インベスコ海外債券オープンVA1（適格機関投資家私募投信）
インベスコ投信投資顧問株式会社

ピクテ・グローバル・バランス・オープンVA－P（適格機関投資家専用）
ピクテ投信投資顧問株式会社

フィデリティ・マネー・プールVA（適格機関投資家専用）
フィデリティ投信株式会社



④無配当新変額個人年金保険 （最低死亡保証逓増型）

特 別 勘 定 名

日本株式アクティブ型A

日本株式アクティブ型B

日本株式アクティブ型C

日本株式インデックス型A

日本債券型A

外国株式型A

外国債券型A

マネー型

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比＋39.55％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比＋67.03％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比＋73.15％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比＋46.47％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比▲3.10％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比＋25.87％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比▲1.44％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比▲1.74％となりました。

設　定　日

平成14年10月1日

平成14年10月1日

平成14年10月1日

平成14年10月1日

平成14年10月1日

平成14年10月1日

平成14年10月1日

平成14年10月1日

主な投資対象となる投資信託名（上段）と運用会社名（下段）

UFJパートナーズ日本株オープン「35」VA
UFJパートナーズ投信株式会社

フィデリティ・日本成長株・ファンドVA3（適格機関投資家専用）
フィデリティ投信株式会社

T&D・アクティブバリューオープンVA（適格機関投資家専用）
T&Dアセットマネジメント株式会社

UFJパートナーズTOPIX・ファンドVA
UFJパートナーズ投信株式会社

ノムラ国内債券オープンＶＡ（適格機関投資家専用）
野村アセットマネジメント株式会社

モルガン・スタンレー 世界株式オープンVA（適格機関投資家専用）
モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社

シティ・世界債券ファンドVA（適格機関投資家専用）
シティグループ・アセット・マネジメント株式会社

フィデリティ・マネー・プールVA（適格機関投資家専用）
フィデリティ投信株式会社

⑤無配当変額個人年金保険 （最低死亡保証逓増・災害3割加算型）

特 別 勘 定 名

日本株式アクティブ型A

日本株式インデックス型A

外国株式型A

バランス型A

マネー型

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比＋65.04％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比＋43.04％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比＋15.97％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比＋5.45％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は前年度末比▲1.75％となりました。

設　定　日

平成14年10月1日

平成14年10月1日

平成14年10月1日

平成14年10月1日

平成14年10月1日

主な投資対象となる投資信託名（上段）と運用会社名（下段）

フィデリティ・日本成長株・ファンドVA3（適格機関投資家専用）
フィデリティ投信株式会社

225インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）
T&Dアセットマネジメント株式会社

ステート・ストリート外国株式インデックス・ファンドVA1（適格機関投資家専用）
ステート・ストリート投信投資顧問株式会社

ピクテ・グローバル・バランス・オープンVA－I（適格機関投資家専用）
ピクテ投信投資顧問株式会社

フィデリティ・マネー・プールVA（適格機関投資家専用）
フィデリティ投信株式会社



⑥無配当変額個人年金保険 （災害5割加算型）

特 別 勘 定 名

バランス30型（211）

バランス50型（212）

バランス70型（213）

日本株式インデックス型（214）

日本株式アクティブ型（215）

日本債券アクティブ型（216）

外国株式インデックス型（217）

外国債券アクティブ型（218）

マネー型（219）

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は設定以来＋5.50％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は設定以来＋7.90％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は設定以来＋10.47％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は設定以来＋11.66％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は設定以来＋18.01％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は設定以来＋0.51％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は設定以来＋8.51％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は設定以来▲0.47％となりました。

≪運用経過≫ 上記の追加型株式投資信託への投資を行い、ユニットプライスの伸び率は設定以来▲0.60％となりました。

設　定　日

平成15年10月1日

平成15年10月1日

平成15年10月1日

平成15年10月1日

平成15年10月1日

平成15年10月1日

平成15年10月1日

平成15年10月1日

平成15年10月1日

主な投資対象となる投資信託名（上段）と運用会社名（下段）

大和住銀年金設計ファンド30VA（適格機関投資家専用）
大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀年金設計ファンド50VA（適格機関投資家専用）
大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀年金設計ファンド70VA（適格機関投資家専用）
大和住銀投信投資顧問株式会社

225インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）
T&Dアセットマネジメント株式会社

VAインデックス・プラスGS日本株計量運用ポートフォリオ
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

ノムラ国内債券オープンVA（適格機関投資家専用）
野村アセットマネジメント株式会社

ステート・ストリート外国株式インデックス・ファンドVA1（適格機関投資家専用）
ステート・ストリート投信投資顧問株式会社

シティ・世界債券ファンドVA（適格機関投資家専用）
シティグループ・アセット・マネジメント株式会社

フィデリティ・マネー・プールVA（適格機関投資家専用）
フィデリティ投信株式会社

Ⅷ―3 ●個人変額保険および変額個人年金保険の状況

・個人変額保険

（1）保有契約高

（2）年度末個人変額保険特別勘定資産の内訳

（単位：千件、百万円）

（単位：百万円）

区　　分

変額保険（有期型）
変額保険（終身型）
合　計

区　　分

現預金・コールローン
有価証券
公社債
株　式
外国証券
公社債
株式等

その他の証券
貸付金
その他
貸倒引当金
合　計

平成14年度末

平成14年度末

件　　数
0
3
3

金　　額
408

2,074
311

1,521
242
242
－
－
－
31
－

2,514

金　　額
25

13,570
13,596

構　成　比
16.3%
82.5%
12.4%
60.5%
9.6%
9.6%
－
－
－

1.2%
－

100.0%

件　　数
0
3
3

金　　額
274

2,535
519

1,521
494
494
－
－
－
32
－

2,841

金　　額
25

13,361
13,386

構　成　比
9.6%
89.2%
18.3%
53.5%
17.4%
17.4%

－
－
－

1.1%
－

100.0%

平成15年度末

平成15年度末



（単位：百万円）

区　　分

利息配当金等収入
有価証券売却益
有価証券償還益
有価証券評価益
為替差益
金融派生商品収益
その他の収益
有価証券売却損
有価証券償還損
有価証券評価損
為替差損
金融派生商品費用
その他の費用
収支差額

39
－
9

2,885
0
－
－
11
－

3,520
－
－
0

△ 596

平成14年度末
金　　　額

38
33
－

2,965
－
－
0

738
10

1,779
0
－
0

510

平成15年度末
金　　　額

（3）個人変額保険特別勘定の運用収支状況

（4）個人変額保険特別勘定に関する有価証券等の時価情報

①売買目的有価証券の評価損益

（単位：百万円）

区　　分

売買目的有価証券 2,074 △ 634 2,535 1,186

平成14年度末

貸借対照表計上額 貸借対照表計上額当期の損益に含まれた評価損益 当期の損益に含まれた評価損益

平成15年度末

②金銭の信託の時価情報

平成14年度末、平成15年度末とも残高はありません。

③個人変額保険特別勘定のデリバティブ取引の時価情報（ヘッジ会計適用・非適用の合算値）

「金利関連」「通貨関連」「株式関連」「債券関連」について、平成14年度末、平成15年度末とも残高はありません。

（注）本表には、「金銭の信託」等の売買目的有価証券を含みます。

・変額個人年金保険

（1）保有契約高
（単位：千件、百万円）

区　　分

変額個人年金保険

平成14年度末
件　　数

11
金　　額
64,131

件　　数
25

金　　額
175,105

平成15年度末

（2）年度末変額個人年金保険特別勘定資産の内訳
（単位：百万円）

区　　分

現預金・コールローン
有価証券
公社債
株　式
外国証券
公社債
株式等

その他の証券
貸付金
その他
貸倒引当金
合　計

平成14年度末
金　　額

5,065
57,884

－
－

1,752
－

1,752
56,132

－
1,799

－
64,749

構　成　比
7.8%
89.4%

－
－

2.7%
－

2.7%
86.7%

－
2.8%
－

100.0%

金　　額
6,841

168,044
－
－

1,548
－

1,548
166,495

－
1,134

－
176,020

構　成　比
3.9%
95.5%

－
－

0.9%
－

0.9%
94.6%

－
0.6%
－

100.0%

平成15年度末



区　　分

利息配当金等収入
有価証券売却益
有価証券償還益
有価証券評価益
為替差益
金融派生商品収益
その他の収益
有価証券売却損
有価証券償還損
有価証券評価損
為替差損
金融派生商品費用
その他の費用
収支差額

平成14年度末
金　　　額

35
－
－

1,000
－
－
－
55
－

3,342
－
－
－

△ 2,361

平成15年度末
金　　　額

442
－
－

30,056
－
－
－
47
－

9,308
－
－
－

21,143

（3）変額個人年金保険特別勘定の運用収支状況
（単位：百万円）

（4）変額個人年金保険特別勘定に関する有価証券等の時価情報

①売買目的有価証券の評価損益

（単位：百万円）

区　　分

売買目的有価証券 57,884 △ 2,342 168,044 20,748

平成14年度末

貸借対照表計上額 貸借対照表計上額当期の損益に含まれた評価損益 当期の損益に含まれた評価損益

平成15年度末

②金銭の信託の時価情報

平成14年度末、平成15年度末とも残高はありません。

③デリバティブ取引の時価情報（ヘッジ会計適用・非適用の合算値）

「金利関連」「通貨関連」「株式関連」「債券関連」について、平成14年度末、平成15年度末とも残高はありません。

（注）本表には、「金銭の信託」等の売買目的有価証券を含みます。

Ⅸ. 保険会社及びその子会社等の状況

Ⅸ―1 ●保険会社及びその子会社等の概況

当社子会社等は、平成16年6月29日現在、該当ありません。



区　　分

利息配当金等収入
有価証券売却益
有価証券償還益
有価証券評価益
為替差益
金融派生商品収益
その他の収益
有価証券売却損
有価証券償還損
有価証券評価損
為替差損
金融派生商品費用
その他の費用
収支差額

平成14年度末
金　　　額

35
－
－

1,000
－
－
－
55
－

3,342
－
－
－

△ 2,361

平成15年度末
金　　　額

442
－
－

30,056
－
－
－
47
－

9,308
－
－
－

21,143

（3）変額個人年金保険特別勘定の運用収支状況
（単位：百万円）

（4）変額個人年金保険特別勘定に関する有価証券等の時価情報

①売買目的有価証券の評価損益

（単位：百万円）

区　　分

売買目的有価証券 57,884 △ 2,342 168,044 20,748

平成14年度末

貸借対照表計上額 貸借対照表計上額当期の損益に含まれた評価損益 当期の損益に含まれた評価損益

平成15年度末

②金銭の信託の時価情報

平成14年度末、平成15年度末とも残高はありません。

③デリバティブ取引の時価情報（ヘッジ会計適用・非適用の合算値）

「金利関連」「通貨関連」「株式関連」「債券関連」について、平成14年度末、平成15年度末とも残高はありません。

（注）本表には、「金銭の信託」等の売買目的有価証券を含みます。

Ⅸ. 保険会社及びその子会社等の状況

Ⅸ―1 ●保険会社及びその子会社等の概況

当社子会社等は、平成16年6月29日現在、該当ありません。


